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説

第
三
章
「
補
論
1

1
関
連
す
る
諸
問
題

A
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
i
ゲ
ル
・
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
一
期
分

B

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
」
に
お
け
る
『
R
Z
W
E

C

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
i
ゲ
ル
」
に
お
け
る
お

g

D
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
」
に
お
け
る
な
E
S
g

第
四
章
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
・
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
へ
l
ル
シ
ル
ト
制

終
章

l
l
結
論

(
以
上
前
号
)

(
以
下
本
号
)

(
以
上
本
号
)

(
以
下
次
号
)

ロi

U問

第
三
章

補
論
|
|
関
連
す
る
諸
問
題
(
承
前
)

C 

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
」
に
お
け
る

ag

レ
ー
ン
や
小
作
地
と
は
異
な
り
、
「
借
地
」
で
は
な
く
て
「
自
分
の
土
地
」

(
H
「
自
有
地
」
)
で
あ
り
、
し
か
も
ほ
ん
ら

い
父
祖
伝
来
の
、
そ
し
て
将
来
も
子
々
孫
々
に
い
た
る
ま
で
継
承
し
て
い
く
べ
き
土
地
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
持
主
で
あ
る
参
審
自
由
人
は
、

こ
の
ア
イ
ゲ
ン
を
物
質
的
基
礎
と
し
て
、
グ
ラ
!
フ
に
対
す
る
参
廷
義
務
を
負
い
、
そ
の
法
廷
で
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
(
権
)
に
参
画
す
る
。

(
一
)
ア
イ
ゲ
ン
は
、

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
」
の
著
者
(
ア
イ
ケ
)
自
身
の
「
定
義
」
に
よ
れ
ば
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
に
関
す
る
裁
判
権
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
者
の
首

(
H

生
命
・
生
命
刑
)
」
に
関
す
る
そ
れ
と
並
ん
で
、
同
書
の
ラ
ン
ト
法
概
念
(
刊
特
に
、
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
)
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
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(
問
)

る
。
ア
イ
ゲ
ン
の
問
題
が
「
ラ
ン
ト
法
」
の
中
心
的
主
題
(
の
一
つ
)
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
と
一
百
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
問
)

ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
(
主
に
参
審
自
由
人
)
は
そ
れ
を
自
分
の
家
臣
に
レ
l
ン
と
し
て
授
封
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ゲ
ン
・

(
印
)

レ
l
ン
」
(
回
開

gwzg)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

a
g
の
語
は
(
主
に
)
こ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
と
の
関
連
で
「
レ
l
ン
法
」
に
も
姿

を
見
せ
る
。
さ
ら
に
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
は
、
今
し
方
本
章
・

B
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
共
通
の
レ

l
ン
法
」
(
そ
し
て
、
実
質
的
に
は

(
郎
)

『

mnz-g)
と
対
置
さ
れ
、
そ
こ
で
検
討
し
た
条
項
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
刊

mg
の
語
は
第
一
章
で
検
討
し
た
「
へ

l
ル
シ
ル

(
m
M
)
 

ト
(
制
)
」
に
か
か
わ
る

(
A
V
の
)
条
項
(
に
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
箇
所
)
に
も
登
場
し
て
く
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
次
章
に
お

け
る
考
察
へ
の
準
備
を
も
兼
ね
て
、
ひ
き
つ
づ
き
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る

a
g
の
用
語
法
を

1
l
z
a
n
-
-円
の
場
合
と
同
じ
手
法
で
|
|

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

(
ニ
)
「
レ

l
ン
法
」
に
は
(
右
に
述
べ
た
意
味
で
の

)omg
の
語
が
八
〔
九
〕
条
項
中
の
一
六
〔
一
八
〕
箇
所
に
現
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
二
条

(
則
)

項
中
の
二
箇
所
は
(
土
地
で
は
な
く
)
城
塞
に
か
か
わ
る
。
(
以
下
、
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
に
限
る
と
て
こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
ア
ウ

(
山
山
)

ク
ト
ル
・
ヴ
ェ
!
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
の
は
四
条
項
(
八
箇
所
)
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
条
項
(
三
箇
所
)
に
お
い
て
は
、

mmg

(
刷
出
)

の
語
は
「
レ
l
ン
法
」
で
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
た
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
箇

(
郎
)

所
が
あ
る
の
は
二
条
項
(
五
箇
所
)
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
六
条
項
(
二
箇
所
)
は
い
ず
れ
も
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応

(
山
間
)

条
項
な
い
し
対
応
箇
所
が
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
こ
の
数
字
そ
の
も
の
が
す
で
に
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
も
(
「
ラ
ン
ト
法
」
執
筆
後
)

「レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
主
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

北法51(2・55)429

(
三
)
次
に
、
ま
ず
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
関
係
諸
項
か
ら
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
判
る
こ
と
を
ま
と
め
て
お



説

く
。
因
み
に
、
(
エ
ツ
グ
ハ
ル
ト
版
の

Q
S
E
に
拠
る
限
り
)
、

a
g
に
対
応
す
る
を
。
百

mg
の
語
も
以
下
の
諸
事
項
で
し
か
用
い
ら
れ
て
い

A
t
h

、.n》

ナ
旬
、

ν

論

(

a

)

(

レ
l
ン
法
六
五
・
四
に
対
す
る
)
A
V
二
・
五
と
二
・
六
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
章
・

B
の
さ
乙
・

(
3
)
で
述
べ
た
よ
う

に
、
主
君
か
ら

-B宮
ロ
色
町
宮
ロ
m
m
n
-
z
B
(
H
ラ
イ
ヒ
の
所
領
)
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
に
つ
い
て
は
、
主
君
は
そ
の

σ
s
o
p
s
-
B宮
ユ
笹
田

(
H

向
上
、
複
数
)
で
家
臣
を
問
責
す
べ
き
で
あ
り

(
A
V
二
・
四
)
、
そ
れ
に
対
し
て
「
主
君
の

-
M
5
1
2
g
が
家
臣
の
レ

l
ン
で
あ
る
場
合
に
は
、

(
そ
の
)
家
臣
を
主
君
は
法
に
従
い
な
R
S
E
B
富
田
)
彼

(
H
主
君
)
の
同
言
問
玉
虫
訟
で
問
責
す
べ
き
で
あ
る
」

(
A
V
で
五
)
と
い
う
原
則
を
説

い
た
上
で
、
主
君
が
上
級
主
君
か
ら
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
を
レ

1
ン
と
し
て
受
領
し
、
そ
れ
を
(
自
分
の
)
家
臣
に
(
又
)
授
封
し
た
場
合
に
は
、

「
主
君
は
こ
の
家
臣
を
、
城
塞
レ
ー
ン
だ
け
は
除
き
、
彼

(
H
主
君
)
の
い
ず
れ
の

g
E
P
E
B
に
お
い
て
も
問
責
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
A

V
二
・
六
)
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
れ
が
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
い
て
胃

8
5富田(色
O
B
E
)
の
語
で
「
ア
イ

ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
最
初
の
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
点
、
お
よ
び
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
対
応
条
項
と
の

異
同
に
つ
い
て
も
(
前
記
の
箇
所
で
)
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
。

〈

b
)
次
に
(
レ
1
ン
法
七
一
・
六
に
対
応
す
る
)
A
V
二
・
六
九
と
二
・
七
O
に
つ
い
て
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
す
で
に
本
章
・

B
、
士
乙
・

(2)
・
⑤
で
前
述
し
た
が
、
こ
の
こ
つ
の
条
項
は

(g-mgzspzsH「
普
通
の
レ
i
ン
」
と
の
対
比
に
お
い
て
)
一
一
一
つ
の
「
特
別
な
レ

l
ン」

の
特
(
殊
)
性
を
説
明
す
る
件
に
属
し
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

i
ン
」
に
は
そ
れ
を
受
領
し
た
家
臣
の
(
主
君
の
封
相
続
人
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
主
君

に
対
す
る
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
な
く

(
A
V
二
・
六
九
)
、
ま
た
、
主
君
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
場
合
、
そ
の
代
わ
り
に
(
同
等
の
価
値
を

も
つ
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
授
封
す
れ
ば
、
(
い
つ
で
も
)
そ
れ
を
自
由
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る

(
A
V
二
・
七
O
)
。

以
上
が
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
い
て
(
直
接
)
「
ア
イ
ゲ
ン
(
・
レ
l
ン
こ
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
で

あ
る
。
念
の
た
め
に
そ
の
要
点
(
お
よ
び
問
題
点
)
を
摘
記
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

北法51(2・56)430



①
特
に
右
の
最
後
の
点
、
す
な
わ
ち
主
君
は
必
要
な
場
合
に
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
を
(
い
つ
で
も
)
自
由
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
主
君
が
(
自
分
の
土
地
で
あ
る
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
(
上
級
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
レ
l
ン
に
つ

い
て
よ
り
も
)
強
い
(
実
体
的
)
支
配
権
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
良
く
示
し
て
い
る
が
、
そ
の

場
合
(
に
も
)
、
家
臣
に
対
し
て
代
償
と
し
て
(
同
等
の
価
値
を
も
っ
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
授
封
す
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
、
家
臣
の
権
利

が
(
実
質
的
に
)
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

②
家
臣
が
死
亡
し
た
場
合
の
「
相
続
」
権
に
つ
い
て
は
明
示
的
な
規
定
は
な
い
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン」

(
山
)

に
つ
い
て
(
も
)
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
も
同
じ
よ
う
に
家
臣
の
権
利
を
安
定
さ
せ
保
護
す
る
機
能

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

③
こ
れ
に
対
し
て
、
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
の
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

一
般
の
レ
l
ン
(
日
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る
レ
i
ン
、
な
い
し
、
『
宮
町
二

g)
が
上
級
主
君
の
手
許

に
戻
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
レ

l
ン
に
は
そ
も
そ
も
上
級
主
君
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
上
級
主
君
に
対
す
る

(

附

)

レ

}

ン

「
授
封
更
新
請
求
権
」
は
(
論
理
必
然
的
に
)
存
在
し
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
封
相
続
人
を
も
っ
主
君
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
こ
う
し

た
必
然
性
は
な
(
く
、
封
相
続
人
に
対
す
る
授
封
更
新
を
認
め
よ
う
と
思
え
ば
そ
う
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
)
い
か
ら
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に

(
即
)

つ
い
て
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
な
い
と
い
う
規
定
が
実
質
的
に
意
味
を
も
つ
の
は
(
主
に
)
こ
の
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
(
も
)

(
特
に
A
V
二
・
六
九
で
は
明
示
的
に
)
家
臣
の
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
イ
ゲ
ン
に
対

す
る
主
君
の
強
い
支
配
権
の
現
れ
と
解
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
家
臣
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
の
配
慮
が
な

(

閉

山

)

さ
れ
る
必
要
は
(
ま
っ
た
く
)
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
で
あ
ろ
う
。

④
右
に
①
で
述
べ
た
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
i
ン
」
の
特
性
は
、
家
臣
が
(
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
)
主
君
か
ら
直
接
に
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
を
レ
l

て
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、

北法51(2・57)431



説

ン
と
し
て
授
封
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
、
家
臣
が
そ
れ
を
さ
ら
に
自
分
の
家
臣

(
H
主
君
か
ら
見
れ
ば
、
又
家
臣
)
に
又
授
封
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
「
レ

i
ン
」
は
家
臣
の
問
責
に
つ
い
て
そ
う
し
た
(
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
と
し
て
の
)
特
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
ラ
イ
ヒ
の

論

所
領
」
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
は
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
問
責
で
き
な
い
の
に
対
し
、
(
主
君
が
上
級
主
君
か
ら
授
封
さ
れ

た
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
を
又
授
封
さ
れ
た
家
臣
は
、
主
君
の
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
限
ら
ず
、
主
君
の
「
城
塞
レ

l
ン
を
除
く
主
君
の

い
ず
れ
の
レ
i
ン
」
に
も
、
し
た
が
っ
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
(
で
あ
る
所
領
)
に
お
い
て
も
問
責
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
限
り
で
は
、

又
授
封
さ
れ
た
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

i
ン
」
が
そ
の
(
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
!
ン
」
と
し
て
の
)
特
性
を
ま
っ
た
く
失
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

(
胤
)

と
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

(
四
)
次
に
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
関
す
る
条
項
を
(
特
に
「
レ
l
ン
法
」
に
お
い
て
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
な
い

し
箇
所
を
中
心
に
)
検
討
す
る
。

(
l
)
ま
ず
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
レ
l
ン
法
七
一
・
一
五

(
H
「
家
臣

(
H
城
臣
)
は
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
に
)
城
塞
レ
ー

ン
の
授
封
更
新
を
求
め
、
そ
れ

(
H
城
塞
レ
l
ン
)
を
彼
の
息
に
相
続
さ
せ
る
(
こ
と
が
で
き
る
て
た
と
え
城
塞
と
城
塞
レ
l
ン
の
双
方
が
、
あ
る
い

は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
一
方
が
、
そ
れ

(
H
城
塞
レ
l
ン
)
を
彼

(
H
城
臣
)
に
封
与
し
た
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
っ
て
も
」
)
で
あ
ろ
う
。

①
す
で
に
本
章
・

B
、
土
乙
・

(
2
)
・
@
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
三
・
一
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る

「レ

l
ン
法
」
の
関
係
条
項

(
H
七
一
・
九
)
で
は
、
「
城
塞
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
は
(
原
則
と
し
て
)
又
授
封
権
が
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

る
が
、
「
相
続
」
権
お
よ
び
授
封
更
新
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
(
こ
れ
ら
の
条
項
が
「
城
塞
レ
l
ン
」
と

gぽ
同
m
z
s
m
n
E
B
な
い
し
(
実
質
的
に
は
)

Bnz-g
と
の
相
違
を
説
明
す
る
件
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
に
推
定
で
き
る
も
の
の
)
明
示
的
に

・
一
五
は
、
そ
の
前
段
に
お
い
て
、
ま
ず
「
城
塞
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
も
授

記
述
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
レ

l
ン
法
七
一

北法51(2・58)432



封
更
新
請
求
権
お
よ
び
「
相
続
」
権
が
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
城
塞
レ

i
ン
」
(
一
般
)
の
特
性
が
よ
り
明
確

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

②
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
前
段
で
「
城
塞
レ

l
ン
」
(
一
般
)
の
特
性
が
明
確
に
さ
れ
強
調
さ
れ
た
結
果
、

レ
ー
ン
法
七
一

-
一
五
の
後
段

に
現
れ
る
レ

i
ン
財
と
し
て
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
の
特
性
は
抑
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
薄
め
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ア
イ

ゲ
ン
・
レ

1
ン
」
に
つ
い
て
は
、
本
章
・

B
、
合
二
・

(
2
)
・
(
b
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
)
(
一
了
六
九
)
お

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト市Ij(3) 

よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
「
レ

l
ン
法
」
の
関
係
条
項
(
七
・
一
・
六
)
で
は
、
(
「
相
続
」
権
は
と
も
か
く
)
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
の
)
授
封
更
新

請
求
権
が
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ

i
ン
法
七
一
・
一
五
(
後
段
)
は
、
「
た
と
え
城
塞
お
よ
び
城
塞
レ
l
ン
の

双
方
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
一
方
が
、
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
っ
て
も
」
、
城
臣
に
は
「
城
塞
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
の
授
封
更
新
請
求

権
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

③
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
(
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
城
塞
な
い
し
城
塞
レ
l
ン
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
)
授
封
更
新
請
求
権
が
具
体
的
に

何
を
指
し
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
ケ
l
ス
に
か
か
わ
る
の
か
は
、
少
し
厳
密
に
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
「
城
塞
」
・
「
城
塞
レ

l
ン
」
の
双
方
が
い
ず
れ
も
(
上
級
主
君
か
ら
城
主
に
授
封
さ
れ
た
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る
場
合
を
考
え
て

み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
城
臣
は
「
城
塞
レ
!
ン
」
に
つ
い
て
(
そ
れ
が
「
城
塞
レ
l
ン
」
で
あ
る
以
上
、
当
然
又
授
封
権
は
な
い
が

l
l
こ
の
点
は

以
下
の
す
べ
て
の
ケ
l
ス
に
共
通
で
あ
る
)
「
相
続
」
権
と
(
こ
の
条
項
に
お
い
て
新
た
に
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
封
相
続
人
に
対
し
て
だ
け
で
な

く
、
上
級
主
君
や
そ
の
他
の
新
し
い
主
君
に
対
し
て
も
)
授
封
更
新
請
求
権
を
も
っ
て
い
る
。
次
に
、
「
城
塞
」
だ
け
が
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で

北法51(2・59)433

あ
っ
て
、
「
城
塞
レ

l
ン
」
は
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る
場
合
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
場
合
に
も
(
「
城
塞
レ
I
ン
」
そ
の
も
の
は
「
主
君
の
ア

イ
ゲ
ン
」
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
上
級
主
君
が
存
在
す
る
か
ら
)
、
城
臣
は
城
塞
レ
!
ン
に
つ
い
て
、
(
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
明
示
的
に
認
め
ら

「
相
続
」
権
の
ほ
か
に
、
(
主
君
の
封
相
続
人
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
上
級
主
君
や
新
し
い
主
君
に
対
し
て
も
)
授
封
更
新

れ
て
い
る
よ
、
つ
に
)
、



説

請
求
権
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
は
(
基
本
的
に
は
)
右
の
ケ
l
ス
と
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、
城
主
が
封
相
続
人

(
H
息
)
な
し
に
死

論

亡
し
た
場
合
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
「
城
塞
」
!
ー
し
た
が
っ
て
「
城
主
」
の
地
位
は
、
(
上
級
主
君
の
手
許
に
一
反
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、

ラ
ン
ト
法
の
準
則
に
従
っ
て
)
ラ
ン
ト
法
上
の
相
続
人
(
主
に
娘
)
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
家
臣
が
城
主
と
し
て
仕
え
る
べ
き
「
新
し
い

(
問
)

主
君
」
(
の
範
囲
)
が
(
特
に
、
主
君
の
娘
で
あ
る
「
女
性
」
へ
と
)
変
わ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

反
対
に
、
「
城
塞
」
は
(
城
主
が
上
級
主
君
か
ら
受
領
し
た
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る
の
に
、
(
城
臣
が
城
主
か
ら
授
封
さ
れ
た
)
「
城
塞
レ
ー

ン
」
は
「
城
主
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
特
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
上
級
主
君
は
城
主
に
「
城
塞
」

を
授
封
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
城
主
か
ら
そ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
を
(
城
塞
レ
1
ン
と
し
て
)
授
封
さ
れ
た
城
臣
は
城
塞
レ

l
ン
に
関
し
て
は
こ

の
上
級
主
君
の
又
家
臣
で
(
さ
え
)
な
く
、
(
城
塞
レ
l
ン
が
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
れ
ば
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
場
合
に
つ
い
て
)

(
川
)

そ
も
そ
も
上
級
主
君
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
城
臣
が
こ
の
場
合
に
も
ち
う
る
授
封
更
新
請
求
権
は
、
レ
ー

レ
i
ン

ン
法
七
一
・
一
五
の
文
章
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
異
な
り
、
全
面
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
城
主
が
息

(
H
封
相
続
人
)
あ
る
い
は
そ
れ
以

外
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
相
続
人
を
も
ち
、
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
が
息
あ
る
い
は
(
そ
れ
以
外
の
)
ラ
ン
ト
法
上
の
相
続
人
(
主
に
娘
)
に
相
続
さ
れ

(m) 

た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
最
後
に
、
「
城
塞
レ
i
ン
」
だ
け
で
な
く
「
城
塞
」
も
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
場
合
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
城
臣
が
「
城
塞
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
も
つ
授
封
更
新
請
求
権
に
生
す
べ
き

(
H
「
新
し
い
主
君
」
の
範
囲
の
)
変
化
は
す
で
に
こ
の
場
合

に
含
ま
れ
て
い
て
、
域
臣
の
も
つ
授
封
更
新
請
求
権
は
「
城
塞
レ

l
ン
」
だ
け
が
「
城
主
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
場
合
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

④
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、

レ
ー
ン
法
七

-
一
五
が
「
補
足
」
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
(
実
質
的
に
)
新
た
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、

(
そ
の
文
章
か
ら
受
け
る
印
象
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
実
は
「
城
塞
レ
l
ン
」
が
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
場
合

に
城
臣
が
も
ち
う
る
授
封
更
新
請
求
権
は
城
主
の
相
続
人
に
対
す
る
そ
れ
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
こ
の
「
補
足
」
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
、
「
城
塞
」
が
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
と
も
に
「
城
塞
レ

l
ン
」
も
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
場
合
に
新
し
い

北法51(2・60)434



城
主
は
ラ
ン
ト
法
上
の
準
則
に
従
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
「
城
塞
レ

l
ン
」
の
ア
イ
ゲ
ン
と
し
て
の
特
性
が
こ
の
「
補
足
」
に
よ
っ

(
山
)

て
薄
め
ら
れ
て
は
い
て
も
完
全
に
失
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。

ザクセンシュピーゲルにおける〈ールシルト制(3 ) 

(
2
)
次
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
の
対
応
条
項
で
は
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
「
レ

l
ン

法
」
に
お
い
て
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
が
施
さ
れ
、
(
主
君
が
上
級
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
れ
ば
当
然
上
級
主
君
の

手
許
に
戻
る
べ
き
場
合
に
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
を
例
外
と
す
る
一
一
つ
の
条
項
を
取
り
上
げ
る
。

(m) 

@
ま
ず
、
主
従
関
係
の
(
一
方
的
な
)
解
約
(
の
帰
結
)
を
扱
っ
た
レ
l
ン
法
七
六
・
三
。
こ
の
条
項
は
、
ま
ず
「
家
臣
が
彼
の
主
君
に
対

レ
!
ぶ

し
て
(
主
従
関
係
を
)
解
約
す
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
家
臣
)
が
彼

(
H
主
君
)
か
ら
受
領
し
(
て
い
)
た
所
領
は
主
君
に
と
っ
て
自
由
に
な
る

(
H

主
君
の
手
許
に
戻
る
こ
と
し
た
上
で
、
「
ま
た
、
主
君
が
家
臣
に
対
し
て
(
主
従
関
係
を
)
解
約
す
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
主
君
)
は
家
臣
が
彼

(
H

主
君
)
か
ら
受
領
し
(
て
い
)
た
所
領
を
、
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
失
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
家
臣

は
そ
れ
(
日
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
、
本
書
が
前
の
と
こ
ろ
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
」
、

と
言
う
。
こ
の
う
ち
、
「
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
」
は
、
対
応
す
る
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
条
項

(
H

(
山
川
)

A
V
コ
了
一
五
)
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
句
は
次
の
よ
う
な
か
な
り
長
い
「
補
足
」
を
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
レ

i
ン
法
七
六
・
三
は
さ
ら
に
、
「
し
か
し
、
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
あ
る
教
会

(
m
a
a開
国
吉
田
)

に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
(
主
君
の
支
配
権
・
支
配
圏
の
)
外
へ
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
家
臣
が
そ
れ
を
そ
の
先
(
上
級
主
君
の

(
m
-
a
)
 

許
)
ま
で
追
い
か
け
る

(
gぼ
g
l授
封
更
新
を
求
め
る
の
意
)
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
所
領
を
家
臣
は
彼
の
存
命
中
(
主
君
に

対
す
る
)
勤
務
な
し
に
保
持
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
彼
の
子
に
相
続
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
レ

l
ン
法
を
行
う

(
H
自
分
の
家
臣

に
又
授
封
す
る
)
こ
と
も
で
き
る
」
と
し
た
上
で
、
た
だ
し
こ
れ
は
、
「
主
君
が
家
臣
に
(
主
従
関
係
を
)
解
約
し
家
臣
は
主
君
に
(
そ
れ
を
解
約
)

つ
ま
り
「
主
君
が
一
方
的
に
主
従
関
係
を
解
約
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
」
、
と
念
を
押
し
た
上
で
こ
の
条
項
を
閉
じ
る
。

北法51(2・61)435

し
な
い
場
合
」
、



説

(
出
)

⑥
次
に
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
に
(
も
)
か
か
わ
る
レ

l
ン
法
を
五
四
・
一

H

「
主
君
が
(
レ

l
ン
法
上
の
同
身
分

北法51(2・62)436

言冶

者
に
対
す
る
)
臣
従
礼
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
彼
の
シ
ル
ト
を
下
げ
る
(
な
い
し
、
下
げ
た
)
な
ら
ば
、
彼
は
彼
の
家
臣
の

(
H
彼
の

家
臣
に
授
封
し
て
い
た
)
レ

l
ン
を
、
そ
れ
が
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
失
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
家
臣
た
ち
は
彼

等
の
所
領
を
(
改
め
て
)
上
級
主
君
か
ら
受
領
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば

(
H
上
級
主
君
が
自
ら
彼
等
に
そ
れ
を
授
封
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
)

彼

(
H
上
級
主
君
)
は
彼
等
に
彼
等
の
主
君
の
(
レ
l
ン
法
上
の
)
同
身
分
者
(
を
新
し
い
主
君
と
し
て
指
定
し
、
そ
)
の
許
へ
赴
く
よ
う
指
示
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
家
臣
は
彼
の
主
君
が
彼

(
H
家
臣
)
の

(
H
家
臣
に
授
封
さ
れ
て
い
た
)
所
領
(
そ
の
も
の
の
ラ
ン
ク
)
を
引
き
下
げ
そ
れ

を
彼

(
H
主
君
)
が
前
に
受
領
し
て
い
た
よ
り
も
身
分
の
低
い
主
君
か
ら
受
領
す
る
場
合
に
も
、
同
じ
こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る
」
。

こ
の
条
項
は
、
(
少
し
分
か
り
ゃ
す
く
言
い
直
す
と
て
あ
る
(
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
)
者
が
自
分
と
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者
の
家
臣
に
な
る

と
そ
の
シ
ル
ト
が
一
つ
下
が
る
と
い
う
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
原
則
を
前
提
し
て
、
主
君
が
(
当
該
)
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
所
領
そ
の
も
の

を
従
前
の
上
級
主
君
よ
り
身
分
の
低
い
者

(
H
上
級
主
君
)
か
ら
受
領
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
主
君
が
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
所
領
と
は
無

関
係
な
形
で
(
レ
l
ン
法
上
の
)
同
身
分
者
の
家
臣
に
な
っ
(
て
、
新
た
に
別
な
所
領
を
授
封
さ
れ
)
た
場
合
に
も
、
主
君
が
家
臣
に
授
封
し
て

い
た
所
領
は
主
君
の
手
を
離
れ
て
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
家
臣
は
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
上
級
主
君
に
対

し
て
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
あ
る
い
は
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
)
、
と
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
こ
の
条
項
は
、
第
一
章
・

(
二
)
の
⑪
と
⑮
に
訳
出
し
た
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
二
つ
の
条
項

(
H
A
V
一
・
一
一
一
四
と
一
・
二
工
ハ
)
を
一
つ
の
条
項

に
ま
と
め
、
そ
こ
で
は
(
こ
の
場
合
、
家
臣
の
所
領
が
い
っ
、
ま
た
、
な
ぜ
上
級
主
君
の
手
許
に
一
戻
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
)
不
明
確
で
あ
っ

(
川
)

た
点
を
「
改
訂
」
な
い
し
「
是
正
」
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
」
と
い
う
一
句
は
そ
の
際
に
併
せ

て
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
二
つ
の
条
項
に
よ
っ
て
判
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。



①
ま
ず
レ

l
ン
法
五
四
・
一
か
ら
始
め
る
と
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
特
に
A
V
一
・
一
二
六
)
は
、
「
主
君
が
臣
従
礼
に
よ
り

彼
の
己
吋
宮
5
(
H
シ
ル
ト
)
を
引
き
下
げ
る
(
あ
る
い
は
、
引
き
下
げ
た
)
場
合
、
(
主
君
は
)
彼
の
全
家
臣
の

(
H
全
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
)
レ
ー

ン
を
欠
く
こ
と
に
な
る
、
彼
等

(
H
家
臣
た
ち
)
が
レ
l
ン
(
の
授
封
更
新
)
を
乞
う
べ
く
上
級
主
君
の
許
に
赴
く
こ
と
に
な
れ
ば
」
と
、
家
臣

た
ち
が
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
請
求
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
主
君
が
家
臣
に
与
え
て
い
た
レ
l
ン
を
失
い
そ
れ
が
上
級
主
君
の
手
許
に

戻
る
こ
と
に
な
る
、
と
も
解
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
た
。
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
主
君
は
(
レ
l
ン
法
上
の
)
同
身
分
者
の
家
臣

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3)

に
な
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
彼
が
上
級
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
も
の
の
う
ち
(
少
な
く
と
も
)
自
分
の
家
臣
に
又
授
封
し
て
い

た
所
領
は
直
ち
に
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
な
け
れ
ば
、
な
ぜ
家
臣
た
ち
が
こ
の
場
合
上
級
主
君
に
対
し
て
授
封
更
新

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
法
的
に
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
レ
ー
ン
五
四
・
一
が
(
全
体
と
し
て
)
こ
う
し
た
方
向
に
向
か

っ
て
「
改
善
」
な
い
し
「
是
正
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、

A
V
一

の
レ
l
ン
を
)
「
欠
く
こ
と
に
な
る
」

(
n
R
S
S
が
レ

l
ン
法
五
四
・
一
で
は
「
失
っ
た
こ
と
に
な
る
」

2
2
2
5ュ。
5
ロ
)
に
改
め
ら
れ
て
い
る

レ
ー
ン
法
五
四
・
一
で
「
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
」
と
い
う
「
補
足
」

一
二
六
の
(
主
君
は
家
臣

こ
と
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
が
、

が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
も
、
(
一
つ
に
は
)
こ
の
こ
と
(
つ
ま
り
、

A
V
一
・
一
一
一
六
に
よ
れ
ば
、
上
級
主
君
の
な
い
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
は
、

家
臣
が
上
級
主
君
に
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
当
然
主
君
の
手
許
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
レ
ー
ン
法
五
回
・

一
で
は
、
こ
の
一
文
を
補
わ
な
け
れ
ば
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
ま
で
上
級
主
君
の
手
許
に
一
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
こ
と
)
に
よ
っ

て
触
発
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

②
レ
l
ン
法
七
六
・
三
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
方
向
の
「
改
訂
」
・
「
是
正
」
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
主
君
が
家
臣
に
対
し
て

(
主
従
関
係
を
)
解
約
す
る
な
ら
ば
、
「
彼
」

(
H
主
君
)
は
家
臣
が
彼
か
ら
受
領
し
た
所
領
を
、
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
、

(m) 

す
べ
て
失
っ
た

2
2
2
〈
色
。
ス
ロ
)
国
)
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
家
臣
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
本
書
が
前
の
と
こ
ろ
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
上
級

北法51(2・63)437



説

主
君
に
授
封
更
新
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
件
は
、
対
応
す
る
A
V
コ
了
一
五
で
は
、
「
主
君
は
家
臣
が
彼
か
ら
受
領
し
て
い
た
レ
l

た
も
の
を
「
改
訂
」
、

お
よ
び
、
(
一
部
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
に
関
す
る
件
を
)
「
補
足
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
レ

l
ン
法
五
四
・
一
の

北法51(2・64)438

ぇ

両岡

ン
を
失
う
こ
と
に
な
る
(
宮

a
g
-
-「
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
い
う
含
意
も
あ
る
)
、
も
し
(
主
君
が
)
家
臣
に
対
し
て
(
主
従
関
係
を
)

(
川
)

解
約
し
、
そ
し
て
家
臣
が
法
に
従
い
直
ち
に
上
級
主
君
に
対
し
て
の
レ

i
ン
(
の
授
封
更
新
)
を
乞
う
(
中
略
)
こ
と
に
な
れ
ば
」
と
な
っ
て
い

「
改
訂
」
・
「
補
足
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
(
な
お
、

(m) 

「
本
書
の
前
の
と
こ
ろ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
具
体
的
に
は
、
特
に
レ
I
ン
法
二
0
・
四
や
レ
l
ン
法
二
五
・
一

(
剛
山
)

|
|
第
一
章
・
会
乙
・
@
と
⑨
を
参
照
)
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

レ
ー
ン
法
七
六
・
一
ニ
で

(
H
A
V
 

五
七
と

五
人

レ
ー
ン
法
五
四
・
一
も
「
本
書
の
前
の
と
こ
ろ
」
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
)
。

③
主
君
が
(
一
方
的
に
)
主
従
関
係
を
解
約
し
た
場
合
の
帰
結
に
つ
い
て
、
レ
ー
ン
法
七
六
・
三
は
、
家
臣
は
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
i
ン
」
を

「
彼
の
存
命
中
(
主
君
に
対
す
る
)
勤
務
な
し
に
保
持
」
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
彼
の
子
に
「
相
続
」
さ
せ
、
ま
た
、
自
分
の
家
臣
に

「
又
授
封
」
で
き
る
、
と
き
わ
め
て
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
(
文
字
通
り
に
受
け
取
れ
ば
)
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
が
(
限
り
な
く
)

(
山
山
)

「
家
臣
の
ア
イ
ゲ
ン
」
に
近
づ
く
と
い
う
こ
と
に
等
し
く
、
家
臣
の
権
利
は
き
わ
め
て
手
厚
く
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
ア
イ
ゲ

ン
に
対
す
る
持
主
の
(
実
体
的
)
支
配
権
が
レ
l
ン
に
対
す
る
ぞ
れ
よ
り
も
強
く
、
ま
た
、
そ
れ
が
レ

i
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
た
場
合
に

(
H

ア
イ
ゲ
ン
・
レ
i
ン
)
も
そ
う
し
た
ア
イ
ゲ
ン
の
特
性
を
(
少
な
く
と
も
完
全
に
は
)
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
著
者
ア

イ
ケ
は
、
そ
の
場
合
レ

i
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
な
ぜ
そ
こ
ま
で
手
厚
く
家
臣
権
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
主
従
関
係
の
解
約
が
(
現
実
に
は
)
「
フ
ェ

l
デ
宣
告
」
の
意
味
を
も
ち
う
る
こ
と
か
ら
、
「
平
和
」
を
指
導
理
念
(
の
一
つ
)
と

す
る
ア
イ
ケ
が
、
(
特
に
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
強
い
支
配
権
を
も
っ
)
主
君
に
対
し
こ
の
よ
う
に
(
「
禁
止
的
」
と
も
言
え
る
ほ
ど
)
き
び
し
い
帰
結

(
剛
山
)

を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
く
(
そ
う
し
た
)
主
君
に
よ
る
恋
意
的
な
実
力
行
使
の
自
制
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



レ
ー
ン
法
五
四
・
一
は
、
主
君
が
(
へ
l
ル
シ
ル
ト
制
の
原
則
に
反
す
る
同
身
分
者
へ
の
臣
従
関
係
に
よ
り
)
彼
の
へ

i

ル
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
た
場
合
に
そ
れ
が
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
を
受
領
し
て
い
た
家
臣
に
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
、
(
そ

れ
が
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
ら
な
い
と
い
う
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
自
明
な
こ
と
の
ほ
か
は
)
具
体
的
に
は
何
も
述
べ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
同
条
項
に
お
け
る
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
は
レ

l
ン
法
七
六
・
三
へ
の
「
補
足
」
と
お
そ
ら
く
同

④
こ
れ
に
対
し
て
、

時
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
(
つ
ま
り
、
著
者
は
七
六
・
一
二
に
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
I
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
す
る
際
に
、
五
回
・
-
に
つ
い
て
も
同
じ

よ
う
な
「
補
足
」
が
必
要
な
こ
と
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
、
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
て
お
よ
び
、

ヘ
l
ル
シ
ル
ト
制
の
原
則
を
維
持
(
し
、
主
君
が

自
分
の
支
配
す
る
レ
l
ン
を
ふ
や
す
た
め
に
素
り
に
同
身
分
者
の
家
臣
に
な
る
こ
と
を
抑
止
)
す
る
た
め
に
は
(
同
じ
く
禁
止
的
な
効
果
を
も
ち
う
る

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト告IJ(3) 

ほ
ど
)
き
び
し
い
規
定
を
置
く
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
私
と
し
て
は
、
レ
ー
ン
法
五
四
・
一
の

(
郎
)

場
合
に
つ
い
て
も
、
著
者
は
七
六
・
三
の
場
合
と
同
じ
帰
結
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
し
て
い
る
。

(3)
次
に
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
が
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
(
で
あ
る
レ
l
ン
)
と
の
(
対
比
を
も
含
め
、
そ
れ
と
の
)
関
係
に
お
い
て
現
れ
る

四
つ
の
条
項
を
順
次
検
討
す
る
。

レ
ー
ン
法
六
五
・
四

(
H
A
V
二
・
四
、
二
・
五
、
二
・
六
)
。
こ
の
条
項
は
、
本
章
・

B
の
(
三
)
・

(
3
)
で
詳
細
に
検
討
し
た

よ
う
に
、
主
君
が
家
臣
を
問
責
す
る
た
め
に
レ

i
ン
法
廷
に
召
喚
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
受
封
し
て
い
る
家
臣
は
「
ラ
イ

@
ま
ず
、

ヒ
の
所
領
」
に
、
ま
た
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ

i
ン」

(
H
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

i
ン
」
)
を
受
封
し
て
い
る
家
臣
は
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」

に
召
喚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
を
述
べ
た
の
ち
、
主
君
が
上
級
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
「
ア
イ
ゲ
ン
」
を
(
又
)
受
封
し
て

い
る
家
臣
は
、
「
彼
(
主
君
)
の
い
ず
れ
の
円
宮
町
二

g
に
も
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
が
又

北法51(2・65)439

授
封
さ
れ
た
場
合
に
、
(
こ
の
レ
l
ン
は
な
お
(
上
級
主
君
の
)
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
し
て
の
性
格
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
の
て
そ
れ
を
(
で
き
る
だ
け
)

円
。
各
二

g
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
対
応
条
項

(
H
A
V
二
・
六
)
と
比
較
す



説

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
こ
の
条
項
の
)
R
n
z
ニg
の
(
語
が
、

A
V
二
・
六
の
「
城
塞
レ
1
ン
だ
け
は
除
き
、

い
ず
れ
の
レ
l
ン
に
お
い
て
も
」
と
い
う

北法51(2・66)440

表
現
に
は
残
さ
れ
て
い
た
「
紛
れ
」
を
取
り
除
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
)
概
念
が
ほ
ん
ら
い
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
関
し
て
成
立
す
る
も
の
で

論

あ
る
こ
と
を
(
少
な
く
と
も
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の

g庶
民
刊

σBop-EB
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
明
確
に
)
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

(
胤
)

⑥
次
に
レ
l
ン
法
七
一
・
六

(
H
A
V
ニ
・
六
九
と
二
・
七
O
)
。
こ
の
条
項
は
、
対
応
す
る
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
の
(
二
つ

の
)
条
項
を
承
け
て
、
ま
ず
そ
の
前
段
で
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
は
(
「
共
通
の
レ
l
ン
法
」
、
実
質
的
に
は
『
町
与
ニ

g
の
場
合
と
は
異
な
り
)

授
封
更
新
請
求
権
が
な
い
こ
と
を
説
い
た
の
ち
、
ひ
き
つ
づ
き
、
し
か
し
そ
れ
は
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
他
の
レ

I
ン
と
同
じ
く
、
第

七
の
手
ま
で
」
(
又
)
授
封
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
の
持
主
で
あ
る
「
最
上
級
の
主
君
」
を
除
き
、
中
間
の
主
君
は
家
臣

に
対
し
「
授
封
更
新
」
を
拒
む
こ
と
を
え
な
い
、
と
し
た
上
で
、
そ
の
後
段
で
、
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
「
最
上
級
の
主
君
」
は
、
家
臣
に

授
封
し
て
い
た
ア
イ
ゲ
ン
(
・
レ
!
と
を
必
要
と
す
る
場
合
、
家
臣
に
同
等
の
価
値
を
も
っ
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
代
わ
り
に
授
封
す
る
と
い

う
形
で
補
償
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
そ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
の
条
項
の
う
ち
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
他
の
レ
l
ン
と
同
じ
く
」
の
一
句
は
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
、
ま
た
、
「
第
七
の
手
」

は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

(
H
A
V
二
・
六
九
)
に
お
い
て
「
第
六
の
手
」
と
あ
っ
た
も
の
が
(
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
の
特
性
を
も

考
慮
し
て
)
「
第
七
の
手
」
に
「
改
訂
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

1
ン
」
の
も
つ
特
性
が
具
体
的
に
明

確
に
さ
れ
る
一
方
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
!
ン
」
が
さ
ら
に
又
授
封
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
れ
を
(
で
き
る
だ
け
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
あ
る
い
は

お
吾
ニ

g
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
志
向
が
最
も
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
た
。

①
こ
の
直
後
に
つ
づ
く
レ
l
ン
七
一
・
七
日
「
ア
イ
ゲ
ン
が
(
持
主
の
死
亡
に
よ
り
)
そ
れ
が
ラ
イ
ヒ
に
帰
属
し
て

(
5号
ロ
)
ラ
イ
ヒ
の
所

領
に
な
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
人
(
H
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
)
が
そ
れ
を
あ
る
教
会
(
加
。
庄
町
田
吉
田
)
に
贈
与
(
日
寄
進
)
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)



場
合
、
そ
れ

(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
家
臣
を
人

(
H
新
し
い
主
君
、
具
体
的
に
は
、
「
ラ
イ
ヒ
」
に
帰
属
し
た
ア
イ
ゲ
ン

を
言
わ
ば
「
国
庫
」
を
代
表
し
て
管
理
す
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
H

主
に
グ
ラ
l
フ
、
あ
る
い
は
、
「
教
会
」
の
代
表
者
)
は
さ
日
明
白
(
レ
l
ン
の
承
継
、

具
体
的
に
は
授
封
更
新
の
請
求
)
か
ら
却
け
る
こ
と
を
え
な
い
」
は
、
「
レ

l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
で
あ
る
。

因
み
に
ホ
l
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
条
項
を
、

(
1
)
で
前
述
し
た
(
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
「
城
塞
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
も
城
臣
の
「
相
続
」
権
(
郎
)

と
授
封
更
新
請
求
権
を
認
め
る
)
レ
1
ン
法
七
一
・
一
五
と
と
も
に
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
関
す
る
「
(
第
二
の
)
例
外
」
に
数
え
て
い
る

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

が
、
こ
の
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
は
持
主
の
死
亡
に
よ
り
「
ラ
イ
ヒ
」
に
帰
属
し
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
な
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
家
臣
が
そ
れ
に
つ
い
て
(
「
相
続
」
権
や
)
授
封
更
新
請
求
権
を
も
つ
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

条
項
は
(
基
本
的
に
は
)
(
念
の
た
め
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
単
な
る
「
注
意
規
定
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た

「
注
意
規
定
」
を
「
補
足
」
し
た
こ
と
に
も
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
!
ン
」
に
つ
い
て
(
そ
の
「
特
性
」
は
維
持
し
な
が
ら
も
)
で
き
る
だ
け
「
ラ
イ
ヒ

の
所
領
」
な
い
し
円
R
Z
H
S
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
志
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

@
最
後
に
レ

i
ン
法
七
一
・
一
七
。
こ
れ
は
(
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
の
テ
キ
ス
ト
で
は
)
も
と
も
と
右
の

(
1
)
で
検
討
し
た
レ

i
ン
法
七

一
・
一
五
の
直
後
に
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
で
あ
り
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
か
ら
人

(
H
城
主
)
は
(
城
臣
に
)
城
塞
レ

l
ン
を
封
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
た
と
え
城
塞
(
そ
の
も
の
)
が
(
城
主
の
)
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
っ
て
も
」
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

(
l
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
こ

と
は
す
で
に
レ

l
ン
法
七
一
・
一
五
で
前
述
さ
れ
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
七
一

(
郎
)

規
定
」
で
あ
っ
て
、
右
の
①
で
レ

l
ン
法
七
一
・
七
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。

-
一
七
も
単
な
る
「
注
意

北法51(2・67)441

(

4

)

(

「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
し
て
の
特
性
は
維
持
し
な
が
ら
も
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
を
で
き
る
だ
け
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
並
み
に
扱
お
う
と

す
る
志
向
が
認
め
ら
れ
る
条
項
が
も
う
一
つ
あ
る
。
レ
ー
ン
法
六
九
・
八
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
条
項
も
「
レ
!
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。



説

こ
の
条
項
の
前
段
に
は
(
私
見
に
よ
れ
ば
)
著
者
ア
イ
ケ
自
身
に
よ
る
「
ラ
ン
ト
法
」
お
よ
び
「
レ

l
ン
法
」
の
「
定
義
」
が
見
出
さ
れ
る
こ

い

g

.

、

l

一型、

と
カ
ら
、
そ
の
件
は
こ
れ
ま
で
も
拙
稿
に
お
い
て
し
ば
し
ば
ヲ
用
し
て
き
た
し
本
稿
で
も
後
に
本
章
・

D
に
お
い
て
改
め
て
検
討
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
す
ま
せ
て
お
く
が
、
こ
の
条
項
は
(
そ
の
前
段
に
お
い
て
)
ま
ず
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
レ
ー

ン
(
H
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
)
に
つ
い
て
判
決
が
非
難
さ
れ
た
場
合
に
も
、
(
国
王
は
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
の
場
合
と
は
異
な
り
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー

北法51(2・68)442

号6.
M司

ン
」
に
つ
い
て
は
(
レ
!
ン
法
上
の
)
最
高
主
君
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
最
後
ラ
イ
ヒ
の
前
に

(
H
国
王
裁
判
所
に
)
持
ち
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
述
べ
た
後
、
(
そ
の
後
段
に
お
い
て
)
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

レ
ー
ン
法
六
九
・
八
(
後
段
)
N
「
ま
た
家
臣
は
彼
の
主
君
に
対
し
彼

(
H
主
君
)
の
ア
イ
ゲ
ン
を
も
と
に
(
あ
る
い
は
、
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
に

つ
い
て
)
、
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
れ

(
H
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
)
を
彼

(
H
主
君
)
か
ら
レ

i
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
場
合
、
彼

(
H
家
臣
)
が
彼

(
H
主
君
)
に
対
し
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
も
と
に
(
あ
る
い
は
、
ラ
イ
ヒ
の
所
領
に
つ
い
て
)
な
す
義
務
を
負
う
の
と
、
同
じ
勤
務
を
な
す
義
務
を

負
う
。
も
し
(
そ
の
)
家
臣
が
国
王
の
前

(
H
法
廷
)
で
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
の
レ
!
ン

(}ggmmg)
の
こ
と
を
決
定
し
な
い
(
あ
る
い
は
、

決
定
で
き
な
い
)
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
、

つ
ま
り
(
主
君
の
)
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
さ
れ
て
い
る
者

(
H
家
臣
)
は
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
レ

l
ン
と
し

て
受
領
し
て
い
る
者

(
H
家
臣
)
に
関
し
て
い
か
な
る
判
決
も
発
見
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
(
文
言
上
「
前
者
が
後
者

(
問
団
・

a)

に
対
し
て
も
」
で
あ
る
が
、
内
容
上
)
後
者
が
前
者
に
対
し
て
も
(
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
)
(
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
さ

れ
て
い
る
家
臣
と
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
授
封
さ
れ
て
い
る
家
臣
、
が
主
君
に
対
し
て
同
じ
勤
務
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
こ
ο

こ
の
議
論
は
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
レ

i
ン
に
つ
い
て
の
判
決
非
難
を
最
後
(
そ
の
レ
l
ン
に
つ
い
て
は
最
高
主
君
で
な
い
)
国
王

の
法
廷
に
持
ち
出
す
べ
き
理
由
の
説
明
と
し
て
は
(
改
め
て
後
述
す
る
が
、
前
段
に
お
け
る
国
王
は
ラ
ン
ト
法
上
の
ー
ー
し
た
が
っ
て
ア
イ
ゲ
ン

に
関
し
て
も
|
|
最
高
の
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
と
く
ら
べ
る
と
)
い
さ
さ
か
説
得
力
に
欠
け
る
。
ま
ず
、
主
君
に
対
す
る
勤
務

の
う
ち
「
軍
事
勤
務
」
(
な
い
し
「
軍
役
義
務
」
)
|
|
骨
∞
江
古
田
骨
吉
見

(
H
「
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
勤
務
」
)
の
語
の
多
く
は
こ
の
意
味
で
用
い
ら



(
即
)

れ
る

i
l
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
(
教
皇
に
よ
る
皇
帝
の
聖
別
、
い
わ
ゆ
る
「
皇
帝
戴
冠
」
の
た
め
の
)
ロ

l
マ
遠
征
の

(
ω
-
a
)
 

義
務
は
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
授
封
さ
れ
て
い
る
家
臣
だ
け
が
負
う
と
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
レ

l
ン
法
の
六
九
・
八
の
「
主
君
に
対
し
て
勤

務
す
る
義
務
」
が
「
参
廷
義
務
」
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
号
2
・
持
四
回
号
5
2
の
語
を
例
外
的
に
こ
の
意
味
に
用
い
て
い
る
条
項

に
お
い
て
は
、
主
君
に
対
す
る
参
廷
義
務
に
従
う
こ
と
が
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
勤
務
中
」
と
さ
れ
る
根
拠
は
、
家
臣
が
受
領
し
て
い
る
「
ラ

(
別
)

イ
ヒ
の
所
領
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
を
め
ぐ
る
判
決
非
難
に
つ
い
て
こ
の
条
項
と
は
別
の

ー
ー
た
と
え
ば
そ
れ
に
つ
い
て
は
(
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
)
主
君
が
最
終
的
に
裁
く
と
か
、
(
そ
の
)
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
で
の
(
法
廷
)
決

闘
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
る
と
い
っ
た

l
l解
決
法
を
定
め
る
こ
と
も
論
理
的
に
は
不
可
能
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制(3 ) 

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
ア
イ
ケ
が
そ
こ
で
接
続
法
第
二
式
ま
で
用
い
て
右
の
よ
う
な
(
い
さ
さ
か
強
引
な
)
議
論
を
展
開
し

て
い
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
条
項
で
は
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
を
で
き
る
だ
け
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
(
な
い
し

お

nz-g)
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
著
者
の
志
向
は
き
わ
め
て
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(
5
)
最
後
に
、
(
本
稿
で
は
)
例
外
的
に
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
ア
イ
ケ
以
後
に
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
レ
ー

ン
法
二
・
七
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
条
項
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
が
な
く
、
そ
の
全
体
が
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
前
段
、
著
者
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
部
分
は
、
「
し
か
し
、
城
塞
レ

l
ン
と
教
会
、
お
よ
び
、
あ
る
家
臣
が
そ
れ
を
も
と
に
ラ
イ
ヒ

に
対
し
て
い
か
な
る
勤
務
を
も
な
す
義
務
を
負
わ
な
い
す
べ
て
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
、
聖
職
者
お
よ
び
女
性
は
、
彼
等
が
ヘ

l
ル
シ
ル
ト

を
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
を
(
自
分
の
家
臣
に
)
封
与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
人

(
H
彼
等
の
家
臣
)
は
別
な

(
H
新
し
い
、

あ
る
い
は
、
上
級
)
主
君
に
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
言
う
。
こ
の
前
段
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
さ
ら
に
検
討
す
る
が
、

ひ
き
つ
づ
き
ア
イ
ケ
以
後
に
「
補
足
」
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
後
段
で
あ
る
。

北法51(2・69)443

こ
こ
で
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、



説

レ
ー
ン
法
二
・
七
(
後
段
)
H
「
し
か
し
、
(
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
)
彼
等
の
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
(
あ
る
い
は
、
つ
い
て
も
)
彼
等
は
そ
れ
を

封
与
(
な
い
し
、
授
封
)
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
人

(
H
彼
等
の
家
臣
)
は
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
に
)
別
な

(
H
第
二
の
、
新
し
い
)
主
君

に
そ
の
掛
卦
居
析
を
求
め
る
で
き
る
し
、
ま
た
、
下
小
一
小
い
が
(
持
主
の
死
亡
に
よ
り
)
彼
等
に
帰
属
す
る
(
〈
母
国
同
昨
日
一
場
合
、
人

(
H
前
の
持

主
の
家
臣
)
は
そ
の
授
封
更
新
を
(
新
た
に
持
主
と
な
っ
た
彼
等
に
)
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
彼
等
は
(
そ
の
際
)
そ
れ
(
H
彼
等
に
帰
属

し
た
ア
イ
ゲ
ン
)
を
(
前
の
持
主
の
家
臣
に
)
封
与
(
な
い
し
、
授
封
)
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。

前命

こ
の
レ
l
ン
二
・
七
の
後
段
に
は
注
目
さ
れ
る
点
が
二
つ
あ
る
。

①
ま
ず
、
こ
こ
で
は
「
ア
イ
ゲ
ン
(
・
レ
l
ン
こ
に
関
す
る
記
述
は
、
前
段
の
「
城
塞
レ

1
ン
と
教
会
、
お
よ
、
び
、
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
い

か
な
る
勤
務
を
も
な
す
義
務
を
負
わ
な
い
す
べ
て
の
レ
l
ン
」
に
ひ
き
つ
づ
き
、
そ
れ
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
る
形
で
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
か
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

「
城
塞
レ

i
ン
」
に
つ
い
て
は
、
本
章
・

B
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
受
領
し
た
域
臣
は
(
城
塞
に
住
ん
で
)
城
塞
防
備
の
義
務
と
城

塞
法
廷
に
参
画
す
る
義
務
を
負
う
が
、
(
す
で
に
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ
l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
「
レ
!
ン
法
」
の
一
条
項
で
)
「
彼
の
主
君

(
H
城
主
)
に
対
し
ぎ
守
皇

(
H
出
。
R
住
民
)
お
よ
び
宮
お
〈
皇

(
H
Z
m目
見
笹
口
)
を
行
う
義
務
が
な
い
」
旨
、
明
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
城

塞
レ

I
ン
」
に
つ
い
て
は
、
『
同
町
町
二

g
の
場
合
の
よ
う
な
、
主
君
に
対
す
る
(
通
常
の
)
軍
役
義
務
お
よ
び
(
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
へ
の
)
参
廷

(
限
)

義
務
(
と
主
君
の
館
に
出
仕
し
て
主
君
に
奉
仕
す
る
参
邸
義
務
)
が
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

i
ン
」
を
受
領
し
た
家
臣
の
場
合
は
ど
う
か
。
今
し
方

(
4
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
六
九
・

八
で
は
、
主
に
参
廷
義
務
に
関
し
て
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
と
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
の
聞

に
差
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
家
臣
の
軍
役
義
務
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
(
教
皇
に
よ
る
皇

帝
聖
別
の
た
め
の
)
ロ

l
マ
遠
征
の
よ
う
に
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
の
み
が
そ
の
義
務
を
負
う
場
合
の
あ
る
こ
と
は
前

北法51(2・70)444



述
し
た
通
り
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
レ
l
ン
法
二
・
七
前
段
の
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
い
か
な
る
勤
務
を
も
な
す
(
号
gm
ユ
宮
ロ

g
骨
5
2
8
Eヨ
)
義
務

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

を
負
わ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
件
は
、
内
庁
間

aw町
田
門
回
目
ロ

g
円
(
「
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
勤
務
」
)
と
い
う
表
現
の
大
多
数
の
用
法
と
同
じ
よ
う
に
、
具

体
的
に
は
(
少
な
く
と
も
主
に
)
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
い
か
な
る
軍
事
勤
務
の
義
務
を
も
負
わ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー

ン
」
に
関
す
る
こ
と
が
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
き
そ
れ
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
る
形
で
「
補
足
」
さ
れ
た
の
は
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
つ
い
て

も
「
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
軍
役
義
務
」
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
レ
l
ン
法
二
・
七
の
後
段
は
、
(
へ

i
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
)
聖
職
者
や
女
性
で
も
彼
等
の
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を

受
領
し
た
家
臣
は
そ
れ
に
つ
い
て
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
も
っ
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
前
段
で
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
い
か
な
る
勤
務
を

も
な
す
義
務
を
負
わ
な
い
す
べ
て
の
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
段
そ
の
も
の
に
つ
い
て

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
が
(
そ
の
持
主
の
死
亡
に
よ
り
)
聖
戦
者
や
女
性
に
帰
属
し
た
場
合
の

こ
と
が
「
補
足
」
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
(
そ
れ
ま
で
の
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
の
)
家
臣
が
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
(
新
た
に
主
君

に
な
っ
た
)
聖
職
者
や
女
性
が
(
そ
う
し
た
)
家
臣
に
よ
る
授
封
更
新
の
請
求
に
応
ず
る
「
義
務
」
さ
え
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

聖
職
者
や
女
性
の
ラ
ン
ト
法
上
の
地
位
、
お
よ
び
、
い
か
な
る
場
合
に
彼
等
が
ア
イ
ゲ
ン
を
相
続
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
二
章

つ
己
・
②
、
お
よ
び
、
(
四
)
・

(
l
)
1
(
4
)
に
お
い
て
詳
述
し
て
お
い
た
。
ま
た
、
聖
職
者
や
女
性
が
取
得
す
る
ア
イ
ゲ
ン
に
は
(
前
の
持

主
か
ら
)
家
臣
に
授
封
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
り
、
家
臣
が
彼
等
に
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
た
場
合
、
仮
に
家
臣
の
シ
ル
ト
が
下
が
る
(
あ
る

北法51(2・71)445

い
は
、
失
わ
れ
る
)
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
ら
ど
う
な
る
か

(
H
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
か
)
に
つ
い
て
も
、
第
二
章
・
(
四
)
・

(
5
)
で

(
特
に
一
期
分
の
場
合
に
つ
い
て
)
推
定
し
て
お
い
た
。
レ
ー
ン
法
二
・
七
の
末
尾
に
お
け
る
記
述
は
、
ア
イ
ケ
以
後
の
「
補
足
」
に
属
す
る
も

(
問
)

の
で
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
私
の
推
定
を
裏
づ
け
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
ア
イ
ケ
以
後
の
「
補
足
」
に
よ
っ
て
、



説

先
ほ
ど
さ
一
)
・
③
の
末
尾
で
指
摘
し
て
お
い
た
(
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
が
封
相
続
人
な
し
に
死
亡
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
家
臣
の
権
利
を
保
証
す
る

た
め
の
配
慮
は
必
要
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
)
疑
問
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

論

(
五
)
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
「
レ
1
ン
法
」
で
は
(
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
と
く
ら
べ
る
と
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
関
す
る

記
述
が
(
か
な
り
)
大
幅
に
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
「
補
足
」
に
は
全
体
と
し
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
の
も
つ
(
主

君
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
し
て
の
)
特
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
を
B
n
F
二
自
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
志
向
が
認
め
ら
れ
る
、

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「レ
l
ン
法
」
で
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
関
し
て
大
幅
な
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
際
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
の

特
性
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
、
「
ラ
ン
ト
法
」
で
そ
の
枢
軸
と
な
る
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
「
ア
イ
ゲ
ン
」
に
つ
い

て
深
く
省
察
し
た
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
推
定
に
?
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
i
ン
」
に
つ
い
て
そ
れ
を
で
き
る
だ
け

円

R
Z
-
g
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
志
向
は
、
レ
ー
ン
法
六
九
・
八
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
問
題

と
も
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
点
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
ひ
き
つ
づ
き
「
レ

i
ン
法
」
に
お
け
る
伺
3
S
B
の
用
語
法
に
つ
い

て
も
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

D 

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
レ
ー
ン
法
」
に
お
け
る
凹
3
n
v
g

(
胤
)

(
一
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
明
白
丘
町
宮
お
の
語
は
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
裁
判
権
」
・
「
裁
判
管
区
」
・
「
裁
判
集

北法51(2・72)446



会
」
な
い
し
「
法
廷
」
・
「
裁
判
官
」
・
「
判
決
」
な
い
し
「
刑
罰
」
な
ど
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
(
世
俗
法
に
限
っ
て
言
え
ば
)
レ

I
ン
法

上
の
裁
判
(
所
等
)
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
も
つ
ば
ら
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
(
所
等
)
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(

防

)

(

陥

)

ま
た
、
ュ
n
F
8
5
の
語
に
つ
い
て
も
(
基
本
的
に
は
)
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
(
基
本
的
に
は
)
レ
l
ン
法
廷
を
主
宰
す
る
主
君

を
指
す
こ
と
は
な
く
、
も
つ
ば
ら
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
。
す
で
に
こ
う
し
た
用
語
法
が
同
書
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法

(
上
の
裁
判
権
)
の
レ
l
ン
法
(
上
の
裁
判
権
)
に
対
す
る
優
越
的
地
位
、
お
よ
び
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
が
同
書
に
お
け
る
「
法
」
(
全
体
)

(
お
よ
び
、
「
国
制
」
)
の
中
で
占
め
る
決
定
的
な
地
位
、
な
い
し
、
そ
の
中
で
果
た
す
決
定
的
な
役
割
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
別
稿
で
論
じ

た
通
り
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

(ニ)・

(
l
)
ま
ず
(
こ
の
意
味
で
の
)
伺
g
n
F
S
の
語
は
、
こ
れ
も
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
レ
l
ン
法
」
で
も
一
六
条
項
中
の
二

(

邸

)

〈

閉

山

}

一
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
六
条
項
(
八
箇
所
)
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
が
あ
る
が
、
そ
の
う

(
別
)

ち
の
一
条
項
で
は

mgnvs
の
語
は
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
箇
所
に
姿
を
見
せ
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項

の
あ
る
の
は
(
実
質
的
に
は
)
五
条
項
(
七
箇
所
)
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
は
対
応
条
項
・
対

白

(

叩

即

)

応
箇
所
が
な
く
「
レ
l
ン
法
」
で
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
が
、
一
一
条
項
(
一
四
箇
所
)
と
ほ
ぼ
そ
の
二
倍
に
上
っ
て
い
る
。

つ
占
ま
れ
ノ
、

明
白
江
口
『
お
も
「
レ
l
ン
法
」
で
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
た
主
要
一
ア
l
マ
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「レ
l
ン
法
」
で
開

2nvs
と
言
わ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
五
つ
の
対
応
条
項
の
う
ち
、

A

V
一
・
一
二

九

(
H
レ
i
ン
法
六
一
・
こ
と
二
・
六
七

(
H
レ
l
ン
法
七
一
・
一
一
)
の
二
条
項
で
は
宮
島
B
E
E
g
m
p
E
B
(
H
「
裁
判
権
レ
l
ン」)、

A

V
一

(
捌
)

三
四

(
H
レ
i
ン
法
一
一
・
一
一
)
と
二
・
六
八
(
二
箇
所
)
(
H
レ
l
ン
法
七
一
・
一
二
)
で
は

E
b
E
E
M
(
H
い
ず
れ
も
「
裁
判
管
区
」
)
に
な
っ
て
お

り、

A

V
三
・
一
三
で
は
「
レ
!
ン
法
」
の
対
応
条
項
(
日
レ
l
ン
法
七
六
・
二
の
〈
O
吋

加

g
n
y
g
(
H
「
(
日
プ
ン
ト
)
法
廷
で
」
)
が

5
5
e
n
g

北法51(2・73)447



説

に
な
っ
て
い
る
。

北法51(2・74)448

4 a筒

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
版
「
ア
ウ
ト
ク
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
色
。
出
国
民
に
拠
る
限
り
、
宮
内
出
E
E
-
σ
B
o
p
-
z
g
と
い
う
表
現
が
姿
を
見
せ
る
の

(
加
)

は
右
の
二
条
項
だ
け
で
あ
る
が
、

Zen-zg
の
語
は
さ
ら
に
他
の
三
条
項
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
注
目
さ
れ
る
用
例
が
二
つ
あ

一
つ
は
、

A
V
三
・
二
二
に
つ
づ
く
A
V
三
・
一
四
の
同
じ
く

S
E
e
n
-。
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
対
応
す
る
「
レ

l
ン
法
」
の
条

る項

(
H
レ
i
ン
法
七
六
・
二
)
で
は
〈
常
国
u
g
-
g
E
n
v
s
s
と
「
改
訂
」
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
(
も
)
、

(
A
V
三
・
一
三
の
そ
れ
を
も
含

め
て

)
E
E
ι
E。
と
言
わ
れ
る
場
合
の

gen-zB
の
語
が
「
ラ
ン
ト
法
廷

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
)
」
を
指
す
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
検
討
に
と
っ
て

(
m
a
n
z
m
の
語
だ
け
で
な
く
)
号
F
8
5
の
語
を
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は

A
V
一
-
五
五
b
の
(
邑
)-mm色
町
宮
内
-
R
5
5
と
い
、
つ
(
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
版
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト

(m) 

ウ
ス
の
の
ぢ
明
日
民
で
は
の

E
n
v
z
s『
z
g
e
g加
と
訳
さ
れ
て
い
る
)
用
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項

(
H
レ
l
ン
法
二
四
・
七
)

で
は
単
に
(
ぢ
)
号
B
Z
m
R
R
F
B
と
な
っ
て
お
り
、
(
む
し
ろ
「
レ
!
ン
法
怯
(
に
ご
と
い
う
意
味
に
解
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
は

い
ず
れ
に
せ
よ
)
、
目
盛
巳
ロ
ヨ
の
語
が
(
少
な
く
と
も
)
「
レ

i
ン
法
廷
」
に
関
し
て
も
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
指
す
た
め
に
も
)
用
い
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
っ
て
、

m
s
n
F
R
の
語
を
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
(
所
等
)
に
限
定
す
る
用
語
法
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

に
は
(
ま
だ
)
見
ら
れ
ず
、
「
レ

1
ン
法
」
(
あ
る
い
は
、
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
)
で
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(2)
右
に
指
摘
し
た
丘
町
宮
町
お
の
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
別
稿
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
レ

l
ン
法
」
の
三
条
項
(
三
箇
所
)
に
現
れ

る
が
、
こ
れ
ら
三
条
項
の
う
ち
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
の
は
一
条
項
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
条
項
の

(m) 

同
時

nzmg
の
語
は
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
箇
所
に
姿
を
見
せ
る
。
ま
た
、
「
レ

l
ン
法
」
の
一
条
項

(
H
レ
l
ン
法
七
六
・
二
)
で
は
、

こ
の
ほ
か
に
さ
司

S
u
m
-
B
E
n
F
8
8
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
(
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
エ

i
ト
ゥ



ス
」
の
対
応
条
項

(
H
A
V
三
・
一
四
)
の
5
5
B
R
E
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
り
、
「
レ
l
ン
法
」
で
ユ
n
Z
8
5
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
一
一
一

条
項
の
う
ち
の
一
つ

(
H
レ
1
ン
法
五
五
・
八
)
に
も
さ
円
仏

g
z
E
g
ユ
ロ
7
8
8
と
い
う
(
こ
れ
と
同
じ
意
味
の
)
表
現
が
登
場
す
る
。
こ
れ
を
要

す
る
に
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
ユ
岳
お
足
の
語
は
す
べ
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
な
い
し
対
応
箇
所
の
な
い
、

「レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
あ
る
い
は
書
き
改
め
ら
れ
た
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
四
条
項
の
う
ち
に
は
、

(
l
)
で
m
E
n
Z
再
開
の
語
に
関
連
し
て
す
で
に
触
れ
た
も
の
が
二
つ
あ
り
、
(
E
E
)
ユ
n
F
8
8
と
の
関
連
で
新
た
に
(
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る

溝
口
n
z
s
の
)
検
討
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
っ
の
条
項
(
レ
i
ン
法
五
五
・
八
、
六
九
・
八
)
に
限
ら
れ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制 (3) 

因
み
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
で
は
、
同
じ
く
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
版
の

O
Z
E
R
に
拠
る
限
り
、
(
そ
こ
で
は
E
n
F
5
と
訳
さ
れ

て
い
る
工

E
Z
の
語
が
四
条
項
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
A
V
二
・
六
七
と
二
・
六
八
に
は
、
百
円

-wgeσgmmszBな
い
し

宮
内
出

nzs
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
す
で
に

(
1
)
で
も
触
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
「
レ
l
ン
法
」
の
対
応
条
項
(
H
レ
i
ン
法
七
一
・
二

と
七
一
・
一
二
)
に
は
、
や
が
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
(
同
E
2
に
対
応
す
る
)
E
n
v
お
お
の
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
他
の
二
条
項
、

A
V
二
・
五
一

と
二
・
六
一
で
は
、

E
円
片
岡
の
語
は
上
級
主
君
が
主
君
の
、
あ
る
い
は
、
主
君
に
代
わ
る
百
合
同
で
あ
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
て

(
制
)
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
号
F
8
8
の
語
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
に
限
っ
て
用
い
る
用
語
法
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l

ト
ゥ
ス
」
に
は
(
ま
だ
)
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
「
レ
l
ン
法
」
(
な
い
し
、
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
)
い
た
っ
て
(
よ
う
や
く
)
確
立
さ
れ
た
も
の

(
加
)

で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

(
三
)
以
下
、
ま
ず
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
関
係
条
項
を
順
次
検
討
す
る
。

~I:法51(2 ・ 75)449

(
狐
)

A
V
一
・
一
一
一
四
H

「
主
君
が
村
ま
た
は
葡
萄
園
、

zeazB
ま
た
は
十
分
の
一
税
(
管
区
)
(
仏
R
E
S
、
あ
る
い
は
何
か
こ
の
種
の

も
の
を
そ
っ
く
り
(
一
括
し
て
)
封
与
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
(
主
君
が
)
い
ず
れ
か
の
場
所
に
自
由
な
状
態
で
(
H
授
封
す
る
こ
と
な
く
)
も
つ

(
1
)
 



説

て
い
る
す
べ
て
の
も
の
を
(
一
括
し
て
封
与
し
た
場
合
)
、
こ
う
し
た
レ
l
ン
に
つ
い
て
家
臣
は
、
た
と
え
彼
に
(
占
有
)
指
定
(
骨

B
S号
邑
。
)

が
欠
け
て
い
て
も
、
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
ま
た
そ
れ
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
H
レ
i
ン
法
一

一・一一)。

論

そ
れ
よ
り
少
し
前
に
あ
る

A
V
一
・
一
ニ
O
(
H
レ
l
ン
法
一

0

・
一
三
で
は
、
「
主
君
が
(
使
者
を
し
て
)
彼
の
家
臣
に
対
し
、
彼
の
二
人
の
家

臣
が
そ
れ
を
聞
き
う
る
よ
う
に
、
(
そ
の
家
臣
に
)
封
与
し
た
所
領
を
(
占
有
す
る
よ
う
)
(
使
者
を
介
し
て
)
指
定
(
な
い
し
、
指
示
)
さ
せ
る
や
、

そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
(
そ
の
)
家
臣
は
直
ち
に
、
こ
の
レ

l
ン
の
(
占
有
)
指
定
以
前
に
は
主
君
の
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
じ

SHBR出
血

(
H
占
有
権
)
を
取
得
す
る
」
と
、
家
臣
が
レ

l
ン
を
占
有
す
る
場
合
の
原
則
的
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

A
V
一
・
三
四
は
こ

れ
を
前
提
に
じ
て
、
あ
る
地
域
(
的
広
が
り
を
も
っ
場
所
)
全
体
に
か
か
わ
る
レ
l
ン
財
に
つ
い
て
は
、
(
レ
l
ン
の
授
封
更
新
な
い
し
相
続
の
際

に
)
必
ず
し
も
主
君
に
よ
る
(
占
有
)
指
定
が
な
く
て
も
家
臣
は
レ
l
ン
を
占
有
(
・
支
配
)
で
き
る
旨
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
項

に
よ
っ
て
、
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
は
、
「
相
続
権
」
と
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
あ
る
こ
と
も
判
る
が
、
そ
こ
で
は

E
a
E
Z
B
(
ラ
ン
ト

(
加
)

法
上
の
裁
判
管
区
、
な
い
し
、
そ
こ
に
お
け
る
裁
判
権
)
が
、
「
村
」
や
「
十
分
の
一
税
(
管
区
ご
な
ど
(
の
小
さ
な
地
域
)
と
肩
を
並
べ
て
登
場
し

(
郷
)

て
く
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

(2) A 
V 

一
一
一
九
日
「
聖
職
者
ま
た
は
女
性
、
お
よ
び
、
吉
田
(
日
ラ
ン
ト
法
上
の
、
各
人
生
得
の
法
)
を
欠
く
者
(
な
い
し
、
男
性
)

は、

g
e
n
s
e
σ
g
n
m
n
r
M
g
を
も
っ
(
な
い
し
、
受
領
す
る
)
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
」

(
H
レ
l
ン
法
六
一
・
こ
。

へl
ル
シ
ル
ト
側
の
原
則
か
ら
言
え
ば
、
レ
ー
ン
を
受
領
で
き
る
の
は
ほ
ん
ら
い
「
八

l
ル
シ
ル
ト
」

(
H
レ
l
ン
能
力
)
を
も
っ
者
に
限

ら
れ
る
(
は
ず
で
あ
る
)
が
、
第
一
章
・
(
二
)
の
④
1
⑥
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
(
お
よ
び
「
レ
l
ン
法
」
)

は
す
で
に
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
な
い
し
、
レ
ー
ン
法
)
を
欠
く
者
」
、
特
に
「
聖
職
者
と
女
性
」
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
授
封
さ
れ
る
ケ
1
ス
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
「
例
外
」
が
通
則
化
さ
れ
て
い
る
、
と
一
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し

・
一
二
九
が
、

z
a
E百円四
F
Z
S
m
n
E
S
に
関
し
て
は
こ
う
し
た
「
例
外
」
が
い
っ
さ
い
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に

て

A
V
一

北法51(2・76)450



(m) 

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
緩
説
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
次
に
、
A
V
二
・
六
七
と
二
・
六
八
は
、
す
で
に
本
章
・

B
、
士
二
・

(
2
)
・
@
で
引
用
し
て
お
い
た
が
、
念
の
た
め
に
再
掲
す

る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制 (3) 

@
A
V
二
・
六
七

H
「z
e
n
g
e
σ
g
m
m
n
E
B
は
第
四
の
手
ま
で
下
り
て

(
H
授
封
さ
れ
て
)
は
な
ら
な
い
、
た
だ
し

z
e口町田

(
H
裁
判
官
)

(
川
)

に
対
す
る

5
5
(
H
裁
判
権
)
を
も
っ

-
E町内
o
n
g
g
(
H
シ
ユ
ハ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
)
は
除
く
」
(
レ
I
ン
法
七
一
-
一
一
)
。

こ
の
条
項
は
、
改
め
て
コ
メ
ン
ト
す
る
ま
で
も
な
く
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
が
(
国
王
か
ら
数
え
て
)
第
四
の
手
ま
で
(
又
)
授
封
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
例
外
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
宮
島
町
何
回
(
具
体
的

に
は
、
主
に
グ
ラ
l
ク
)
に
対
す
る
呂
田
(
具
体
的
に
は
、
裁
判
権
)
を
も
っ
」
こ
と
が
、
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
」
を
例
外
と
す
る
理
由
と
し
て
十

(
初
)

分
に
説
得
的
か
、
(
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
理
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
さ
え
)
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

@
A
V
二
・
六
人

H
「
い
ず
れ
の
者
も
彼
に
封
与
さ
れ
た
同
E
W
E
S
(
裁
判
管
区
・
裁
判
権
)
を
他
の
者
に
封
与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と

を
え
な
い
、
た
だ
し
そ
れ

(
H
宮
内
出
企
ロ
ヨ
)
に
付
属
し
て
い
る
包
括
ロ
E
2
E
E
z
g
(
H
特
別
な
裁
判
管
区
・
裁
判
権
)
が
あ
れ
ば
別
で
あ
り
、

(M) 

(
F
E
R
E
S
を
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
は
)
そ
れ
だ
け
は
自
由
・
な

(
H
授
封
し
な
い
)
状
態
で
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
日
レ
l
ン
法
七
一
・
三
)
。

こ
の
条
項
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、

E
S
E
Z
B
(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
管
区
・
裁
判
権
)
を
封
与
さ
れ
た
者

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
)
が
そ

れ
を
又
授
封
し
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
を
述
べ
た
後
、
そ
れ
に
付
属
す
る
岳
M

加
己
耳
目

s
e
n
-
z
B
(特
別
な
裁
判
管
区
(
な
い
し
裁
判
権
)

は
逆
に
授
封
せ
ず
に
手
許
に
保
持
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
レ

l
ン
法
七
一
・
一
一
一
と
く
ら
べ
る
と
、

E
R
E
B
(後
者
で
は
、
「
古
骨
乱
お
よ
び
そ
の
他
の
旗
レ
i
ン
」
)
と
そ
れ
に
付
属
す
る

5
m巳
R
E
E
E
S
(後
者
で
は
「
グ
ラ

1
7ン
ヤ
フ
ト
」
)

が
具
体
的
に
ど
の
レ
ベ
ル
の
裁
判
管
区
で
裁
判
権
)
を
指
す
の
か
不
明
確
な
だ
け
で
な
く
、
言
明
ロ
-
R
E
E
W
E
B
を
又
授
封
す
べ
き
期
限

(
H
一
年
)
が
(
ま
だ
)
明
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
特
に
こ
の
条
項
が
文
言
上
コ
E
R
5
5
を
授
封
さ
れ
た
裁
判

北法51(2・77)451



説

官
」
だ
け
に
か
か
わ
り
、
(
そ
れ
を
授
封
す
る
だ
け
の
)
国
王
が
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、

論

い
わ
ゆ
る
「
授
封
強
制
」
の
問
題
と
の
関

(
泊
)

連
で
(
つ
ま
り
そ
の
原
則
が
A
V
に
は
(
ま
だ
)
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
)
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
最
後
に
①

A
V
(
三
・
二
一
b
お
よ
び
そ
れ
と
一
体
の
形
で
警
か
れ
て
い
る
)
二
了
二
二
日
「
家
臣
は
彼
の
名
誉
を
損
な
う
こ
と
な
く

(邑
S
F
0
8
5
2。
)
主
君
の
債
務
に
充
て
る
た
め
に
担
保
を
取
り
(
あ
る
い
は
、
差
押
え
を
行
い

)
(
R
2
1
a
g色
ロ
ヨ
)
、
あ
る
い
は
、
そ
の
者

(
H
主
君
)
を
そ
の
(
債
務
の
)
ゆ
え
に
E
Z
e
n
-
o
(
H
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
で
)
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
も
し
(
彼
H
家
臣
が
)
ま
ず
も
っ
て
彼

(u

主
君
)
を
彼
の
家
臣
た
ち
の
前
(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
正
式
の
訴
え

(gg心
5
2
5
8
g
)
を
も
っ
て
追
求
し
、
そ
し
て
主
君
が
そ
の
者
(
H
家

臣
)
に
対
し
て
百
邑
E
(正
義
、
こ
の
場
合
は
、
裁
判
)
を
拒
み
、
レ
ー
ン
法
(
廷
)
に
お
い
て
は

(
5
σ
g
m
p
E亡
Rm)
こ
の
事
案
に
関
し
て
主

(
制
)

君
に
対
し
差
押
え
を
行
う
こ
と
が
判
決
さ
れ
な
い
、
と
い
う
場
合
に
は
」
(
以
上
、
レ
ー
ン
法
七
六
・
こ
。
@
ひ
き
つ
づ
き

A
V
三
・
一
四

H

「
ま
た
、
も
し
主
君
が
彼
の
家
臣
に
暴
力
(
に
よ
る
攻
撃
)
(
〈
宮
)
を
加
え
、
あ
る
い
は
、
彼

(
H
家
臣
)
か
ら
(
何
か
を
)
強
奪
し
、
そ
し
て

主
君
を
家
臣
が
上
述
の
仕
方
で
(
H
ま
ず
レ
I
ン
法
廷
で
)
追
求
す
る
場
合
、
(
彼
H
家
臣
が
)
g
居
住
n
g
(
H
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
)
に
や
っ
て
き
て

(
そ
こ
で
)
主
君
に
対
し
て
強
奪
に
つ
い
て
訴
え
、
ま
た
、
そ
の
者

(
H
家
臣
)
が
(
主
君
の
暴
力
に
対
し
)
身
を
守
っ
て
も
、
(
彼
H
家
臣
は
)
こ

れ
に
よ
っ
て
彼
の

E
g
(
H
可
gn)
に
反
す
る
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
、
た
と
え
(
家
臣
が
)
彼
の
主
君
に
対
し
彼
の
臣
従
札

(
H
臣
従
関

(
加
)

係
)
を
解
約
せ
ず
、
ま
た
(
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
)
レ
l
ン
を
返
還
し
な
く
て
も
」
(
ラ
ン
ト
法
七
六
・
二
)
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
主
君
に
よ
る
(
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
)
「
法
(
H
裁
判
)
の
拒
絶
」
を
前
提
に
し
て
、
家
臣
が
主
君
の
(
彼
に
対
す
る
)
債

務
に
充
て
る
た
め
主
君
に
対
し
て
(
自
力
)
差
押
え
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
そ
の
事
案
お
よ
び
主
君
に
よ
る
強
奪

な
ど
の
暴
力
行
為
を
ラ
ン
ト
法
廷
に
持
ち
出
し
、
ま
た
(
後
者
の
場
合
)
、
主
君
の
暴
力
か
ら
「
身
を
守
る
」
こ
と
も
で
き
る
、
と
い
う
こ
と

(
川
)

が
判
る
。
し
か
し
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
い
て
は
Z
e
n
-
ロ
自
の
語
が
(
「
ラ
ン
ト
法
廷
」
・
「
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
管
区
」
の
意

(
加
)

味
に
限
ら
ず
)
レ
l
ン
法
廷
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、

A
V
三
・
一
回
に
は
(
対
応
す
る
レ
l
ン
法
七
六
・
こ
と
は
異
な

北法51(2・78)452



り
)
単
に

5
7暴
力
)
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
(
ず
、
「
犯
罪
」

H
E明
E
n
g
に
当
た
る
語
は
見
当
た
ら
)
な
い
か
持
、
こ
れ
ら
の
事

案
と
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
(
な
い
し
、
裁
判
権
)
と
の
関
連
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
ま
し
て
こ
れ
ら
の
事
案
が
(
最
後
に
は
)
ラ
ン
ト
法
廷

で
裁
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
法
的
根
拠
に
つ
い
て
も
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
論
旨
は
対
応
す
る
「
レ

l
ン
法
」
の
諸
条
項
と
は
異
な

り
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。

(
回
)
次
に
、
「
レ
l
ン
法
」
で
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
な
い
し
箇
所
に
見
ら
れ
る
明
白
旦
n
v
g
の
関
す
る
用
語
法
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

語
義
毎
に
ま
と
め
て
検
討
す
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(3) 

(1)
ま
ず
、
「
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
管
区
」
と
い
う
意
味
で
の

m
3
S
S
の
語
が
二
つ
の
条
項
に
お
い
て
「
追
放
」
と
の
関
連
で
用
い
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
判
る
。
@
A
V
一

「
主
君
は
(
主
に
「
封
相
続
人
」
に
つ
い
て
)
な
ん
ぴ
と
の
(
捧
げ
る
)
臣
従
札
を
も
拒
む
こ
と
を
え
な
い
、
た
だ
し
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
の

-五
O
(
第
一
章
・
(
二
)
・
@
)
に
対
応
す
る
レ
!
ン
法
二
三
・
一
は
、
ま
ず
、

(
捧
げ
る
)
そ
れ
を
除
く
」
、
と
A
V
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
、
こ
の
場
合
の
「
例
外
」
を
次
の
よ
う
に
「
補
足
」
し
て
い
る
。
「
あ
る
い
は
、

ラ
イ
ヒ
の
ア
ハ
ト
の
中
に
あ
り

(
H
国
王
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
て
お
り
)
、
あ
る
い
は
、
宮
内
庁
自
由
曲
目
F
S
明。ュ
n
v
S
(
H
当
該
裁
判
管
区
に
お
い
て
)

(
地
方
的
に
H
そ
の
裁
判
管
区
に
限
り
)
追
放
さ
れ
て
い
る
者
の
(
捧
げ
る
そ
れ
を
除
く
)
、
あ
る
い
は
、
彼

(
H
家
臣
)
を
当
該
主
君
が
強
奪
ま
た

は
他
の

E加
g
n
v
g
の
か
ど
で
〈
O
同
門
田
町
二

g
a
g
E
n
F
8
8
(
ラ
ン
ト
の
裁
判
官
の
前
で
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
で
)
訴
え
て
お
り
、
彼

(
H
家
臣
)

(
に
裁
判
期
日
が
定
め
ら
れ
て
、
そ
こ
へ
彼
)
が
召
喚
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
主
君
は
彼
(
H
家
臣
)
を
裁
判
期
日
ま
で
の
間
家
臣
と
し
て
受

北法51(2・79)453

け
容
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
。
@
ま
た
、
(
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
レ
i
ン
法
三
了
二
は
、
「
(
教
会
か
ら
)
破
門
さ
れ
た
者
、
あ
る
い
は
、

追
放
ま
た
は
地
方
的
に
追
放
さ
れ
た
者
」
に
つ
い
て
、
「
人
は
、
彼
が
破
門
さ
れ
、
ま
た
は
ア
ハ
ト
の
中
に
お
か
れ
、
ま
た
は
地
方
的
に
追
放

さ
れ
て
い
る
哲
也
n
z
g
(
H
裁
判
管
区
)
に
お
い
て
は
、
(
そ
の
者
の
)
証
言
を
却
け
る
こ
と
が
で
き
」
、
「
彼
等
は
代
言
人
と
な
る
こ
と
を
え
ず
」
、



説

「
彼
等
が
誰
か
を
訴
え
て
も
、
彼

(
H
訴
え
ら
れ
た
者
)
は
彼
等
に
応
訴
す
る
を
要
せ
ず
」
、
逆
に
、
「
彼
等
は
こ
の
(
裁
判
管
区
の
)
中
で
、
彼

(
仰
)

等
を
相
手
ど
っ
て
訴
え
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
応
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
補
足
」
が
、
い
ず
れ
も
ラ
ン

ト
法
上
の
地
位
が
レ

l
ン
法
上
の
そ
れ
の
前
提
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
「
ラ
ン
ト
法
」
で
追
放
の
法
的
効
果
を
省
察

(m) 

し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
緩
説
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

北法51(2・80)454

論

(2)
次
に
レ
!
ン
法
五
五
・
六
と
一
九
・
二
。
こ
れ
ら
の
条
項
に
は
い
ず
れ
も
〈
2
開

g
n
v
g
と
い
う
表
現
が
姿
を
見
せ
る
が
、
す
で
に

(
仰
)

別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
(
も
)
m
g
m
v
B
の
語
は
(
「
レ
l
ン
法
廷
」
で
は
な
く
)
「
ラ
ン
ト
法
廷
」
を
指
し
て
い
る
。
@
ま

ず
、
レ
ー
ン
法
五
五
・
六
は
、
「
主
君
は
所
領
を
あ
る
家
臣
に
臣
従
礼
な
し
に
質
入
れ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼

(
H
主
君
)

が
そ
れ

(
H
所
領
)
を
彼

(
H
家
臣
)
に
確
実
に
引
渡
す
(
な
い
し
、
委
ね
て
お
く
)
(
E
O
)

か
否
か
は
、
主
君
の
信
義
に

(03
二四国

F
2
2
5
5
)

か
か
っ
て
い
る
。
彼

(
H
主
君
)
が
そ
れ

(
H
質
入
れ
の
約
定
)
を
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
彼

(
H
主
君
)
の
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
破
ろ
う
と
望
む

な
ら
ば
、
彼

(
H
主
君
)
は
そ
の
こ
と
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
家
臣
が
こ
の
こ
と

(
H
質
入
れ
の
約
定
)
に
つ
い
て
、
彼

(
H
主
君
)
は

そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を

g円
明
白
丘
町
宮
町

(
H
ラ
ン
卜
法
廷
で
)
自
分
に
質
入
れ
(
の
約
定
を
)
し
た
旨
、
彼

(
H
主
君
)
に
対
し
証
人
に
よ
り
立
証

で
き
な
い
限
り
」
と
述
べ
、
後
続
す
る
レ

l
ン
法
五
五
・
八
は
そ
れ
を
承
け
て
、
さ
ら
に
「
人
は
所
領
を
、
そ
れ
が
法
的
に
有
効
に
な
る
よ

う
に
質
入
れ
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

(
H
所
領
の
質
入
れ
)
は
さ
円
骨
三
宮
門
田
町
田
江
口
町
内
0
8
(
H
そ
の
ラ
ン
ト
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
官
の
法

(m) 

廷
で
)
行
う
こ
と
を
要
す
る
、
そ
れ
に
つ
い
て
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
集
会
参
集
義
務
者
が
証
人
に
な
り
う
る
よ
う
に
」
と
言
う
。
⑥
ま
た
、

レ
1
ン
法
一
九
・
二
は
、
概
括
的
に
、
「
家
臣
は
彼
の
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
色
白
∞

2
5宮
昇
。

(
H
(
主
君
に
よ
る
)
す
べ
て
の
問
責
)
を
免
れ

る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ん
ぴ
と
も
そ
れ

(
H
問
責
の
事
由
な
い
し
原
因
)
が

5
同制包
n
v
g
(
H
ラ
ン
ト
法
廷
で
)
生
じ
た
(
あ
る
い
は
、
行
わ
れ
た
)

旨
、
(
証
人
の
)
証
言
(
に
よ
り
立
証
)
し
え
な
い
場
合
に
は
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
①
な
お
、
(
対
応
す
る
A
V
二
了
一
四
で
は

B
E
a
n
-。
と
な
っ

て
い
た
箇
所
を
さ
こ
S
E
S言
。
と
「
改
訂
」
し
た
)
レ
J
ン
法
七
六
・
こ
で
は
、
さ
ら
に

g凹
E
n
y
H
m
に
関
す
る
件
が
「
補
足
」
さ
れ
、
家
臣



は
(
す
で
に
A
V
の
対
応
条
項
に
見
ら
れ
た
)
「
強
奪
」
だ
け
で
な
く
、
「
い
ず
れ
の

g
m
S
S
B」
を
も
「
ラ
ン
ト
裁
判
官
の
前

(
H
法
廷
)
で
」

(
m
-
a
)
 

訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る
o
l
-
-
以
上
、

(
1
)
と

(2)
に
挙
げ
た
諸
条
項
が
、
い
ず
れ
も
、
レ

l
ン
法
に
対
す
る
ラ
ン
ト

法
の
優
越
、
裏
か
ら
三
守
え
ば
、
レ
ー
ン
法
上
の
裁
判
権
、
特
に
主
君
に
よ
る
家
臣
の
問
責
手
続
の
限
界
、
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め

て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
3
)
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
を
レ

l
ン
財
と
す
る
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
は
、

よ
う
な
準
則
が
見
ら
れ
る
。
④
ま
ず
、

一
般
の

(
H
お

nz-g
の
)
場
合
と
は
異
な
る
次
の

(m) 

一
般
の
レ
!
ン
に
つ
い
て
は
(
複
数
の
家
臣
に
よ
る
)
共
同
受
封
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
レ
ー

ン
法
七
一

-
四
は
、
「
二
人
の
家
臣
は
(
同
じ
)
一
つ
の
官
民
口
宮
町

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
・
裁
判
管
区
)
に
つ
い
て
共
同
の

W
R
n
Z
を
も
っ

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

(
H
共
同
で
授
封
を
受
け
る
、
あ
る
い
は
、
共
同
で
レ
l
ン
法
上
の

(
H
そ
れ
を
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
)
権
利
を
も
っ
)
こ
と
を
え
な
い
」
、

(m) 

と
言
、
っ
。
@
ま
た
、
一
般
の
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
家
臣
が
そ
れ
を
父
か
ら
「
相
続
」
し
た
場
合
、
彼
自
身
が
主
君
に
臣
従
礼
を
捧
げ
る
べ

(m) 

き
年
期
の
問
、
所
領
を
レ

l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
で
き
る
の
に
対
し
て
、
レ
ー
ン
法
六
一
・
二
は
、
(
原
則
と
し
て
)
、
「
な
ん
ぴ
と
も
、
彼

が
加
包
n
z
s
(
H
裁
判
権
レ
!
ン
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
・
裁
判
管
区
)
を
受
領
す
る
よ
り
も
前
に
、
裁
く
(
H
裁
判
す
る
)
(
丘
町
宮
町
ロ
)
こ
と
を

(
叫
叫
)

え
な
い
」
、
と
言
う
。
@
さ
ら
に
、
一
般
の
レ
!
ン
に
つ
い
て
は
、
(
ラ
ン
ト
法
上
)
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
家
臣
が
直
ち
に
そ
の
レ

l
ン
法
上

(m) 

の
支
配
権
を
失
う
こ
と
が
な
い
の
に
対
し
て
、
レ

l
ン
法
七
一
・
五
は
、
「
誰
で
あ
れ
国
王
の
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
適
法
に
は
(
呈
【

(m) 

円

nnzm)(も
は
や
)
裁
く

(
H
裁
判
す
る
)
(
丘
町
Z
S
)
こ
と
を
え
な
い
」
、
と
言
う
。
こ
れ
ら
の
準
則
が
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
の
内
実
で
あ
る
ラ
ン

ト
法
上
の
裁
判
権
を
そ
の
「
公
的
」
・
な
性
格
を
維
持
し
つ
つ
有
効
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
に
も
と
づ
い
て
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ

(m) 

る
こ
と
は
、
容
易
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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(

4

)

(

加
gnzo
の
語
は
姿
を
見
せ
な
い
も
の
の
)
号
Z
m
B
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
レ

l
ン
法
六
九
・
八
(
前
段
)
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ

l
ン
に
つ
い
て
あ
る
判
決
が
非
難
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
は
そ
れ
を
最
後
ラ
イ
ヒ
の
前

(
H
国
王
の
裁
判
所
)
に



説

ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
、
お
よ
び
、

持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
、
け
だ
し
国
王
は
、
す
べ
て
の
者
の
首

(
H
首
刑
、
生
命
刑
)
に
関
す
る
、
お
よ
び
、

論

レ
ー
ン
に
関
す
る
(
最
高
の
)
宮
町
言
。
に
選
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
回
二
自
ぎ
m
n
z
z
E
1
0旨
m
n
Z
(す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
と

レ
l
ン
法
)
は
彼

(
H
国
王
)
に
始
ま
り
を
も
っ
、
け
だ

LZan--同
は
彼

(
H
国
王
)
に
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
」
。

レ
ー
ン
法
六
九
・
一
か
ら
は
レ

l
ン
法
廷
に
お
け
る
判
決
非
難
の
手
続
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
、
特
に
レ

l
ン
法
六
九
・
六
で
は
、
レ
ー

ン
法
廷
で
(
あ
る
所
領
に
関
す
る
)
判
決
が
非
難
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
「
そ
の
所
領
の
上
級
主
君
で
あ
る
主
君
の
前
(
リ
法
廷
)
に
」
持
ち
出

(
捌
)

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
レ

l
ン
法
六
九
・
八
は
こ
れ
を
承
け
て
、
す
で
に
本
章
・

C
、
(
四
)
・

(
4
)
で
も
述
べ
て
お
い

た
よ
う
に
、
(
上
級
主
君
の
存
在
し
な
い
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
判
決
が
非
難
さ
れ
た
場
合
、
(
国
王
は
そ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」

に
つ
い
て
最
高
主
君
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
「
そ
れ
を
最
後
ラ
イ
ヒ
の
前

(
H
国
王
裁
判
所
)
に
持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
」
、
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

(
却
)

こ
の
条
項
(
の
前
段
)
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
旧
稿
に
お
い
て
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
ニ
・
三
留
意
す
べ
き
こ
と

が
あ
る
。
第
一
に
、
白
=
S
R
R
F
Eロ号
-
2
5
n
Z
(
H
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
レ
l
ン
法
)
と
言
わ
れ
る
場
合
の

a
n
Z
も
、
「
法
規
範
(
一
般
)
」

な
い
し
「
法
秩
序
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
「
裁
判
権
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
こ
こ
に
は
著
者
ア
イ
ケ
自
身
に
よ
る
「
ラ

ン
ト
法
」
・
「
レ

l
ン
法
」
の
(
言
わ
ば
)
「
定
義
」
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
|
|
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
ラ
ン
ト
法
」
と
は
「
す
べ
て
の
者
の
生
命
(
刑
)

(m) 

お
よ
び
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
裁
判
権
」
で
あ
り
、
「
レ

i
ン
法
」
と
は
「
レ

i
ン
に
関
す
る
裁
判
権
」
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
こ
に
宮
虫
色
同
の

語
が
登
場
し
、
そ
れ
が
国
王
に
始
ま
る
こ
と
が
、
単
に
す
べ
て
の
レ
l
ン
法

(
H
上
の
裁
判
権
)
が
国
王
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
が
国
王
に
始
ま
(
り
、
し
た
が
っ
て
、
国
王
は
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
(
最
高
の
)
裁
判
官
と
し
て
そ
れ
を
裁

き
う
る
立
場
に
あ
)
る
こ
と
の
論
拠
と
さ
れ
い
る
こ
と
。

本
稿
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
と
っ
て
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
う
ち
最
後
の
点
が
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
そ
れ
に
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よ
っ
て
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
は
、
(
そ
れ
自
体
と
し
て
は
レ
l
ン
法
上
の
法
制
で
あ
り
、
レ
ー
ン
法
上
の
身
分
秩
序
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
止
ま

ら
ず
)
同
時
に
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
が
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
と
し
て
国
王
か
ら
順
次
授
封
さ
れ
て
い
く
階
梯
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

著
者
ア
イ
ケ
が
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
の
際
に
は
明
確
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で

Z
B
S宮
の
語
が
(
国
王
は
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
(
最
高
の
)
裁
判
官
な
の
だ
か
ら
、
た
と
え
最
高
主
君
で
な
く
て
も
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・

レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
の
判
決
非
難
も
裁
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
、
と
い
う
)
「
議
論
」
の
中
に
(
そ
の
論
拠
と
し
て
)
現
れ
る
、
と
い
う
事
実
を
見

(
初
)

落
と
し
て
は
な
ら
い
。
す
で
に
本
章
・

C
、
(
四
)
・

(
4
〉
で
紹
介
し
た
こ
の
条
項
の
後
段
に
お
け
る
(
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
を
受
領
し
て
い

る
家
臣
も
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
と
同
じ
勤
務
の
義
務
を
主
君
に
対
し
て
負
う
は
ず
だ
か
ら
、
と
い
う
)
「
議
論
」
を
想
起
す
れ
ば

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

い
ち
だ
ん
と
鮮
明
に
な
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
考
え
方
(
な
い
し
、
準
則
)
は
当
時
決
し
て
一
般
的
で
は
な
く
、
(
少
な
く
と
も
)
そ
の
ま
ま
現

(
矧
)
・
(
邸
)

実
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
五
)
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
1
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
は
、
す
で
に
、

g-伺
白
同
町
宮

BEn-zg
と
は
区
別
さ
れ
た
「
特
別
の
レ

l
ン
」
の
一
つ
と
し
て

古
島

n
B
e
宮口
g
n
Z
B
(
H
裁
判
権
レ
i
ン
)
が
姿
を
現
し
、
そ
れ
が
原
則
と
し
て
(
具
体
的
に
は
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
除
き
第
四
の
手
ま
で
)

又
授
封
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
付
属
す
る
「
特
別
な
旨
a
E
C
B」
は
む
し
ろ
手
許
に
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
(
又
)
授
封

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
(
ヘ
l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
)
聖
職
者
と
女
性
お
よ
び
、
「
(
ラ
ン
ト
法
上
の
、
各
人
生
得
の
)
法
を
欠
く

者
」
は
、
(
例
外
と
し
て
も
)
そ
れ
を
受
領
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
明
言
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
家
臣
が
(
主
君
に
よ
る
法
の
拒
絶
の
場
合
)

債
務
(
不
履
行
)
の
ゆ
え
の
「
差
押
え
」
を
求
め
て
、
ま
た
、
「
暴
力
」
(
己
凹
)
や
「
強
奪
」
の
か
ど
で
吉
宮
内

HE
。(
H
ラ
ン
ト
法
廷
で
)
主
君
を
訴

え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
で
は
、
そ
も
そ
も
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
な
い
し
ラ
ン
ト
法
上
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説

の
裁
判
権
に
触
れ
た
条
項
が
少
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
を
指
す
語
が

z
e
s
E
5
0
5
P
2
8
と
百
円
出
口

2
5
の
二
つ
に
分
か
れ
(
ま
だ
)
統
一
さ

れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
昨
ロ
宮
島
n
F
O

お
よ
び
百
円
片
岡
の
語
が
レ

i
ン
法
廷
と
の
関
連
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
書
に
お
け
る

論

ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
姿
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
権
と
の
関
係
は
、
テ
キ
ス
ト
文
言
だ
け
か
ら
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り

(
初
)

せ
ず
、
そ
れ
を
把
握
す
る
に
は
内
容
に
立
ち
入
っ
た
検
討
が
必
要
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
き
わ
め
て
覚
束
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

(
2
)
こ
れ
に
対
し
て
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
伺
包
n
y
g
お
よ
び
立
与
お
お
に
関
す
る
記
述
は
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
に
よ
っ
て
大
幅
に
ふ

え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
レ
!
ン
法
(
上
の
裁
判
権
)
に
対
す
る
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
の
決
定
的
優
位
が
鮮
明
に
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
臣
に
よ
る
主
君
に
対
す
る
「
差
押
え
」
が
最
終
的
に
は
ラ
ン
ト
法
廷
で
決
着
を
つ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
主
君
に
よ
る
所
領
の
「
質
入
れ
」
が
法
的
な
効
果
を
も
つ
た
め
に
は
そ
れ
は
(
ほ
ん
ら
い
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
行
わ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
主
君
が
家
臣
に
対
し
て
犯
し
た
(
「
強
奪
」
の
み
な
ら
ず
)
「
犯
罪
」
(
一
般
)
も
最
終
的
に
は
ラ
ン
ト
法
廷
で
裁
か
れ
る

(m) 

べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
家
臣
は
(
主
君
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
問
責
か
ら
そ
の
否
認
宣
誓
を
も
っ
て
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る

の
に
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
生
じ
た
(
あ
る
い
は
、
行
わ
れ
た
)
こ
と
は
宣
誓
に
よ
っ
て
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

上
級
主
君
の
存
在
し
な
い
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
関
す
る
判
決
非
難
は
、

レ
ー
ン
法
(
上
の
裁
判
権
)
の
系
列
で
は
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で

あ
る
主
君
か
ら
先
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
か
ら
上
)
へ
持
ち
出
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
王
は
ア
イ
ゲ
ン
に
関
し
て
も
「
(
最
高

の
)
裁
判
官
」
に
選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
「
ラ
イ
ヒ
の
前
に
」
|
!
こ
の
場
合
、
「
国
王
の
ラ
ン
ト
法
廷
に
」
|
|
持
ち
出
さ
れ
る
べ

(
邸
)

き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
裁
判
権
レ

l
ン
と
し
て
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
官
に
授
封
さ
れ
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
「
公
的
」
性
格
を
維

持
し
そ
れ
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
(
聖
職
者
や
女
性
、
「
法
を
欠
く
者
」
へ
の
授
封
を
認
め
な
い
だ
け
で
な
く
て
(
複
数
の
者
に
よ
る
)
共

同
受
封
を
認
め
ず
、
ま
た
、
裁
判
権
レ

l
ン
を
受
封
し
た
後
で
な
け
れ
ば
裁
判
権
を
行
使
で
き
な
い
と
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
準
則
が
設
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マ

ル

ク

け
ら
れ
(
新
し
い
「
工
夫
」
が
な
さ
れ
)
て
い
る
。
特
に
、
(
辺
境
領
お
よ
び
そ
の
他
の
旗
レ
l
ン
に
属
す
る
グ
ラ
!
フ
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
な
)
「
特
別

の
裁
判
管
区
(
・
裁
判
権
)
」
の
一
年
を
こ
え
る
留
保
禁
止
の
原
則
は
、
国
王
と
旗
レ

l
ン
の
関
係
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
、
裁
判
権
レ

l
ン
リ
ラ

ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
そ
の
も
の
の
「
公
的
」
な
性
格
が
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
国
王
自
身
を
も
含
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目

(
捌
)

さ
れ
る
〈
(3)
こ
う
し
た
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
か
ら
「
レ
l
ン
法
」
へ
の
変
化
は
、
両
者
に
お
け
る
明
g
S
8
に
関
係
す
る
語
の
用
法

に
も
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
で

E
m
-
-
n
E
e
Z
5
E
n
Z
B
(裁
く
、
あ
る
い
は
、
裁
判
す
る
(
こ
と

の
で
き
る
)
レ
l
ン

H
裁
判
権
レ
l
ン
)
と
百
島
a
c
B
(
H
裁
判
管
区
な
い
し
裁
判
所
)
と
に
分
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
「
レ

I
ン
法
」
で
は
す
べ
て

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

moEnFS
に
統
一
さ
れ
、
し
か
も
胴
g
n
v
g
の
語
は
(
世
俗
法
に
つ
い
て
は
)
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、

宮
内
庁
凶
お
よ
び
富
島
町
民
刊
の
語
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
で
レ

l
ン
法
(
廷
)
に
関
連
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
、
「
レ

l
ン

法
」
で
は
ユ
n
z
oお
お
よ
び
日
伊
丹
g
の
語
は
ラ
ン
ト
法
上
の
「
裁
判
官
」
な
い
し
「
裁
判
」
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
「
レ

l
ン
法
」
で

(
仰
)

は
(
語
形
か
ら
し
て
も
、
間
S
n
z
m
の
否
定
態
、
そ
の
対
立
物
で
あ
る
)
g
m
g
s
g
(
H
犯
罪
)
の
語
が
新
た
に
登
場
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
用
語

法
の
変
化
に
は
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
神
が
「
神
の
怒
り
と
審
判

(mgnzs)
」
を
こ
の
世
に
行
わ
し
め
る
た
め
に
(
教
皇
と
)

皇
帝
に
託
し
た
裁
判
権
(
皇
帝
の
場
合
に
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
)
こ
そ
が

mm江
口
町
お
の
名
に
値
し
、
主
従
聞
な
い
し
家
臣
仲
間
の
問
題
に
つ

(
加
)

い
で
し
か
管
轄
権
を
も
た
な
い
レ

l
ン
法
上
の
そ
れ
は
そ
の
名
に
値
し
な
い
、
と
い
う
著
者
の
考
え
方
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
用

語
法
や
そ
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
中
心
テ
l
マ
の
一
つ
と
し
て
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
に
つ
い
て
省
察
を
加
え

そ
れ
を
叙
述
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

北法51(2・85)459

(
4
)
し
か
し
、
こ
う
し
た
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
把
握
の
仕
方
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
枢
軸
に
す
え
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
国

制
」
像
に
は
、
著
者
の
抱
く
理
想
像
と
し
て
の
性
格
が
色
濃
く
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
「
犯
罪
」
を
制
圧
し
そ
れ
を
「
法
」
に
服
さ
せ
る
た
め



説

に
当
時
の
「
国
家
」
が
手
に
し
え
た
唯
一
の
武
器
は
、
「
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
」
の
中
核
に
位
置
す
る
「
平
和
の
法
」

(
H
当
時
の
あ

る
平
和
令
か
ら
採
ら
れ
た
苦
痛
刑
の
シ
ス
テ
ム
と
そ
れ
を
効
果
的
に
適
用
す
る
た
め
の
(
特
に
現
行
犯
)
手
続
)
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
そ
の
「
平
和

の
法
」
そ
の
も
の
が
(
底
本
と
さ
れ
た
平
和
令
以
上
に
)
「
理
想
像
」
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
書
の
(
特
に
「
ラ

ン
ト
法
」
で
詳
し
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
)
「
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
」
の
系
列

(
H
裁
判
権
レ
l
ン
」
)
を
枢
軸
と
す
る
「
国
制
」
(
な
い
し
「
国
家
」
)

(
仰
)
・
(
初
)

像
は
(
少
な
く
と
も
)
そ
の
ま
ま
当
時
の
現
実
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

(
以
下
次
号
)

註
(
出
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
で
詳
論
し
て
お
い
た
。
な
お
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、
ラ
ン
ト
法
(
お

よ
び
レ
l
ン
法
)
の
概
念
に
つ
い
て
著
者
自
身
が
「
定
義
」
を
与
え
た
レ

l
ン
法
六
九
・
八
で
あ
る
が
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の

C
の
(
三
)
・

(
4
)
、
お
よ
び
、
本
章
・

D
で
改
め
て
後
述
す
る
。

(
附
)
な
お
、
第
二
章
の
会
己
・
①
、
お
よ
び
、

2
3
・
(1)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
コ
了
こ
に
は
、
参
審
自
由
人
は
第
五
シ
ル
ト
を

も
つ
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

(
即
)
回
開

gwFOロ
は
、
(
。

E
n
F
E
E
g
と
同
じ
く
)
(
学
者
が
造
っ
た
)
学
術
用
語
で
あ
る
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
も
、
(
後

者
の
場
合
の

-
g
g加
E
n
z
o
-
-
ラ
ン
ト
法
三
・
五
回
・
て
レ
l
ン
法
六
一
-
一
ー
ー
に
対
応
す
る
)
】

g
g
m同
町
田
と
い
う
表
現
が
(
さ
ら
に
後
述
す

る
)
レ
l
ン
法
六
九
・
八
に
見
ら
れ
る
。

(
国
)
本
章
・

B
、
つ
乙
・

(
2
)
・
@
で
扱
っ
た
レ

l
ン
法
七
一
・
六
(
H
A
V
二
・
六
九
と
七
O
)
、
お
よ
び
、
向
上
(
二
一
)
・

(
3
)
で
扱
っ
た
レ

l
ン

法
六
五
・
四
(
H
A
V
二
・
四
、
二
・
五
、
二
・
六
)
。

(
問
)
第
一
章
・
(
二
)
・
⑪
で
扱
っ
た
A
V
一
・
一
二
四
に
対
応
す
る
レ
l
ン
法
五
四
・
一
(
前
註
(
お
)
)
を
参
照
。

(
削
)
レ

i
ン
法
〔
二
・
七
〕
(
二
回
)
、
五
四
・
一
、
六
五
・
四
合
一
一
回
)
、
六
九
・
八
(
五
回
)
、
七
一
・
六
(
二
回
)
、
七
一

-
七
、
七
一
・
一
五
、
七
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一
・
一
七
、
七
六
・
一
二
(
一
一
回
)
o

石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註
(
お
)
を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
「
城
塞
」
(
そ
の
も
の
)
が
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
言
わ
れ

て
い
る
の
は
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
一
五
と
七
一
-
一
七
で
あ
る
。
向
上
、
註
(
斜
)
・
(
幻
)
・
(
お
)
を
参
照
。
さ
ら
に
、
体
僕
な
い
し
不
自
由
人

と
い
う
意
味
で
の

mmg
の
語
が
レ
l
ン
法
二
四
・
八
に
出
て
く
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
稿
(
一
)
、
註
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
山
山
)
レ
l
ン
法
五
四
・
一

(
H
A
v
-
-
一
一
一
四
)
、
六
五
・
四

(
H
A
V
二
・
五
、
二
・
六
)
、
七
一
・
六

(
H
A
V
二
・
六
九
、
二
・
七
O
)
、
七
六
・
三

(
H
A
V
三
・
一
五
)
。

(
問
)
レ

l
ン
法
五
四
・
一

(
H
A
V
一
-
一
一
一
四

l
l
前
註
(
問
)
・
(
却
)
を
参
照
)
、
七
六
・
一
二

(
H
A
V
三
・
一
五
)
。

(
問
)
レ

l
ン
法
六
五
・
四
(
三
回
二
H
A
V
二
・
五
、
二
・
六

1
1
前
註
(
別
)
を
参
照
)
、
七
一
・
六
(
二
回
二
H
A
V
二
・
六
九
、
コ
・
七

0
1
1
前

註
(
団
)
・

(m)
を
参
照
)
。

(
胤
)
レ

l
ン
法
五
四
・
一
(
前
註
(
閉
山
)
を
参
照
)
、
六
九
・
八
(
五
回
)
、
七
一
・
七
(
前
註
(
問
)
を
参
照
)
、
七
一
・
一
五
、
七
一
-
一
七
、
七
六
・

三
(
二
回
)
(
前
註
(
脱
)
を
参
照
)
。

(
郎
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註

(m)
で
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た
。

(
削
)
一
般
の

(
H
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る
)
レ
l
ン
(
あ
る
い
は
、
『
R
Z
Z
E
)
に
つ
い
て
(
レ
l
ン
が
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
り
)
家
臣
が
上
級
主
君
に

対
し
て
「
授
封
更
新
」
を
求
め
る
の
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
ケ
!
ス
で
あ
る
。
①
主
君
が
封
相
続
人

(
H
息
)
な
し
に
死
亡
し
た
場
合
。

@
主
君
が
(
家
臣
に
又
授
封
さ
れ
て
い
た

l
1
以
下
同
様
)
レ
l
ン
を
上
級
主
君
に
返
還
し
た
場
合
。
①
主
君
が
そ
の
レ

1
ン
を
上
級
主
君
の
レ
ー

ン
法
廷
で
判
決
に
よ
り
剥
奪
さ
れ
た
場
合
。
@
主
君
が
そ
の
レ
l
ン
を
(
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
)
同
身
分
者
か
ら
受
領
し
、
あ
る
い
は
、
同
身
分

者
の
家
臣
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
シ
ル
ト
を
下
げ
た
場
合

(
A
V
一
・
一
二
四

i
l
第
一
章
・
つ
乙
・
⑬
を
参
照
)
。
@
主
君
が
家
臣
に
対
し

て
主
従
関
係
を
解
約
し
た
場
合
。
こ
れ
ら
の
ケ
l
ス
の
う
ち
、
@
に
つ
い
て
は
レ
l
ン
法
五
四
・
一
で
(
前
註

(m)
を
参
照
)
、
ま
た
、
@
に
つ

い
て
は
レ
l
ン
法
七
六
・
一
二
)
で
(
前
註

(m)
を
参
照
)
、
も
し
家
臣
に
授
封
さ
れ
て
い
た
レ
l
ン
が
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
場
合
に
は
ど

う
な
る
か
と
い
う
問
題
が
「
補
足
」
さ
れ
て
お
り
(
同
註
②
・
⑥
を
参
照
)
、
や
が
て
改
め
て
後
述
す
る
機
会
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
@
・
@
・

①
の
ケ
l
ス
に
限
っ
て
家
臣
に
授
封
さ
れ
て
い
る
レ
I
ン
が
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る
場
合
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

@
「
(
主
君
の
)
ア
イ
ゲ
ン
(
で
あ
る
レ
l
ン
|
|
以
下
同
様
こ
に
つ
い
て
は
、
主
君
に
封
相
続
人
が
な
く
て
も
、
(
特
に
娘
な
ど
)
ラ
ン
ト
法
上
の

相
続
人
が
存
在
し
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
が
彼
(
等
)
に
相
続
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
「
レ
l
ン
法
」
で
も
特
に
そ
れ
と
し
て
(
一

見
し
て
そ
れ
と
判
る
形
で
は
)
「
補
足
」
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
註
(
印
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
(
「
ア
イ
ゲ
ン
」
の
持
主
で
あ
る
)
主
君
が
ラ
ン
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説

ト
法
上
の
相
続
人
(
も
)
な
し
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
は
(
言
わ
ば
「
国
庫
」
に
帰
属
し
て
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
な
り
、
そ

れ
を
授
封
さ
れ
て
い
た
家
臣
が
「
新
し
い
主
君
」
(
日
グ
ラ
l
フ
な
ど
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
)
に
対
し
て
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
も
つ
こ
と
は
(
実

質
的
に
は
)
レ

l
ン
法
七
一
・
七
で
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。
(
な
お
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
の
持
主
で
あ
る
主
君
が
(
封
相
続
人
以
外
の
)
ラ
ン
ト
法
上
の
相
続

人
を
遺
し
て
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
レ
I
ン
法
〔
二
・
七
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
)
0

⑥
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
上
級
主
君
に
返
還
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
主
君
が
そ
れ

を
(
ラ
ン
ト
法
廷
で
)
第
三
者
に
譲
渡
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
レ
l
ン
法
七
一
・
六
の
「
主
君
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る

場
合
」
の
一
つ
に
当
た
り
、
主
君
は
家
臣
に
(
同
等
の
価
値
を
も
っ
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
の
授
封
に
よ
っ
て
「
補
償
」
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

(
こ
の
私
見
は
、
ラ
ン
ト
法
二
・
四
一
一
一
-
一
の
日
常
問
。
-
M
r
q
gお
と
い
う
表
現
に
関
す
る
新
し
い
解
釈
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は

(
独
文
お
よ
び
邦
文
で
す
で
に
私
見
を
論
文
の
形
で
執
筆
ず
み
で
あ
る
が
て
と
り
あ
え
ず
、
石
川
「
西
洋
に
お
け
る
法
の
生
成
」

6
、
「
書
斎
の
窓
」
四
六
八

(
一
九
九
七
年
一

O
月
)
、
表
紙
裏
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
似
)
で
述
べ
た
こ
と
の
う
ち
、
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
」
に
関
す
る
推
定
は

間
違
い
で
あ
り
、
「
法
の
生
成
」

6
の
よ
う
に
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
)
。

①
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
が
上
級
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
で
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
が
、
そ
れ
が
(
持
主
が
犯
罪
を
犯
し

て
有
罪
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
「
上
級
ア
ハ
ト
」
に
処
せ
ら
れ
る
と
)
ラ
ン
ト
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
(
レ
l
ン
と
と
も
に
)
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う

る
。
こ
の
場
合
、
(
レ
i
ン
は
上
級
主
君
の
手
許
に
一
一
反
る
の
に
対
し
て
)
「
ア
イ
ゲ
ン
」
は
「
国
王
の
権
力
の
中

(
H
言
わ
ば
、
「
国
庫
」
)
に
入
る
」
こ
と

に
な
る
が
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
相
続
人
は
そ
れ
を
一
年
と
一
日
以
内
に
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・
こ

を
参
照
)
、
結
局
実
質
的
に
は
右
の
@
で
述
べ
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
が
あ
る
家
臣
に
授
封
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
引
き
戻
し
た
持
主
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
相
続
人
が
同
時
に
そ
の
封
相
続
人
で
も
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、

A
V
二
・
六
九
(
レ
ー

ン
法
七
一
・
六
)
の
原
則
に
従
う
限
り
、
(
そ
の
場
合
に
限
つ
て
は
)
家
臣
に
は
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
考
察
(
お
よ
び
、
後
に
@
と
①
の
場
合
に
つ
い
て
さ
ら
に
後
述
す
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
(
も
)
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
は
家
臣

レ
J
ン

に
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
な
い
、
と
い
う
規
定
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
実
際
上
は
、
(
主
に
)
主
君
に
封
相
続
人
(
お
よ
び
、
ラ
ン
ト
法
上
の
相
続

人
)
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
(
テ
キ
ス
ト
の
文
言
を
字
義
通
り
に
受
け
取
れ
ば
て
そ
の
場
合
に
限
っ
て
家
臣
権
の
保
護
に
つ
い

て
の
配
慮
が
見
ら
れ
ず
、
突
出
し
て
き
び
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

(
問
)
前
註
(
山
川
)
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
件
の
本
文
で
、
単
に
「
封
栢
続
人
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
前
註
(
山
川
)
で
述
べ
た
こ
と
に
も
明
ら
か
な
よ
う

論
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に
、
厳
密
に
言
え
ば
、
「
封
相
続
人
(
お
よ
び
、
ラ
ン
ト
法
上
の
相
続
人
こ
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
煩
を
避
け
る
た
め
(
)
内
は
省
略
し
た
。

(
m
m
)

前
註
(
附
)
を
参
照
。
な
お
、
レ

l
ン
法
四
・
三
(
前
段
)
(
H
A
V
一
-
二
一
一
)
に
は
、
「
ま
た
、
そ
の

(
H
皇
帝
室
別
の
た
め
の
ロ

l
マ
遠
征
の
)
場

合
、
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
い
ず
れ
の
家
臣
も
そ
の
主
君
と
と
も
に
出
征
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
彼

(
H
家

臣
)
は
、
彼
が
毎
年
彼

(
H
主
君
)
か
ら
(
受
領
し
て
い
る
ラ
イ
ヒ
の
所
領
か
ら
)
受
け
取
る
(
収
益
の
)
一

O
分
の
一
の
ポ
ン
ド
を
も
っ
て
こ
の
出
征

(
義
務
)
を
請
け
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

(
H
そ
の
額
の
代
納
金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
と
言
う
。
(
な
お
、
「
彼
が
毎
年
彼

(
H
主
君
)
か

ら
(
受
領
し
て
い
る
ラ
イ
ヒ
の
所
領
か
ら
)
受
け
取
る
」
と
い
う
件
は
、
従
来
(
一
般
的
理
解
に
従
い
て
「
彼
が
毎
年
そ
れ

(
H
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
レ
ー

ン
)
か
ら
受
け
取
る
」
と
解
し
て
き
た
が
|
|
前
稿
(
二
、
註
(
侃
)
を
参
照
|
|
、
対
応
す
る
A
V
一
・
一
一
一
一
で
は
加

g
a
g
g邑
B
自
伝
恒
国
P
M侶

E'

g
R民
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
右
の
よ
う
に
(
い
さ
さ
か
回
り
く
ど
い
訳
に
)
改
め
て
お
い
た
)
。
こ
の
条
項
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
(
教
皇

に
よ
る
皇
帝
聖
別
の
た
め
の
)
ロ

l
マ
遠
征
に
つ
い
て
は
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
レ

i
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
」
家
臣
、
だ
け
が
主
君
と
と
も
に
そ
れ

に
参
加
す
る
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
」
家
臣
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
又
授
封
さ
れ
た
そ
の

家
臣
に
も
そ
の
義
務
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

因
み
に
、
(
家
臣
の
軍
役
義
務
に
関
す
る
基
本
的
条
項
で
あ
る
)
レ

l
ン
法
四
・
一
に
よ
れ
ば
、
(
ロ

l
マ
遠
征
以
外
の
)
家
臣
の
軍
役
義
務
(
一
般
)

は
、
直
接
に
は
、
(
主
君
か
ら
レ
l
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
命
令
さ
れ
て
)
主
君
に
対
し
て
行
わ
れ
、
国
王
と
の
関
係
は
(
少
な
く
と
も
文
一
言
上
は
)
姿

を
見
せ
な
い
。
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
、
四
三
六
頁
、
お
よ
び
、
四
四
二
・
四
回
二
一
頁
で
述
べ
た
私
見
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
序
に
述
べ
て
お

く
と
、
「
前
稿
」
(
一
)
、
註
(
臼
)
に
挙
げ
た
号
田
口
r
g
品
開
田
町
田
同
の
語
の
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
所
出
箇
所

(
H
レ
l
ン
法
四
・
一

(
H
A
V
一
・
九
て

二
四
・
七

(
H
A
v
-
-
五
六
)
、
四
六
・
一

(
H
A
V
一
・
一

O
八
)
、
四
六
・
二

(
H
A
V
-
-
一一

O
)
、
四
六
・
三
、
七
九
・
一
、
七
九
・
三
、
ー

i
そ

れ
に
ア
イ
ケ
以
後
の
補
遣
に
か
か
る
も
の
だ
が
l
i
B
〔
二
・
七
〕
)
の
う
ち
、

A

V
に
対
応
条
項
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
(
ま
た
、
前
述
し
た
レ
l
ン

法
四
・
一
二
の
後
段
の
号
宮
ヨ
皇
の
箇
所
に
対
応
す
る
A
V
一
・
一
五
に
お
い
て
も
)
、
こ
の
語
は
A

V
で
は
(
実
質
的
に
は
)
す
べ
て
お
笠
間
(
呂
田
吉
田
)

8
2窓
口
ヨ
と
な
っ
て
い
る
が
、

A

V
に
対
応
条
項
の
な
い
三
〔
四
〕
条
項
に
つ
い
て
は
、
(
「
前
稿
」
(
二
、
註
(
お
)
で
私
見
を
述
べ
た
)
レ

l
ン
法

四
六
・
一
二
が
(
同
じ
く
「
前
稿
(
二
、
註

(ω)
で
私
見
を
述
べ
た
レ
l
ン
法
七
九
・
一
お
よ
び
七
九
・
三
と
と
も
に
)
そ
こ
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
特
に

(
レ
l
ン
法
四
六
・
一
二
お
け
る

ι
2
2
r
g
含
忠
弘
の
用
語
法
に
|
|
レ
l
ン
法
七
九
・
一
や
七
九
・
三
の
そ
れ
と
同
じ
く
|
|
レ
!
ン
制
の
「
公
的
」
性
格
の

強
調
を
認
め
よ
う
と
す
る
私
見
を
支
持
す
る
「
状
況
証
拠
」
の
一
つ
と
し
て
)
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
レ

l
ン
法
〔
二
・
七
〕
に
つ
い
て
は
や
が
て
改
め

て
後
述
す
る
。
同
じ
く
「
前
稿
」
(
二
、
註
(
臼
)
に
掲
げ
た

a町田口付
g
m
g
の
語
の
「
レ

i
ン
法
」
に
お
け
る
所
出
箇
所

(
H
レ
l
ン
法
(
前
出
土
一
・
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六
H
A
V
一
・
七
)
、
(
前
出
)
四
・
一
二

(
H
A
V
-
-
一
一
一
一
)
、
(
前
出
)
六
五
・
四

(
H
A
V
二
・
囚
)
、
六
九
・
八
、
(
前
出
)
七
一
・
六

(
H
A
V
二
・
七

O
)
、
(
前
出
)
七
一
・
七
、
七
一
-
一
七
)
の
う
ち
、

A

V
に
対
応
条
項
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
語
は
大
部
分
が

5
宮
E
E
Z
E
m
m
n
g、

A

V
二
・
七
O
(
H
レ
l
ン
法
七
一
・
六
)
だ
け
が

Z
E
E
-
u
m江
巳
宮
に
な
っ
て
い
る
が
、

A
V
に
対
応
条
項
の
な
い
三
条
項
(
レ
l
ン
法
六
九
・
八
、

七
一
・
七
、
七
一
-
一
七
)
に
お
い
て
は
号

2
・-
w
g
m
E
の
諾
は
す
べ
て
明
示
的
に
(
主
君
の

)
a
g
(で
あ
る
レ
l
ン
)
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

(
こ
れ
ら
の
条
項
を
「
補
足
」
し
た
動
機
が
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
i
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
)
特
に
注
目
さ
れ
る
。

(
問
)
前
註
(
附
)
・
@
、
お
よ
び
、
(
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
)
レ

l
ン
法
七
一
・
一
六

(
H
「
し
か
る
に
城
塞
お
よ
び
城
臣
を
も
っ

者
(
H
城
主
)
が
あ
り
、
彼
が
死
亡
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
、
彼
の
子
た
ち
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
ラ
ン
ト
法
上
ま
た
は
レ

l
ン
法
上
の
彼
の
相
続
人

た
ち
が
城
塞
に
つ
い
て
ま
だ
分
割
し
て
い
な
い

(
H
三
十
日
忌
ま
で
の
)
間
は
、
彼
等
が
女
性
で
あ
っ
て
も
男
性
で
あ
っ
て
も
、
城
臣
は
彼
等
す
べ
て
に
対

し
て
、
城
庄
が
そ
の
主
君

(H城
主
に
)
対
し
て
そ
う
あ
る
べ
き
よ
う
に
、

E
Z
(
H
5ロ
)
で
あ
り
ぎ
-
円
で
あ
る
旨
、
誓
約
す
る
義
務
を
負
い
、
そ
し
て
城
臣

の
法

(
H
義
務
)
に
従
い
、
彼
等
の
た
め
に
彼
等
の
城
塞
を
あ
ら
ゆ
る
者
に
対
抗
し
て
保
持
し
(
な
い
し
、
守
ら
)
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
者

(
H
城

臣
)
も
、
彼
が
彼

(
H
新
し
い
主
君
)
の
城
臣
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
こ
の
こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
彼
の
城
塞
レ

l
ン
を
彼
等
の
う
ち

一
人
以
上
の
者
か
ら
受
領
す
る
を
要
し
な
い
こ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
こ
の
条
項
は
、
「
そ
れ

(
H
子
た
ち
)
以
外
の
ラ
ン
ト
法
上
ま
た
は
レ
ー

ン
法
上
の
彼
の
相
続
人
た
ち
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
レ

i
ン
法
上
の
相
続
人
は
「
息
」
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
「
そ
れ
以
外
の
レ
ー

ン
法
上
の
相
続
人
」
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
も
し
こ
の
「
城
塞
」
が
上
級
主
君
か
ら
城
主
に
授
封
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
城
主
が
死
亡
し
た

場
合
に
は
当
然
レ
l
ン
法
上
の
準
則
に
従
っ
て
封
相
続
人
で
あ
る
「
息
」
(
通
常
は
、
一
人
)
だ
け
が
そ
れ
を
「
相
続
」
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
レ
l
ン

法
上
」
女
性
が
そ
れ
を
「
相
続
」
し
た
り
、
複
数
の
相
続
人
が
そ
れ
を
「
分
割
」
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
こ
の
条
項
は
ま
さ
し
く

「
城
塞
」
が
(
死
亡
し
た
)
城
主
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
ラ
ン
ト
法
」
上
の
準
則
に
従
っ
て
「
相
続
」
さ
れ
る
場
合
に
か
か
わ
る
こ
と

が
判
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
相
続
人

(
H
新
し
い
城
主
)
が
複
数
い
る
場
合
に
も
、
城
臣
が
「
城
塞
レ

l
ン
」
は
一
人
の
主
君
か
ら

受
領
す
れ
ば
よ
い
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
(
城
塞
レ
l
ン
が
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
一
一
層
)
こ
こ
で
の
わ
れ
わ

れ
の
問
題
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
主
君
に
ラ
ン
ト
法
上
の
相
続
人
も
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
山
川
)
・
@
で
述
べ

た
よ
う
に
、
城
塞
は
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
と
な
(
り
「
国
庫
」
に
帰
属
す
)
る
が
、
こ
の
場
合
、
城
臣
が
(
「
国
庫
」
を
代
表
す
る
「
裁
判
官
」
に
対
し
て
)

「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
(
後
述
す
る
レ
l
ン
法
七
一
・
七
を
参
照
)
、
(
死
亡
し
た
)
城
主
に
対
し
て
そ
れ
を
授
封
し
て
い
た

上
級
主
君
と
「
裁
判
官
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
点
が
残
る
。
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(m)
前
註
(
附
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
前
註
(
別
)
・
@
、
お
よ
び
、
前
註
(
問
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
巾
)
前
註
(
刷
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
前
註
(
印
)
の
②
で
紹
介
し
批
判
し

た
ホ

i
マ
イ
ヤ
l
説
の
よ
う
に
、
こ
の
レ
l
ン
法
七
一
・
一
五
は
「
城
塞
」
お
よ
び
「
城
塞
レ

l
ン
」
(
の
い
ず
れ
か
)
が
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で

あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
例
外
と
し
て
家
臣
の
「
相
続
権
」
お
よ
び
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
(
全
面
的
に
)
認
め

ら
れ
る
と
解
す
る
こ
と
(
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
を
根
拠
に
し
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
1
ン
」
一
般
に
つ
い
て
は
「
授
封
更
新
請
求
権
」
だ
け
で
な
く
「
相
続

権
」
も
な
い
と
い
う
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
)
が
か
な
り
粗
雑
な
議
論
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
彼
が
「
第
二
の
例
外
」

と
考
え
た
レ
!
ン
法
七
一
・
七
に
つ
い
て
は
や
が
て
述
べ
る
が
、
(
も
と
も
と
)
レ
l
ン
法
七
一
・
一
五
の
直
後
に
ひ
き
つ
づ
き
「
補
足
」
さ
れ
た

レ
l
ン
法
七
一
・
一
七
(
レ
i
ン
法
七
一
・
一
六
は
、
前
註
(
m
m
)

で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
に
お
け
る
「
補
足
」
で
あ
る
)
は
、
「
ラ
イ
ヒ

の
所
領
か
ら
人

(
H
城
主
)
は
城
塞
レ

1
ン
を
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
た
と
え
城
塞
が
(
城
主
の
)
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
っ
て
も
」
、
と
言
う
。
こ
の

条
項
に
つ
い
て
も
や
が
て

(
3
)
で
改
め
て
触
れ
る
が
、
こ
の
条
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
レ

l
ン
法
七
一
・
一
五
で
前
提
さ
れ
、
あ
る
い

は
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
ン
法
七
一
-
一
七
は
「
レ
l
ン
法
」
(
特
に
そ

こ
で
A
V
に
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
・
箇
所
)
に
は
単
な
る
「
注
意
規
定
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
言
っ
て
も
ホ
l

マ
イ
ヤ
l
の
推
論
は
成
立
し
難
い
。

(m)
前
註
(
即
)
の
②
・
@
を
参
照
。

(
問
)
向
上
、
②
・
@
を
参
照
。

(山・

a)
前
註
(
悌
)
を
参
照
。

(
出
)
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
却
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
前
註
(
市
)
に
挙
げ
た
前
註
(
却
)
の
ほ
か
、
第
一
章
・

2
3
・
(8)
・
(a)
、
お
よ
び
、
前
註
(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
巾
)
こ
の
箇
所
、
「
テ
キ
ス
ト
」

E
B
-
-
戸
品
)
で
は
〈
E
O
B
と
な
っ
て
い
る
が
、
因
。
富
巴
「
開
F
ロ
ア
臼
・
凶

S
で
は

g己
貸
包
と
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら

く
ミ
ス
・
プ
リ
ン
ト
と
恩
わ
れ
る
。

(
川
)
前
註
(
即
)
の
②
・
@
に
訳
出
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
中
略
」
し
た
箇
所
は
、
「
あ
る
い
は
、
そ
の
者

(
H
別
な
新
し
い
主
君
)
か
ら
(
家

臣
が
)
前
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
の
と
同
じ
だ
け
の
名
誉
を
も
っ
て

(
H
自
分
の
シ
ル
ト
を
下
げ
る
こ
と
な
く
)
吉
田
(
レ
l
ン
法
上
の
支
配
権
)
を
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受
領
で
き
る
よ
う
、
別
な
(
新
し
い
)
主
君
(
を
指
定
し
て
、
自
分
を
そ
)
の
許
へ
送
る
よ
う
乞
う
」
で
あ
る
。
「
レ

l
ン
法
」
で
こ
れ
を
省
略
し
た
の

は
、
(
た
と
え
ば
)
す
ぐ
に
触
れ
る
レ
!
ン
法
二
五
・
一
で
す
で
に
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(
問
)
レ
l
ン
法
二
0
・
四
日
「
あ
る
主
君
が
不
法
に
も

(
Z
E
R
R
Z
n
)
彼
の
家
臣
に
対
し
(
主
従
関
係
を
)
解
約
し
、
そ
し
て
家
臣
は
主
君
に
対
し
て

(
そ
う
)
し
な
い
な
ら
ば
、
家
臣
は
そ
れ
に
よ
っ
て
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
も
ま
た
レ

l
ン
を
も
失
う
こ
と
は
な
く
、
そ
し
て
彼
が
そ
の
先
(
上
級
主
君
の

許
)
ま
で
追
い
か
け
る

(
H
授
封
更
新
を
求
め
る
)
こ
と
を
え
な
い
所
領
を
、
彼
の
存
命
中
(
主
君
に
対
す
る
)
勤
務
な
し
に
保
持
す
る
」
。
な
お
、
こ

の
条
項
は
、

A
V
に
対
応
条
項
が
な
く
、
「
レ
!
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
削
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
註
(
泊
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
「
ア
イ
ゲ
ン
」
は
「
自
分
の
土
地
」
で
あ
っ
て
な
ん
ぴ
と
の

(
H
い
か
な
る
主
君
や
領
主
の
)
「
私
的
」
)
支
配
を
も
受
け
な
い
か
ら
、
そ
の
持
主
は

(
ラ
ン
ト
法
上
の
言
わ
ば
「
公
的
」
な
裁
判
所
へ
の
参
廷
義
務
を
除
い
て
)
な
ん
ぴ
と
に
対
し
て
も
「
勤
務
」
の
義
務
を
負
わ
な
い
し
、
ま
た
、
そ
れ
を

(
い
か
な
る
手
続
を
も
要
せ
ず
に
)
言
わ
ば
「
自
動
的
に
」
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
相
続
人
に
「
相
続
」
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
家
臣
に
「
授
封
」
す
る

こ
と
も
で
き
る
(
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
主
君
に
よ
る
(
一
方
的
な
)
主
従
関
係
の
解
約
の
場
合
、
家
臣
に
授
封
さ
れ
て
い
た
「
主

君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
が
、
レ
ー
ン
法
七
六
・
三
の
規
定
に
よ
っ
て
、
事
実
上
「
家
臣
の
ア
イ
ゲ
ン
」
に
近
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

同
条
項
は
、
そ
れ
が
「
家
臣
の
ア
イ
ゲ
ン
に
な
る
」
(
あ
る
い
は
、
「
{
永
良
の
も
の
に
な
る
こ
と
ま
で
は
一
一
=
口
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
「
主

君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
家
臣
の
ア
イ
ゲ
ン
」
に
な
る
場
合
と
(
少
な
く
と
も
「
法
的
に
は
」
)
な
お
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る

場
合
の
違
い
は
(
実
質
的
に
)
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
後
者
の
場
合
、
家
臣
が
死
亡
し
た
際
に
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
を
そ
の
封
相
続

人
に
「
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ
て
も
、
こ
の
「
相
続
」
は
自
動
的
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
封
相
続
人
は
|
|
一
般
の
レ

l
ン

の
「
相
続
」
の
場
合
と
同
じ
く
|
|
一
年
と
一
日
以
内
に
主
君
の
許
へ
赴
い
て
臣
従
札
を
捧
げ
そ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
(
レ
l
ン
」
)
の
「
授
封
」
を
受

け
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
レ
l
ン
法
二
二
・
一
を
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
主
君
に
よ
る
(
一
方
的
な
)
主
従
関
係
の
解
約
は
、
(
遅
く
て
も
)
家
臣
の

封
相
続
人
が
こ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
を
「
相
続
」
す
る
際
に
解
消
さ
れ
る
は
ず
だ
し
、
著
者
ア
イ
ケ
は
そ
れ
を
期
待
し
た
の
で
は
な
い
か
。

(
主
君
が
こ
の
封
相
続
人
に
よ
る
「
相
続
」
を
も
拒
め
ば
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
註
(
問
)
で
後
述
す
る
レ
i
ン
法
二
二
・
三
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
問
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
「
平
和
」
へ
の
(
強
い
)
志
向
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
「
法
の
記
録
と
法
の
現
実

t
l
i
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
の
事
例
」
、
石
川
監
訳
『
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
1

1
ド
イ
ツ
法
史
の
新
し
い
道
』
(
一
九
八
九
年
、
創
文
社
)
、
一
七
五
頁
以
下
、

お
よ
び
、
石
川
「
平
和
と
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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(
郎
)
な
お
、
レ

1
ン
法
五
回
・
一
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
レ
ー
ン
法
七
六
・
三
の
場
合
と
同
じ
帰
結
を
想
定
す
る
の
は
き
び
し
す
ぎ
な
い
か
と
い

う
疑
問
な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
(
さ
ら
に
第
四
章
で
後
述
す
る
レ
!
ン
法
人
0

・三

l
l
こ
れ
も
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
で
あ
る
!
ー

に
よ
れ
ば
、
主
君
が
同
身
分
者
に
対
す
る
臣
従
礼
(
な
い
し
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
そ
の
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
た
場
合
、
彼
に
は
(
事
実
上
)
上
級
主
君
に
授

封
更
新
を
求
め
る
家
臣
に
対
す
る
|
|
証
明
手
続
上
の
|
|
対
抗
手
段
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
ま
す
ま
す
も
っ
て
そ
う
で
あ

ろ
う
)
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
削
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
が
「
家
臣
の
ア
イ
ゲ
ン
」
に
な
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
(
「
相
続
」
に
つ
い
て
す
ぐ
に
後
述
す
る
こ
と
を
参
照
)
、
お
よ
び
、
レ
ー
ン
法
五
四
・
一
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
(
前
註
(
邸
)

で
述
べ
た
「
平
和
」
と
い
う
動
機
は

l
l
直
接
に
は
|
!
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
原
則
の
維
持
と
い

う
動
機
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
ほ
か
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
を
も
考
え
合
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
序
章
」
で
述
べ
た
レ

l
ン
法
五

四
・
二
は
、
(
お
そ
ら
く
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
関
す
る
五
四
・
一
へ
の
「
補
足
」
と
同
時
に
)
五
回
・
一
の
直
後
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
「
故
殺
』
に
よ
る
同
身
分
者
へ
の
一
代
限
り
の
臣
従
を
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
原
則
へ
の
「
例
外
」
と
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
一

つ
に
は
、
(
五
四
・
一
に
同
時
に
「
補
足
」
さ
れ
た
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
を
授
封
し
て
い
た
場
合
を
も
含
め
て
)
こ
う
し
た
「
き
び
し
い
」
帰
結
を
予
定
し

て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
、
レ

l
ン
法
五
四
・
こ
の
よ
う
な
例
外
を
設
け
な
い
と
、
「
故
殺
」
を
同
身
分
者
へ
の
臣
従
の

形
で
償
う
こ
と
で
(
平
和
樫
に
)
「
和
解
」
し
た
場
合
ま
で
加
害
者
の
シ
ル
ト
が
下
が
(
り
、
そ
の
結
果
多
く
の
問
題
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
に
な
)
っ
て
し

ま
う
、
と
い
う
こ
と
に
配
慮
し
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
(
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
「
故
殺
」
に
よ
る
「
臣
従
関
係
」

が
「
相
続
」
さ
れ
た
場
合
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
授
封
さ
れ
て
い
た
家
臣
は
(
授
封
更
新
請
求
権
を
も
っ
て
い
る
の
で
)
そ
の
時
に
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を

求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ
!
ン
」
日
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
を
授
封
さ
れ
て
い
た
家
臣
は
、
も
と
も
と
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を

も
っ
て
い
な
い
か
ら
、
(
シ
ル
ト
の
下
が
る
)
主
君
の
相
続
人
に
対
し
て
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
は
な
い
)
。

な
お
、
レ

l
ン
法
二
二
・
三

(
H
A
V
一
・
四
八
)
は
、
(
先
行
す
る
レ

l
ン
法
二
二
・
一
と
ご
二
・
二
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
主
に
封
相
続
人
に
よ
る

レ
l
ン
の
「
相
続
」
に
つ
い
て
)
家
臣
が
臣
従
礼
を
捧
げ
た
の
に
主
君
が
彼
を
家
臣
と
し
て
受
け
容
れ
る
の
を
拒
ん
だ
場
合
に
は
、
家
臣
は
そ
の
た

め
に
臣
従
礼
を
捧
げ
た
所
領
を
、
「
勤
務
な
し
に
占
有
す
べ
き

3
2
5
)
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
そ
れ

(
H
臣
従
礼
を
捧
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
君
が

彼
を
家
臣
と
し
て
受
け
容
れ
な
か
っ
た
こ
と
)
に
つ
い
て
生
き
た
証
拠

(
H
証
人
)
を
有
す
る
限
り
、
二
度
と
再
び
そ
の
所
領
(
の
授
封
)
を
主
君
に
求

め
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
そ
し
て
そ
の
所
領
を
彼
の
子
た
ち
に
相
続
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
を
彼
の
家
臣
た
ち
に
(
又
)
授
封
す
る
(
こ
と
が
で
き
る
と
、
と

一
一
白
う
。
(
な
お
、
上
級
主
君
に
対
す
る
「
授
封
更
新
請
求
」
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
条
項
が
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
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さ
れ
て
い
る
が
、
主
君
の
封
相
続
人
に
対
す
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
明
示
の
「
補
足
」
は
な
く
、
そ
の
点
か
ら
し
て
も
、
レ
ー
ン
法
二
二
・
一

l
一一一一-

五
の
規
定
は
、
(
少
な
く
と
も
)
主
君
の
封
相
続
人
に
対
す
る
「
授
封
更
新
請
求
」
の
場
合
(
だ
け
)
は
含
ん
で
い
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
)
0

こ
れ
が
、

家
臣
が
「
相
続
権
」
を
も
っ
、
あ
る
い
は
、
「
そ
の
所
領
を
封
相
続
人
に
相
続
さ
せ
る
(
こ
と
が
で
き
る
こ
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
意
味
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
を
レ

1
ン
法
七
六
・
三
と
比
較
し
て
、
レ
ー
ン
法
二
二
・
三
で
は
「
生
き
た
証
拠
を
有
す
る
限
り
」
(
同
条
項
の
末
尾
で
は
、
同

じ
こ
と
が
「
彼

(
H
家
臣
)
に
と
っ
て
彼
の
(
た
め
の
)
証
人
が
死
亡
す
る
場
合
は
除
き
」
と
言
い
直
さ
れ
て
い
る
)
と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
の
に
七

六
・
一
二
に
は
そ
う
し
た
条
件
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
後
者
の
方
が
そ
の
分
だ
け
(
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
主
君
に
と
っ
て
)
よ
り
き
び
し
い
、
と

考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
推
定
は
当
た
ら
な
い
。
レ
ー
ン
法
二
二
・
三
の
場
合
に
は
、
家
臣
が
(
主
君
に
臣
従
礼
を
捧
げ
た
も
の

の
)
主
君
か
ら
ま
だ
所
領
の
「
授
封
」
は
受
け
て
お
ら
ず
、
主
君
か
ら
そ
の
所
領
の
「
占
有
」
を
「
不
法
」
と
し
て
問
責
さ
れ
た
時
に
は
そ
の
正
当

性

(
H
臣
従
礼
を
捧
げ
た
こ
と
)
歩
二
そ
れ
を
見
聞
し
た
)
家
臣
仲
間
を
証
人
と
し
て
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
レ

l
ン
法
七
六
・

三
の
場
合
に
は
、
主
君
が
主
従
関
係
を
解
約
し
た
場
合
で
あ
る
か
ら
、
主
君
が
家
臣
を
召
喚
し
て
所
領
の
「
占
有
」
の
「
不
法
性
」
に
つ
い
て
問

責
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
そ
う
に
な
い
が
、
レ
ー
ン
法
五
四
・
一
の
場
合
に
は
、
仮
に
主
君
が
家
臣
を
所
領
の
「
不
法
な
占
有
」
の
ゆ
え
に
そ
の

レ
l
ン
法
廷
で
問
貢
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
家
臣
が
立
証
す
べ
き
こ
と
は
、
(
自
分
が
臣
従
札
を
捧
げ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
)
主

君
が
同
身
分
者
の
家
臣
と
な
っ
て
そ
の
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
証
人
は
(
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
原
則
に
反
す

る
)
主
君
の
臣
従
関
係
が
つ
づ
く
限
り
幾
ら
で
も
い
る
は
ず
で
あ
る
(
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
八
0

・
三
で
は
、
家
院
が
上
級
主
君
に
対
し

て
授
封
更
新
を
求
め
た
場
合
、
主
君
に
は
そ
れ
に
対
す
る
対
抗
手
段
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
)
。
つ
ま
り
、
レ
ー
ン
法
一
一
一
一
・
一
一
一
と
七
六
・
三
(
な
い
し
、

五
四
・
こ
と
の
間
に
見
ら
れ
る
相
違
は
、
(
二
つ
の
事
案
に
お
け
る
立
証
事
項
の
相
違
に
応
じ
た
)
証
明
手
続
の
差
を
一
不
す
も
の
で
あ
っ
て
、
家
臣

の
「
相
続
権
」
(
や
「
授
封
更
新
権
」
)
そ
の
も
の
に
は
差
が
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
レ

l
ン
法
七
六
・
三
お
よ
び

五
四
・
一
の
帰
結
は
、
確
か
に
主
君
に
と
っ
て
は
き
び
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
一
般
に
レ

l
ン
の
「
相
続
」
お
よ
び
「
授
封
更

新
請
求
」
を
主
君
が
拒
ん
だ
際
に
(
そ
れ
ら
の
「
権
利
」
を
も
っ
)
家
臣
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
と
実
質
的
に
は
同
じ
「
権
利
」
を
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー

ン
」
を
授
封
さ
れ
て
い
る
家
臣
に
も
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
き
び
し
い
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
に
も
そ
の
意
味

で
は
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
を
で
き
る
だ
け
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
志
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
胤
)
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
註
(
即
)
で
訳
出
し
検
討
を
加
え
て
お
い
た
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
そ
れ
を
前
提
し
て
叙
述
す
る
。

(
邸
)
前
註
(
印
)
の
②
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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(
附
)
レ
l
ン
法
七
一
・
一
七
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
巾
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
こ
の
レ

l
ン
法
六
九
・
八
に
お
け
る
「
定
義
」
(
の
発
見
)
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
氏
関
知
S
R
E
F
-
O
R
E
n
E
M
g目
立
品
目
Z
-∞
E
E
a
z
E
Z
E
'

『田町宮田
Eny--口一

0
2
0
5
mロ
σ
z
G
2
ω
F
m
H
M
E
o
g
y
a
o
-
-
m
o
s
s
g
E
σ
g
p
}
M
E
m
-
〈

-
m
m
n
z玄
5
4
f
d
宅
問
。
〉
H
4
0
・
3
ヨ
・
回

MOm-E-
母『
F
L
L
O
V
R
R
Z

EP岡
田
〈
白
民
同
明
明
白
白

t
s
ι
n
c
g
n
u
g
g
E
O戸田宮
m
F
3ヨ
ム
-M品
(
カ

i
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
「
中
世
中
期
ド
イ
ツ
の
レ
l
ン
法
と
国
制
」
(
和
田
卓
朗
訳
)
、
「
法
学

雑
誌
」
(
大
阪
市
大
)
四
回
・
一
、
二
一
三
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
瑚
)
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一

i
二
頁
、
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
」
、
一
六
一

O
頁
、
「
補
論
」
、
四
九
二

1
四
九
五
頁
、
「
中
世
法
の
規
範
構
造
を
求

め
て
1

1
最
終
講
義
」
、
「
北
大
法
学
論
集
」
四
二
の
三
(
一
九
九
二
年
)
、
八
二
八
頁
、
「
裁
判
(
権
)
」
、
二
八
1
二
九
頁
お
よ
び
註
(
財
)
、
「
中
世

法
」
、
五
一

0
1
五
一
一
一
頁
、
「
西
洋
に
お
け
る
法
の
生
成
」

8
、
「
書
斎
の
窓
」
四
七
O
(
一
九
九
七
年
一
二
月
)
、
表
紙
裏
、
「
前
稿
」
(
二
、
四
三

二
頁
お
よ
び
註

(
7
)
、
同
(
三
)
、
一
一
八
二
1
一
一
八
三
頁
お
よ
び
註

(
m
y
一
一
八
九
頁
お
よ
び
註
(
出
)
等
を
参
照
。

(
m
-
a
)
こ
の
箇
所
、
原
文
は

g
o
F
羽田
0
2
q
弘
仲
間
日
開
口
と
な
っ
て
お
り
、
文
字
通
り
に
は
「
前
者
が
後
者
に
対
し
て
も
(
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
こ

で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
本
文
の
よ
う
に
訳
し
て
お
い
た
。
因
み
に
こ
れ
と
同
じ
表
現
(
同
じ
問
題
)
は
、
レ
ー
ン
法
七
一
-
一
九
に
も
見
ら
れ
(
前

註
(
討
)
を
参
照
)
、
二
つ
の
条
項
が
同
時
に
(
同
じ
手
で
)
「
補
足
」
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

(
問
)
母
国
『
野
町
二
四
吉
田
円
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
一
)
、
四
四
二
1
四
四
三
頁
お
よ
び
註
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
m
-
a
)
前
註
(
瑚
)
に
訳
出
し
た
レ
l
ン
法
四
・
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
別
)
「
前
稿
」
(
こ
、
四
四
三
頁
お
よ
び
註
(
的
)
に
訳
出
し
た
レ
l
ン
法
七
九
・
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(則

)
g
B
8
2
2
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
部
)
で
述
べ
た
官
官
2
2
の
用
語
法
を
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
、
こ
の
補
筆
者
は
「
封
与
(
な
い
し
、

授
封
)
す
る
」
と
い
う
動
詞
に
も
(
ア
イ
ケ
自
身
は
大
部
分
ロ
g
の
語
を
用
い
て
い
る
の
に

)
g
E
S
の
語
を
選
ん
で
お
り
、
そ
の
点
か
ら
し
で
も

s
a
S
2
2
の
誌
を
宮
件
。
2
g
の
シ
ノ
ニ
ム
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

(
即
)
「
教
会
」
が
(
レ
l
ン
財
と
し
て
)
授
封
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
改
め
て
触
れ
る
機
会
が
あ
る
が
、
関
連
条
項
が
少
な
く
は
っ
き

り
し
た
こ
と
は
判
ら
な
い
。

(
問
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
は
、
第
二
章
・
(
囚
)
・

(
5
)
・
(a)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
夫
(
な
い
し
父
)
の
存
命
中
に
(
日
そ
れ
が

「
彼
女
の
生
涯
に
限
り
」
譲
渡
さ
れ
た
瞬
間
に
)
す
で
に
、
妻
(
な
い
し
娘
)
の
有
に
帰
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
厳
密
に
は
、
レ
1
ン
法
二

・
七
の
後
段
の
「
ア
イ
ゲ
ン
が
(
持
ち
主
の
死
亡
に
よ
り
)
彼
等
に
帰
属
す
る
場
合
」
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
(
兄
弟
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の
な
い
)
女
性
が
既
に
結
婚
し
て
お
り
、
父
の
死
亡
に
よ
り
父
の
ア
イ
ゲ
ン
を
相
続
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
父
か
ら
授
封
さ
れ
て
い
た
家
臣
が
こ

の
女
性
に
対
し
て
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
も
っ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
夫
が
妻
に
一
期
分
と
し
て
与
え
た
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
さ
れ
た
家
臣
が
妻

に
対
し
て
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
も
つ
こ
と
に
は
(
少
な
く
と
も
)
何
の
支
障
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
念
の
た
め
に
一
言
し
て
お
く
と
‘
「
城
塞
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
は
、
本
章
・

B
、
士
乙
・

(
2
)
・
(
a
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
に
は

又
授
封
権
が
な
い
か
ら
、
レ
ー
ン
法
二
・
七
の
前
段
で
新
た
に
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
主
君
」
か
ら
そ
れ
を
受
封
し
た
城
臣
に
認
め
ら
れ

て
い
る
の
は
「
又
授
封
権
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の

C
で
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
般
に
は
「
授

封
更
新
請
求
権
」
が
な
い
か
ら
、
レ
ー
ン
法
二
・
七
の
後
段
で
「
へ

1
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
主
君
」
か
ら
そ
れ
を
受
封
し
た
家
臣
に
新
た
に
認

め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
授
封
更
新
請
求
権
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
(
偶
然
に
も
せ
よ
)
本
章
・

A
、
つ
二
・

(3)
で
前
述
し
た
レ

l
ン
法
二
・
一
二
が
レ
ー

ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
一
期
分
に
つ
い
て
、
一
期
分
権
者
で
あ
る
妻
の
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
認
め
て
い
る
の
と
同
じ
方
向
を
指
し
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
条
項
で
も
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

1
ン
」
に
つ
い
て
の
「
相
続
権
」
に
い
っ
さ
い
言
及
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
、
(
お
そ
ら
く
補
筆
者
は
そ
れ
が
自
明
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い

点
で
あ
ろ
う
。
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
註
(
印
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
削
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
本
文
で
「
(
基
本
的
に
は
こ
の
語
を
補
っ
て
お
い
た
の
は
、
(
国
王
が
ラ
ン
ト
法
上
・
レ
I
ン
法
上
の
「
裁
判
官
」
に
選
ば
れ
て
い
る
と
す
る
)
レ
l
ン

法
六
九
・
八
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
の

angqn
の
語
に
関
し
て
も
(
基
本
的
に
は
)
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
註
(
陥
)
で
も
指
摘
し
、
「
前
稿
」
(
三
)
、
一
一
八
四
1
一
一
八
五
頁
で
述
べ
て
お
い
た
だ
け
で
な
く
、

本
稿
で
も
や
が
て
重
ね
て
後
述
す
る
。

(
間
)
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
註

(
4
)
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
レ
l
ン
法
一
一
・
二
、
二
一
・
二
、
一
九
・
二
、
二
三
・
一
、
二
六
・
七
、
五
五
・
六
、

六
0
・
一
(
二
回
)
、
六
一
・
一
、
六
一
-
一
一
(
二
回
)
、
六
九
・
六
(
二
回
)
、
六
九
・
二
一
、
七
一
・
二
、
七
一
・
一
二
(
三
回
)
、
七
一
・
四
、
七
一

五
(
二
回
)
、
七
三
・
二
、
七
六
・
一
の
う
ち
、
岡
町
丘
町
宮
内
町
の
語
が
「
料
理
(
の
コ

l
ス
こ
を
意
味
す
る
レ
l
ン
法
六
九
・
六
(
対
応
す
る
A
V
二
・
六

二
と
二
・
六
三
で
は
い
ず
れ
も
智
2
E
)
を
除
外
し
た
数
で
あ
る
。

(
即
)
レ

l
ン
法
一
一
-
一
一

(
H
A
V
一
・
三
四
)
、
二
三
・
一

(
H
A
V
一
・
五
O
)
、
六
一
・
一

(
H
A
V
一

七
)
、
七
一
-
一
二
(
三
回
)
(
H
A
V
二
・
六
人
)
、
七
六
・
一

(
H
A
V
三
・
二
ニ
)
。

説e-.o. 
白岡
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一
一
九
)
、
七
一
・
一
一

(
H
A
V
二
・
六
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(mm)

レ
l
ン
法
二
三
・
一
。

(
別
)
右
の
レ

i
ン
法
一
一
三
・
一
の
ほ
か
、

(
A
V
に
対
応
条
項
の
な
い
)
レ

1
ン
法
二
一
・
二
、

回
)
、
六
一
・
一
一
(
二
回
)
、
六
九
・
二
一
、
七
一
・
四
、
七
一
・
五
(
二
回
)
、
七
三
・
二
。

(捌
)
A
V
ニ
・
六
人
で
は
一
箇
所
が
代
名
詞
(
己
目

E)
に
な
っ
て
い
る
。

(
捌
)
念
の
た
め
に
、
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
版
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

(
E
Eロ
5
Z
叶
白
岡
田
町
噌
印
・
己
主
の

2
2
8司
を
再
掲
す
る
と
、
己
E
R吉
田

星
雲
-
H
C円四四回二

5
9
H
p
a
n
Z
H
1
3咽
出

血

∞

L
ロ
E
・
E
・-
2
5
2
2
5
』ロ

e
n
E
B
H
dそ曲目出
O
E『丘町二

-oc--55』
E
R
E
S
H

。
E
n
F
g
g『E
S
S
E口
間
同
凶
凶
・
」
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
-
一

O
O
の
二
筒
所
に
対
応
す
る
レ
!
ン
法
四
0
・
一
二
と
四
0
・
二
は
、
そ
れ
ぞ
れ

(
。
。
庄
町
田
)
。
丘
町
-
な
い
し
ま
号
円
。
丘
町
-
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
条
項
の

E
e
n
E
B
の
語
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
伺
g
n
F
E

R
と
関
係
の
な
い
こ
と
は
容
易
に
確
か
め
ら
れ
る
。
。
g
n
Z
な
い
し
の
E
S
z
a円宮口
2
5加
と
訳
さ
れ
た
そ
れ
以
外
の
箇
所
で
本
文
で
は
触
れ

て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
一
・
三
五
に
は
(
管
見
の
限
り
)
そ
も
そ
も

-
E
E
E
B
の
語
が
姿
を
見
せ
な
い
。
ま
た
、
=
了
一
回
と
一
・
五
五
に
つ

い
て
は
本
文
で
す
ぐ
に
触
れ
る
。

(
抑
)
前
註
(
加
)
を
参
照
。

(
抑
)
レ

l
ン
法
二
三
・
一

(
H
A
V
-
-
五
O
)
、
五
五
・
八
(
〈
雪
色
町
田

E
E
n目
立
与
お
お
)
、
六
九
・
八
。
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
註
(
悶
)
を
参
照
さ
れ

た
し

(
捌
)
①
よ
り
明
確
な

A
V
二
・
六
一
か
ら
始
め
る
と
、
こ
の
条
項
は
、
直
前
の

A
V
二
・
六

O
(
H
「
あ
る
家
臣
の
発
見

(
H
提
案
)
し
た
判
決
を
非
難

す
る
家
臣
が
主
君
(
な
い
し
、
レ
ー
ン
法
廷
)
に
対
し
て
、
「
(
私
は
)
こ
れ
(
日
非
難
さ
れ
た
判
決
)
に
関
し
て
ど
こ
へ
、
ま
た
い
か
な
る
場
所
に
、
ま
た
い
か

な
る
期
限
内
に
、
向
か
う

(
H
持
ち
出
す
)
べ
き
か
」
と
い
う
問
う
た
の
)
を
承
け
て
、
「
こ
の
場
合
、
次
の
よ
う
に
判
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

(
E
S
E言
)
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
受
封
者

(
H
家
臣
)
の
上
級
主
君
が
非
難
さ
れ
た
判
決
の

(
H
に
関
す
る
工

E
Z
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
両
者
は

そ
の
(
上
級
主
君
の
)
許
へ
赴
く
べ
き
で
あ
る
(
下
略
)
、
と
」
。
因
み
に
、
こ
の
条
項
中
の

E
&
8
E『
の
語
は
対
応
す
る
レ

l
ン
法
六
九
・
六
で
は

(8)
骨
昌
弘

m
g
g
s
s
n
Fお
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る

8
5
n
vお
丘
E
E
と
い
う
表
現
が
も
と
も

と
は
単
に
宮
色
町
民
同

(
H
E
5ロ
g)
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
(
フ
リ
ツ
ツ
・
ケ
ル
ン
に
代
表
さ
れ
る
、
中
世
に
お
い
て
は
「
法
」
は
常
に
あ
ら
か
じ
め
存

在
し
て
お
り
人
は
そ
れ
を
「
発
見
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
)
「
法
発
見
」
テ
ー
ゼ
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

②

A
V
二
・
五
一
は
、
ま
ず
「
(
あ
る
)
家
臣
が
(
他
の
)
家
臣
に
彼
の
主
君
の

(
H
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
)
所
領
に
関
し
て
不
法
を
犯
し

北法51(2・97)471
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説論

(
E
R
U雷
同
)
、
あ
る
い
は
誰
か
主
君
の
勤
務
の
中
に
あ
る

(
H
主
君
に
対
し
て
勤
務
中
の
)
者
を
行
為
ま
た
は
言
葉
を
も
っ
て
傷
つ
け
(
な
い
し
、
侮

辱
し
て
あ
る
い
は
主
君
の
所
領
を
彼
か
ら
受
領
し
て
い
る
家
臣
に
対
し
て
、
ま
た
は
、
(
主
君
の
)
所
領
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
た
者
に
対
し
て
不
法

を
犯
し
、
そ
し
て
被
害
者
が
加
害
者
を
主
君
の
前

(
H
レ
i
ン
法
廷
)
で
正
規
の
訴
え

(
S
E
E
S
S
S
E
a
g
を
も
っ
て
訴
追
す
る
(
な
い
し
、
訴
追

し
た
)
場
合
は
、
(
加
害
者
で
あ
る
家
臣
は
)
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
主
君
に
対
し
て
罰
金
を
支
払
う
よ
う
判
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
E
S
お
2
Eご

と
、
(
ほ
ほ
)
レ

l
ン
法
六
人
・
四
と
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
後
、
(
た
だ
し
、
後
者
で
は
、
最
初
の
件
が
「
あ
る
家
臣
が
彼
の
家
臣
仲
間
の
レ
l
ン
を
不

法
に
(
占
取
し
て
)
わ
が
も
の
に
し
」
と
具
体
的
に
改
め
ら
れ
、
最
後
の
件
は
、
「
そ
れ
ら
の
こ
と
の
ゆ
え
に
彼

(
H
家
臣
)
は
主
君
に
罰
金
を
支
払
わ
な
く
て

は
な
ら
ず
」
の
後
に
、
「
さ
も
な
け
れ
ば
彼
は
こ
の
問
責
を
聖
遺
物
に
か
け
て
(
の
宣
誓
に
よ
り
)
雪
菟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
文
が
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
)
、
「
し
か
し
、
自
分
の
家
臣
に
対
し
て
家
臣

(
H
上
級
主
君
の
家
臣
で
あ
る
主
君
)
は
、
彼
の
主
君

(
H
上
級
主
君
)
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)

で
応
訴
す
る
を
要
し
な
い
。
し
か
し
、
(
上
級
主
君
の
家
臣
で
あ
る
)
主
君
が
そ
の
者

(
H
自
分
の
家
臣
)
に
対
し
自
分
の
家
臣
た
ち
の
前

(
H
レ
l
ン

法
廷
)
で
裁
判

(
E
E
E
)
を
拒
絶
し
た
場
合
は
除
く
。
主
君

(
H
上
級
主
君
)
は
上
述
の
罪
過
(
日
自
分
の
家
臣
で
あ
る
主
君
に
よ
る
裁
判
拒
絶
)
に

関
し
て
だ
け
は
自
分
の
家
臣
(
で
あ
る
主
君
)
の
被
害
者

(
H
裁
判
を
拒
絶
さ
れ
た
家
臣
)
の
百
色
認
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
言
、
っ
。
因
み
に
、
こ

れ
に
対
応
す
る
レ

l
ン
法
六
八
・
五
は
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
主
君
は
彼
の
家
臣
に
対
し
上
級
主
君
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
応
訴
す
る
義
務
は

な
い
、
彼

(
H
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
そ
れ
以
前
に
彼
の
家
臣
た
ち
の
前
で

(
H
レ
ー
ン
法
廷
で
)
法

(
H
裁
判
)
を
拒
絶
し
た
の
で
な
い
限

り
」
の
後
に
、
「
ま
た
、
彼

(
H
主
君
)
が
彼
の
小
作
人
(
ロ
ロ
回
問
。
広
m
H
賃
租
支
払
義
務
者
)
に
対
し
彼
の
小
作
人
た
ち
の
前
で
法

(
H
裁
判
)
を
拒
絶
し

た
の
で
な
い
限
り
」
と
い
う
一
文
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
確
か
に
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
「
補
足
」
で
は
あ
る
が
、

A
V
二
・
五
一
に

(
も
す
で
に
)
見
ら
れ
た
「
家
臣
が
所
領
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
た
者
に
対
し
て
不
法
を
犯
し
た
」
場
合
も
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
裁
か
れ
る
と

い
う
考
え
方
の
論
理
的
帰
続
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
「
補
足
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る

「
荘
園
裁
判
所
」
生
成
の
端
緒
と
い
う
新
し
い
面
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
が
な
お
レ
l
ン
法
(
上
の
裁
判
権
)
の
系
列
上
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
古
い
面
の
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
件
に
関
す
る
私
見
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
中
世

法
」
、
註
(
肌
)
、
お
よ
び
、
五
二
三
頁
(
の
本
文
)
、
「
前
稿
」
(
二
)
、
註

(m)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)

0

(
加
)
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
に
お
い
て
、
私
は
ユ
n
z
g
お
よ
び

g
m
E
n
F
S
の
語
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
お
い
た
(
同
上
、
二
九
頁
以
下
)

の
で
、
念
の
た
め
に
、
こ
の
二
つ
の
語
に
つ
い
て
も
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
用
語
法
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

①
ま
ず
、

E個
目
江

n
F
B
の
語
は
「
レ

l
ン
法
」
で
は
二
三
・
一

(
H
A
V
一
・
五
O
)
、
七
二
・
七

(
H
A
V
三
・
一

O
)
、
七
六
・
二

(
H
一
二
・
一
四
)
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ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制 (3) 

の
三
条
項
(
三
箇
所
)
に
現
れ
る
(
石
川
「
裁
判
(
権
)
、
註
(
邸
)
を
参
照
)
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

A
V
に
対
応
条
項
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
(
す
で

に
触
れ
た
、
そ
し
て
さ
ら
に
後
述
す
る
)
レ
l
ン
法
二
三
・
一
と
七
六
・
ニ
に
お
い
て
は
、
ロ
ロ
加
E
n
Z刊
の
語
は
い
ず
れ
も
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」

な
い
し
「
改
訂
」
さ
れ
た
箇
所
に
姿
を
見
せ
、

A
V
の
対
応
条
項
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
語
が
な
い
。
レ

i
ン
法
七
二
・
七
は
、
「
あ
る
城
塞
が
暴

力
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
あ
る
い
は
主
君
が
そ
れ
を
荒
廃
す
る
に
任
せ
、
あ
る
い
は
そ
れ
が

g加
包

ng伺
(
H
犯
罪
)
の
か
ど
で
破
壊
さ
れ
た
場
合
」

に
つ
い
て
、
城
塞
の
破
壊
に
責
任
の
な
い
城
臣
の
も
つ
権
利

(
H
城
塞
の
再
建
ま
で
城
塞
レ
1
ン
を
円
R
Z
-
g
と
し
て
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
)
を
規

定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
対
応
す
る

A
V
三
・
一

O
で
は
、
「
城
塞
が
破
壊
さ
れ
、
あ
る
い
は
主
君
の
貧
困
ま
た
は
怠
慢
に
よ
っ
て
荒
廃
し
、
あ

る
い
は

E
5
8
(
H
不
法
な
い
し
不
法
行
為
)
の
か
ど
で
判
決
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
場
合
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
レ
l
ン
法
」
の

5mmユ
n
F
S
の
語

は
A
V
の
5
2
5刊
を
「
改
訂
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
す
で
に
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
三
0
1
=
二
頁
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
こ
の
「
改
訂
」
は
「
ラ
ン
ト
法
」
(
具
体
的
に
は
三
・
六
六
・
二
と
四
)
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(
な
お
、

E
E自
の
語
は

A
V
で
は
ほ
か
に
も
う
一
箇
所
、

A
V
三
・
一

O
に
つ
づ
く
コ
了
一
一
に
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
レ
l
ン
法
七
二
・

七
の
末
尾
で
は
、
こ
れ
に
当
た
る
語
は
省
略
さ
れ
て
い
る
)
。

②
ユ

n
z
g
の
語
は
、
「
レ

l
ン
法
」
の
二
条
項
(
レ

l
ン
法
六
一
・
二
と
七
一
・
五
)
(
三
億
所
)
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
(
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
註

(
邸
)
を
参
照
)
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
が
な
く
、
い
ず
れ
も
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
で
は

m
E
S
S
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
す
で
に
前
註
(
別
)
お
よ
び
(
問
)
で
も
触
れ
た
が
、

後
に
「
レ

i
ン
法
」
に
お
け
る
常
ユ
n
富
市
の
用
語
法
を
検
討
す
る
際
に
改
め
て
関
説
す
る
機
会
が
あ
る
。
な
お
、
念
の
た
め
に
「
ア
ウ
ク
ト
ル
，

ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る
宮
島
町
民
叩
の
用
語
法
を
調
べ
て
み
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
版
の

g
o
a
R
に
拠
れ
ば
、
こ
の
語

は
、
(
す
で
に
触
れ
た
)
A
V
一
・
一
一
一
九
と
二
・
六
七
の

g
e
n
s
e
z
z
P
5
5
(直
訳
す
れ
ば
、
号
7
5
a
E
C
F
g
な
い
し

r
o
z
g
g
g
g
n
z
g、
実

質
的
に
は
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
の
ほ
か
に
、

A
V
一
・
二
九

(
H
レ
l
ン
法
七
・
四
)
、
二
・
一
一
一
一

(
H
レ
l
ン
法
六
五
・
一
八
)
、
二
・
二
八

(
H

レ
l
ン
法
六
五
・
二
O
)
で
は

g同
お
宮
広

g
の
意
味
で
、
ま
た
、

A
V
一
・
四
O
(
H
レ
l
ン
法
一
回
・
二
、
一
・
二
二
O
(
H
レ
l
ン
法
六
一
二
・
二
、

一
了
一
入

(
H
レ
l
ン
法
六
五
・
二
五
)
、
二
・
五
一

(
H
レ
l
ン
法
六
八
・
四
|
|
前
註
(
似
)
・
@
を
参
照
)
、
二
・
六
一

(
H
レ
l
ン
法
六
九
・
六
1

1
前
註
(
胤
)
・
@
を
参
照
)
、
三
・
二
二
(
U
レ
l
ン
法
六
七
・
一
ー
ー
さ
ら
に
後
述
す
る
)
で
は

E
巴
g
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う

(
E
8
5宮
Z
4
2
8・∞
-
G
A
)
。
し
か
し
、
「
レ
l
ン
法
」
の
対
応
条
項
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
後
者
の
う
ち
「
判
断
す
る
」
と
い
う
一

般
的
な
意
味
に
な
る
の
は
、

(
A
V
の
(
吉
田

5
5
5
z
n
a
E
S
E
E
-
n
m
g
が
「
レ
l
ン
法
」
の
対
応
条
項
で

R
F
2
(ロ
E
B
n
Z
5
5
)
と
な
っ
て
い
る
)
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A
V
一
・
四
O
(
H
レ
l
ン
法
一
回
・
こ
と
一
・
一
一
二
O
(
H
レ
!
ン
法
六
三
・
一
)
だ
け
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
(
レ
!
ン
法
廷
で
)
「
判
決
を
下

す
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
「
判
決
を
発
見

(H提
案
)
す
る
こ
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
特
に
向
。
円
相
n
z
s
t
E
g
と
い
う
表
現
が
、

(
宮
島
町
内
宮
の
認
が

g訟
の
E
O
広

E
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
A
V
二
・
一
一
一
一
と
二
・
二
八
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法
六
五
・
一
八
と
六
五
・
ニ

O
だ
け
で
な
く
、
(
そ
れ
が

E
色
g
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
A
V
二
・
一
八
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法
六
五
・
一
五
に
も
(
直
接
的
対
応
と
は
一
言
え
な
い
に

せ
よ
)
姿
を
見
せ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
へ
な
お
、
こ
の
向
。
『
m
n
E
B
S
E
S
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
前
日
註
(
川
州
)
・
①
を
参
照
さ
れ
た
い
)

0

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
ロ

n
z
g
お
よ
び
ロ
ロ
明
白
『
nFg
の
語
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
と
の
関
連
に
限
っ
て
用
い
る
用
語
法

は
「
ラ
ン
ト
法
」
(
な
い
し
、
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
)
で
は
じ
め
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(揃

)
a
g
gの
語
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
「
十
分
の
一
税
」
を
意
味
す
る
が
、
戸
=
明

.z伺自同宮
gg開司吋百開自戸同F.
沼5拘

分
の
一
税
を
徴
集
す
る
権
利
」
な
い
し
「
特
定
の
管
区
か
ら
支
払
わ
れ
る
十
分
の
一
税
」
を
指
す
場
合
も
あ
る
と
い
、
う
つ
1。
こ
こ
で
は
、
全
体
の
文

脈
か
ら
、
「
あ
る
十
分
の
一
税
管
区
」

H

「
そ
こ
で
十
分
の
一
税
を
徴
集
す
る
(
な
い
し
、
そ
こ
で
徴
集
さ
れ
た
十
分
の
一
税
を
取
得
す
る
)
権
利
」
を

指
す
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
を
こ
め
て
「
十
分
の
一
税
(
管
区
)
」
と
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
加
)
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
集
会

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
は
主
従
関
係
と
い
う
主
君
と
家
臣
の
聞
の
人
的
な
終
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
に
は

「
裁
判
管
区
」
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
裁
判
管
区
」
と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ
は
(
世
俗
の
裁
判
(
所
)
に
関
す
る
限
り
)
「
ラ
ン
ト
法
上
の
裁

判
(
所
、
な
い
し
裁
判
権
こ
に
か
か
わ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
捌
)
「
村
」
が
(
中
世
に
お
い
て
も
)
最
小
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け

る
「
村
」
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
)
、
八
一
七
頁
以
下
の
「
ゴ
l
グ
ラ
1

フ
」
、
お
よ
び
、
八
二
一
頁
以
下
の
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
に
関
す
る
叙
述
を

参
照
さ
れ
た
い
)
、
「
十
分
の
一
税
」
(
の
徴
集
)
は
主
に
寓
自
寄
岳
町
(
H
(
小
)
教
区
教
会
)
に
属
し
た
(
丞

E
N
O
E
F
B
U
E
N
O
-
E・
?

8

5湾

(
戸
田
山
田
問
自
問
)

)

0

ま
た
、
「
村
」
は
別
に
し
て
も
、
「
葡
萄
園
」
と
「
十
分
の
一
税
」
は
い
わ
ゆ
る

m
g
g巳
S
g
(
H
「
{
疋
期
金
レ
1

ン
」
)
の
対
象

に
な
り
う
る
し
、
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
レ

l
ン
法
六
一
・
一
で
「
な
ん
ぴ
と
も
彼
が
加
包
nzm(H裁
判
権
・
裁
判
管
区
)
を
(
レ

l
ン
と
し

て
)
受
領
す
る
以
前
に
は
裁
く

(
H
裁
判
す
る
)
(
号
『
お
巴
)
こ
と
を
え
な
い
」
と
(
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
は
授
封
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
権
利
を
行

使
す
る
前
提
に
な
る
と
い
う
趣
旨
の
)
「
補
足
」
が
施
さ
れ
て
い
(
て
、
レ
l
ン
法
一
一
・
二
の
「
(
占
有
)
指
定
が
な
く
て
も
加

gnzo
を
占
有
(
・
支
配
)

で
き
る
」
と
い
う
趣
旨
の
規
定
と
ど
の
よ
う
に
関
係
な
い
し
調
和
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
)
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
関
連
で
、
レ
ー
ン
法
一

一
・
二
の
同
g
Sお
を
(
あ
る
裁
判
所
の
収
入
を
レ
l
ン
財
と
す
る
)
「
定
期
金
レ

l
ン
」
と
理
解
す
る
余
地
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。
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ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3) 

(
捌
)
「
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
欠
く
者
」
を
列
挙
し
た
A
V
一
・
四
(
第
一
章
・
つ
乙
・
③
)
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
A
V
一
・
一
一
一
九
に
は
(
実
質

的
に
は
)
「
農
民
、
商
人
、
父
お
よ
び
祖
父
(
の
代
)
か
ら
騎
士
の
出
自
を
も
た
な
い
者
」
が
姿
を
見
せ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

A
V
一
・
一
二
九
は

「レ

l
ン
法
を
欠
く
者
」
に
つ
い
て
の
「
定
義
」
的
条
項
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
聖
職
者
と
女
性
、
お
よ
び
法
を
欠
く
者

(
な
い
し
男
性
)
」
で
、

A
V
一
・
四
で
列
挙
さ
れ
た
者
す
べ
て
が
代
表
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
述
す
る
レ
ー

ン
法
七
七

(
H
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
l
職
・
レ
l
ン
」
)
と
の
関
連
で
、
そ
こ
に
「
農
民
」
・
「
騎
士
の
出
自
を
も
た
な
い
者
」
が
欠
け
て
い
る
の
は
単
な

る
偶
然
以
上
の
含
み
を
も
つ
こ
と
は
な
い
の
か
、
多
少
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
加
)
こ
れ
に
対
し
て
、
対
応
す
る
レ
l
ン
法
七
一
・
二
は
次
の
よ
う
に
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。
レ
l
ン
法
七
一
-
一
一
H

「
誰
か
が

国
王
か
ら
下
っ
て
(
き
た
)
加

g
s
gを
レ
l
ン
と
し
て
受
領
す
る
(
な
い
し
、
し
た
)
場
合
、
そ
れ

(
H
裁
判
権
レ
l
ン
)
は
第
四
の
手
へ
渡
つ
て
は

な
ら
な
い
、
た
だ
し
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
は
除
く
、
い
か
な
る
グ
ラ
l
フ
も
(
裁
判
権
を
)
授
封
さ
れ
た
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
な
し
に
は
裁
判
集
会

を
開
き
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
o
A
V
二
・
六
七
と
の
違
い
は
次
の
二
つ
の
点
に
見
ら
れ
る
。

①
「
国
王
か
ら
下
っ
て
」
と
い
う
一
句
が
「
補
足
」
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
第
四
の
手
」
が
「
国
王
」
を
起
点
と
し
て
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
裁
判
権
レ
l
ン
」
が
も
と
も
と
「
国
王
」
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
紛
う
方
な
く
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

A
V
一
・
六
一
↓
レ
ー

ン
法
二
五
・
一
二
(
前
註
(
幻
)
を
参
照
)
、
お
よ
び
、

A
V
二
・
六
九
↓
レ
l
ン
法
七
一
・
六
(
本
章
・

C
、
(
四
)
・

(
3
)
・
@
、
お
よ
び
、
前
註

(m)
・

①
・
①
を
参
照
)
で
、
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
に
関
し
て
も
同
趣
旨
の
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

②
も
う
一
つ
の
相
違
は
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
が
例
外
と
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、

A

V
二
・
六
七
で
は
「
裁
判
官
に
対
す
る
裁
判
権
を
も

っ
(
か
ら
こ
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
レ
l
ン
法
七
一
・
こ
で
は
「
い
か
な
る
グ
ラ
l
フ
も
(
裁
判
権
レ
l
ン
を
)
授
封
さ
れ
た
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス

な
し
に
は
裁
判
集
会
を
開
き
え
な
い
か
ら
」
に
「
改
訂
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
改
訂
」
は
な
ぜ
行
わ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
な
ぜ
必
要
に
な
っ

た
の
か
。
こ
の
間
題
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
「
ラ
ン
ト
法
」
の
二
つ
の
条
項
で
あ
る
。

@
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
二
は
、
グ
ラ
l
フ
が
裁
判
集
会
を
開
く
手
続
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
彼

(
H
裁
判
官
、
こ
の
場
合
グ
ラ
l
フ
)

は
彼
の
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
前
で
自
ら
を
法
へ
と

(
H
裁
判
集
会
の
開
催
を
)
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
に

最
初
の
判
決
を
訊
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
(
今
)
裁
判
集
会
の

(
H
裁
判
集
会
を
開
く
べ
き
)
時
(
刻
)
(
具
体
的
に
は
、
午
前
中
)
で
あ
る
か
を
、
ま

た
、
次
の
こ
と
を
(
訊
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
、
彼
(
H
自
分
)
は
裁
判
集
会
の
妨
害
お
よ
び
騒
擾
を
禁
止
す
べ
き
か
を
」
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

グ
ラ
l
フ
が
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
な
し
に
は
裁
判
集
会
を
開
き
え
な
い
理
由
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
(
「
前
稿
」
(
二
)
、
八
一
七
頁
を
参
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説号&
ロ問

官
)
。@
し
か
し
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
三
で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
二
と
同
じ
く
、
「
首
に
関
す
る
、
お

よ
び
、
手
に
関
す
る
回
目
丘
町
宮
町
で
あ
る
レ

i
ン
は
、
第
四
の
手
に
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
に
つ
い
て
、
「
た
だ
し
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト

(
H
グ
ラ
l
フ
職
)
の
中
の

(
H
そ
れ
に
含
ま
れ
る
)
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
だ
け
は
除
く
」
と
い
う
例
外
を
設
け
、
そ
の
理
由
を
(
レ
i
ン
法
七
一
・
二

よ
り
は
や
や
厳
密
に
)
「
い
か
な
る
裁
判
官

(
H
グ
ラ
l
フ
)
も
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
な
し
に
は
正
規

(
H
定
例
)
の
裁
判
集
会
を
開
く
こ
と
を
え
な
い
か

ら
」
と
い
う
点
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
裁
判
官
が
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
な
し
に
正
規
の
裁
判
集
会
を
聞
く
こ
と
を
え
な
い
」
(
付
随
的
)
理
由

と
し
て
、

A
V
二
・
六
七
が
挙
げ
た
の
と
同
じ
、
「
裁
判
官

(
H
グ
ラ
l
フ
)
が
訴
え
ら
れ
る
(
あ
る
い
は
、
訴
え
ら
れ
た
)
場
合
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス

が
彼

(
M
グ
ラ
l
フ
)
の
責
に
つ
い
て
の
裁
判
官
で
あ
る
か
ら
、
彼

(
H
グ
ラ
l
フ
)
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
前
で
応
訴
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
、

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
、
さ
ら
に
、
「
同
じ
よ
う
に
王
官
伯
は
皇
帝
に
対
す
る
、
ま
た
、
城
塞
伯
は
辺
境
伯
に
対
す
る
(
裁
判
官
で
あ
る
こ
こ
と
を

「
補
足
」
し
て
い
る
(
「
前
稿
」
(
二
)
、
註
(
国
)
を
参
照
)
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
記
述
(
お
よ
び
、
そ
の
た
め
の
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
(
権
)
に
関
す
る
よ
り
具
体
的
な
省
察
)
が
、

A
V
二
・
六
七
↓
レ

l
ン
法
七
一
・
二
の
「
改
訂
」
の
契
機
な
い
し
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
に
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
@

の
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
三
に
お
い
て
こ
の
「
改
訂
」
が
す
で
に
「
先
取
り
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
推
定
の
た
め
に
決
定
的
な
意
味

を
も
っ
と
思
わ
れ
る
。

(
山
)
前
註
(
川
)
に
紹
介
し
た
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
説
明
と
比
較
さ
れ
た
い
。

(
叫
)
こ
れ
に
対
し
て
、
対
応
す
る
レ

l
ン
法
七
一
・
一
一
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
な
ん
ぴ
と
も
、
彼
に
封
与
さ
れ
て
い
る
胸
骨
忌
度
目

(
H
裁
判

マ
ル
ク
、
、
、
、
、
、
、
、

権
・
裁
判
管
区
)
を
封
与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と
を
え
な
い
、
た
だ
し
そ
れ
が
、
辺
境
領
お
よ
び
そ
の
他
の
旗
レ
l
ン
に
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
が

そ
う
し
て

(
H
属
し
て
)
い
る
よ
う
に
、
彼
の

(
H
彼
に
授
封
さ
れ
た

)
m
E
Sお
に
属
し
て
い
る

g
a
m『
罪
開
包
n
z
s
(
H
特
別
な
(
つ
ま
り
、
そ
れ
と

し
て
特
定
さ
れ
た
)
裁
判
管
区
)
で
あ
る
場
合
は
別
で
あ
り
、
こ
れ
を
彼
は
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
適
法
に

は

(E円

ass)
一
年
を
こ
え
て
自
由
な

(
H
授
封
し
な
い
)
状
態
で
保
持
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
同
じ
よ
う
に
国
王
は
い
か
な
る
旗
レ

l
ン
を
も

(
そ
う
す
る
H

一
年
以
上
授
封
せ
ず
に
保
持
す
る
こ
と
が
)
で
き
な
い
」
。

こ
の
条
項
と
対
応
す
る

A
V
二
・
六
八
と
の
相
違
は
次
の
四
つ
の
点
に
認
め
ら
れ
る
。
①
富
島

2
B
の
語
が
す
べ
て
開
。
丘
町
宮
町
と
訳
さ
れ
、
前

条
(
レ
l
ン
法
七
一
・
一
一
)
の

m
E
Sお
(
A
V
二
・
六
七
で
は

z
a
g
E
F
O
R
P
Eロ
)
と
の
連
続
性
・
同
一
性
が
直
接
的
な
形
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
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ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制 (3)

マ

ル

ク

②
「
辺
境
領
お
よ
び
そ
の
他
の
旗
レ

l
ン
に
そ
う
し
て

(
H
属
し
て
)
い
る
よ
う
に
」
の
一
文
が
「
補
足
」
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
条
項
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
凹
E
n
z
o
と
そ
れ
に
属
す
る

g
E色
野
間
色
nzg
が
具
体
的
に
は
(
少
な
く
と
も
主
に
)
「
(
世
俗
)
諸
侯
領
(
な
い
し
諸
侯
権
)
」
と

「
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
の
レ
ベ
ル
に
か
か
わ
る
こ
と
が
(
い
ち
だ
ん
と
)
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
③
「
特
別
な
裁
判
管
区
(
な
い
し
、
裁
判
権
)
」
を

(
又
)
授
封
せ
ず
に
手
許
に
保
持
で
き
る
期
限
が
「
一
年
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
④
こ
の
条
項
に
、
国
王
に
つ
い
て
も
一
年
を
こ
え
る
旗
レ

i
ン

の
留
保
禁
止
が
は
じ
め
て
|
|
そ
れ
も
諸
侯
に
対
す
る
「
特
別
な
裁
判
管
区
(
・
裁
判
権
こ
の
留
保
禁
止
と
の
並
び
で
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
同

じ
文
脈
で

l
l
姿
を
見
せ
、
そ
の
「
公
的
」
性
格
、
な
い
し
、
そ
れ
を
(
い
た
ず
ら
に
休
止
さ
せ
る
こ
と
な
く
)
有
効
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
意

図
が
(
い
ち
だ
ん
と
)
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
③
と
特
に
④
は
、
前
註
(
印
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
授
封
強
制
」
説
と

の
関
連
で

(
H
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
を
そ
の
論
拠
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
)
重
要
で
あ
る
が
、
同
説
に
つ
い
て
は
そ

こ
で
も
挙
げ
た
「
前
稿
」
合
乙
、
八
O
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
出
)
前
註
(
悶
)
お
よ
び

(M)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
レ

1
ン
法
七
六
・
一

H

「
家
臣
は
彼
の
主
君
に
対
し
(
主
君
が
彼
に
負
う
)
債
務
の
た
め

(
H
債
務
に
充
て
る
た
め
)
に
差
押
え
を
行
い
ま
た
(
主
君

を
)
さ
『
同
町
江
町
宮
町

(
H
ラ
ン
ト
法
廷
で
)
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
彼
(
日
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
彼

(
H
主
君
)
の
家
臣
た
ち
の
前

(
H
レ
ー

ン
法
廷
)
で
そ
れ
に
つ
い
て
法
(
H
裁
判
)
を
拒
ん
だ

(
5
2
z
g
開
。
垣

g
m
g官
2
2
)
場
合
、
彼
(
H
家
臣
)
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
証
人
を
有
す
る

な
ら
ば
」
。

な
お
、

A
V
(
三
・
二
二
と
一
体
の
形
で
書
か
れ
て
い
る
)
三
・
二
一
b
の
お
巳
勺

E
g
a』
E
B
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
む
し
ろ
「
抵
当
を
取
る
」

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
つ
づ
く
三
・
一
三
で
は
(
同
じ
こ
と
を
言
う
の
に
)
g
e
B
(
H℃
a
E
S
)
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
む

し
ろ
右
の
レ

l
ン
法
七
六
・
一

(
H
宮
邑
g)
に
合
わ
せ
て
「
(
あ
る
い
は
、
差
押
え
を
行
い
ご
と
い
う
補
正
を
施
し
て
お
い
た
。
ま
た
、
昨

g
g

加

E
包
ヨ
o
巳
闘
の
語
は
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
で
起
こ
さ
れ
る
訴
え
を
指
し
て
い
る
が
、
レ
ー
ン
法
七
六
・
一
に
は
そ
れ
に

対
広
す
る
お
n
F
g
r
z常
の
語
が
姿
を
見
せ
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
(
「
ド
イ
ツ
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
i
ゲ
ル
」
に
お
け
る
)
『
R
F
g
r
z需
の
語
は

(
少
な
く
と
も
主
に
)
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
け
る
訴
え
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
、
(
少
な
く
と
も
)
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
訴
え
だ
け
を
指
す
こ
と
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た

a
n
F
S
E
E明
白
の
用
語
法
も
、
(
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
を
そ
れ
と
し
て
省
察
し
た
結
果
)
「
レ

i
ン
法
」

で
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
改
め
て
別
稿
で
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
出
)
ラ
ン
ト
法
七
六
・
二

H

「
し
か
し
、
主
君
が
彼
の
家
臣
(
か
ら
何
か
)
を
強
奪
す
る
な
ら
ば
、
彼
〈
H
家
臣
)
は
彼
の
ラ
ン
ト
(
法
上
の
)
裁
判
官
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説
至急也
附句

の
前

(
H
法
廷
)
で
(
ぐ
2
a
s
o
E
M丘
町
宮
町
『
町
)
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
、
い
ず
れ
の
犯
罪

(
5
m
g
n
E
8
)
に
つ
い
て
も
、
彼

(
H
主
君
)
を
訴

え
、
ま
た
、
彼

(
H
主
君
)
に
対
し
て
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
彼

(
H
主
君
)
に
彼
の

(
H
家
臣
が
受
領
し
て
い
た
)
所
領
を
返
還
す
る
(
宮
町
)

に
及
ば
な
い
、
彼

(
H
家
臣
)
が
主
君
を
、
彼
(
H
主
君
)
が
彼

(
H
家
包
)
に
法

(
H
裁
判
)
を
拒
絶
す
る
(
『
o
n
g
g
寝
耳
伺
仲
間

S
F
2
2
)
ま
で
彼

(
H
主

君
)
の
家
臣
た
ち
の
前

(
H
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
)
で
訴
え
て
い
た
場
合
に
は
」
。
こ
の
条
項
で
は
、

A
V
三
・
一
四
の
ヨ
白
(
暴
力
)
に
代
わ
っ
て

E
開
呂
町
宮
お
の
語
が
登
場
し
、
ま
た
、
「
E
E
a
E
O
(法
廷
に
)
や
っ
て
き
て
」
が
「
〈
。
2
5
Z
S
E
Sお
お
(
H
彼
の
ラ
ン
ト
裁
判
官
の
前
で
)
訴
え
る
」

と
「
改
訂
」
さ
れ
た
こ
と
|
|
前
述
(
二
)
・

(2)
を
参
照
ー
ー
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
裁
判
所
」
(
な
い
し
「
法
廷
」
)
が
紛
れ

も
な
く
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
条
項
で
「
身
を
守
る
」
と
い
う
表
現
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
に

つ
い
て
は
、
次
註
(
出
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
「
前
稿
」
(
二
)
、
八
O
六
九
八
O
七
頁
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
は
家
臣
や
臣
民
が
主
君
や
国
王
に
対
し
て
「
抵
抗
権
」
を

も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
の
論
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
(
特
に
)
ラ
ン
ト
法
一
二
・
七
八
・
一
と
二
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に

お
け
る
「
法
」
の
あ
り
方
を
体
系
的
に
分
析
す
れ
ば
、
国
王
や
主
君
に
対
す
る
「
抵
抗
権
」
を
一
般
的
・
全
面
的
に
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
ラ

ン
ト
法
上
の
裁
判
を
正
し
く
お
こ
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
た
め
に
協
力
す
る
「
公
的
」
な
義
務
が
、
主
従
問
な
い
し
親
族
聞
の
「
私
的
」
な

司
2
0
の
義
務
に
優
先
す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

A
V
コ
了
一
四
(
お
よ
び
レ
ー
ン
法
七
六
・
二
)

に
お
い
て
、
家
臣
が
主
君
(
の
暴
力
)
に
対
し
て
「
身
を
守
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
家
臣
が
主
君
を
ま
ず
レ
l
ン
法
廷
で
訴
え

る
こ
と
を
前
提
に
し
、
さ
ら
に
(
裁
判
矩
絶
の
場
合
に
は
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
も
訴
え
る
こ
と
と
結
び
つ
い
た
(
も
の
と
理
解
で
き
る
)
形
で
書
か
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
加
)
前
註
(
似
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
出
)
前
註
(
邸
)
・
①
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
仰
)
こ
の
条
項
で
は
な
号
F
S
の
語
が
「
教
会
(
法
上
)
の
裁
判
管
区
」
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、

四
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
抑
)
な
お
、
レ
l
ン
法
六
九
・
二
一
は
、
「
し
か
し
、
あ
る
者
に
対
し
平
和
と
祝
日
の
平
和
(
含
三
円
四
)
を
(
同
時
に
)
破
る
(
H
あ
る
者
を
祝
日
に
攻
撃

す
る
)
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
一
つ
の
事
件
の
ゆ
え
に
二
度
罰
金
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
色
町
百
四
君
主
同
町
古
田
町

E
E
m
a
m
B
m
m白
山
田
晋
宮
B
m

m
g
n
g
o
(
世
俗
の
裁
判
所
と
教
会
の
そ
れ
に
l
l
l
石
川
、
同
上
、
註

(mM)
を
参
照
)
、
(
下
略
こ
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も

m包
nFB
の
諾
は
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ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト市Ij(3) 

「
教
会
の
裁
判
所
」
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
条
項
は
ラ
ン
ト
法
一
・
五
コ
了
四
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
(
下
略
の
部
分
で
や
や
詳
し

く
し
て
)
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
ラ
ン
ト
法
」
執
筆
後
に
「
補
足
」
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
あ
る
ま
い
(
な
お
、
「
邦
訳
」

で
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
三
・
四
の
ぢ
加
g
E
r
o
g
o
g
n
F
8
5且
0
3
5円冨
o
g
s
o
を
「
宗
教
的
な
法
お
よ
び
世
俗
的
な
そ
れ
に
従
っ
て
」
と
訳
し
て
い
る
が
、

レ
l
ン
法
六
九
・
二
一
を
参
照
す
れ
ば
、
当
然
「
教
会
の
裁
剥
所
お
よ
び
世
俗
の
そ
れ

(
H
裁
判
所
)
に
」
と
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)

0

(m)
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
二
三
頁
以
下
で
詳
論
し
て
お
い
た
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
な
お
、
こ
の
レ
l
ン
法
五
五
・
入
は
、
「
誰
で
あ
れ
、
所
領
が
質
と
し
て
(
あ
る
い
は
、
質
入
れ
の
た
め
に
)
(
S
明書
C
S刊
)
封
与
さ
れ
る
、
と
言

う
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
け
だ
し
な
ん
び
と
も
質
を
封
与
す
る
こ
と
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
始
ま
り
、

「
封
与
さ
れ
た
質
は
レ
l
ン
で
も
な
け
れ
ば
質
で
も
な
い
」
と
い
う
文
章
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
著
者
ア
イ
ケ
は
こ
(
れ
ら
)
の
条
項
で
、

質
入
れ
の
た
め
の
授
封
が
で
き
る
と
す
る
見
解
を
論
駁
し
、
質
入
れ
が
法
的
に
有
効
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
そ
れ
を
ラ
ン
ト
法
廷
で
行
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
そ
の
論
拠
に
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
前
稿
」
(
三
)
、
一
一
八
七
1
一
一
八
八
頁
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ザ

ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
で
こ
う
し
た
「
議
論
」
が
(
力
を
こ
め
て
)
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
ず
し
も
現
実
で

な
い
こ
と
l
|
こ
の
場
合
に
は
、
質
入
れ
の
た
め
の
授
封
が
当
時
(
少
な
く
と
も
)
か
な
り
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
|
ー
の
傍
証
に
な
る
、
と

い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
m
-
a
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
出
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
た
と
え
ば
レ

l
ン
法
人
・
一
、
人
・
二
、
一
一
一
一
一
・
一
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
女
性
と
の
共
同
授
封
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
お
い
て
さ
ら
に
後

述
す
る
。

(
却
)
「
前
稿
」
(
三
〉
、
註
(
加
)
に
訳
出
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
四
は
、
こ
の
あ
と
、
裁
判
権
レ

l
ン
に
つ
い
て
(
も
)
ゲ
デ
イ
ン

ゲ
を
授
封
す
る
こ
と
は
こ
の
意
味
で
の
「
共
同
授
封
」
に
は
当
た
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

(
加
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
四
五
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
郡
)
本
文
で
、
「
(
原
則
と
し
て
)
」
の
一
句
を
補
っ
た
の
は
、
レ
ー
ン
法
六
一
・
二
が

i
l
「
前
稿
」
(
三
)
、
註
(
加
)
に
訳
出
し
た
よ
う
に
|
|

「
彼
の
主
君
が
死
亡
し
、
ま
た
は
、
彼

(
H
主
君
)
が
そ
れ

(
H
裁
判
権
レ
!
と
を
(
上
級
主
君
に
)
返
還
し
た
場
合
」
、
(
つ
ま
り
主
君
に
異
動
が
あ
っ

た
際
の
)
、
「
彼

(
H
家
臣
)
が

m
g
n
F
S
を
(
改
め
て
)
受
領
す
べ
き
彼
の
年
期
の
間
」
を
例
外
と
し
て
こ
の
原
則
か
ら
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
却
)
「
追
放
」
は
下
級
の
裁
判
管
区
限
り
の
そ
れ
か
ら
、
順
次
上
級
裁
判
管
区
限
り
の
そ
れ
へ
と
「
格
上
げ
」
さ
れ
、
最
後
「
ラ
イ
ヒ
の
ア
ハ
ト
」
に
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説論

な
る
が
、

B
n
F
E
2
と
宣
告
さ
れ
、
ア
イ
ゲ
ン
や
レ

l
ン
を
剥
奪
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
「
ラ
イ
ヒ
の
ア
ハ
ト
」
の
中
に
一
年
と
一
日
以
上
い
た
者

(
H
「
上
級
ア
ハ
ト
」
に
処
せ
ら
れ
た
者
|
|
ラ
ン
ト
法
三
・
一
二
回
・
三
を
参
照
)
だ
け
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
八
・
二
を
参
照
)
。
な
お
、
(
ラ
ン
ト
法

上
)
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
レ

l
ン
法
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
、

(
1
)
で
前
述
し
た
レ

l
ン
法
ニ
コ
了
一
と
一
二
・
一
一
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
邸
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
三
)
、
註
(
捌
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
そ
こ
に
訳
出
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
五
は
、
そ

の
後
ひ
き
つ
づ
き
、
「
ま
た
、
誰
で
あ
れ
そ
の
m
g
n
E
B
(
H
裁
判
権
レ
l
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
た
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
権
・
裁
判
管
区
)
を
判
決
を
も
っ

て
剥
奪
さ
れ
た
者
も
、
彼
が
そ
れ
を
引
き
(
あ
る
い
は
、
請
け
)
戻
さ
な
い
間
は

(
H
裁
く
、
な
い
し
、
裁
判
す
る
こ
と
を
え
な
い
)
」
、
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
の
レ

l
ン
を
「
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
者
」
は
そ
れ
を
引
き
(
な
い
し
、
請
け
こ
戻
す
べ
き
年
期
の
問
そ
の
レ
ー

ン
を
占
有
・
支
配
し
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
点
も
あ
る
の
で
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(m)
な
お
、
レ

i
ン
法
二
六
・
七
に
は
、
世
田
明
n
d
a
w
(
H
封
相
続
人
が
未
成
然
の
問
、
レ
ー
ン
法
上
の
後
見
人
(
多
く
の
場
合
、
主
君
)
が
所
領
か
ら
の
収
益

を
取
得
す
る
権
利
、

B5-w
と
も
言
、
つ
)
に
つ
い
て
、
加
刊
号
宮
町

(
H
裁
判
権
レ
l
ン
)
の
場
合
の
特
例
が
出
て
く
る

(
H
「
g
5
5
に
つ
い
て
は
レ
i
ン
法

(
上
の
権
利
、
こ
の
場
合
は
(
又
)
授
封
権
)
も
レ
l
ン
に
対
す
る
さ
布
。
(
i
)
(
H
レ
l
ン
の
承
継
)
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人

(
H
レ
l
ン
法
上
の
後
見

人
、
な
い
し
、
主
君
)
は
加
g
n
F
S
に
つ
い
て
は
自
明
og--o
を
封
与

(
H
(
又
)
授
封
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て

S
布。
(

U

)

(

こ
の

場
合
は
、
授
封
更
新
請
求
権
)
は
な
い
。
ま
た
人

(
H
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
を
授
封
さ
れ
た
家
臣
)
は
そ
れ
を
息
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
(
レ
ー

ン
そ
の
も
の
を
)
授
封
さ
れ
た

(
H
被
後
見
人
で
あ
る
)
子
が
死
亡
し
あ
る
い
は
成
熟
に
達
し
た
時
に
終
る
」

l
ー
な
お
、
こ
の
条
項
の
さ
百
o
の
語
に
つ
い
て

は
、
前
註
(
%
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
が
、
こ
の
場
合
、
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
は
「
所
領
か
ら
の
収
益
を
取
得
す
る
権
利
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
特
例
を
少

な
く
と
も
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
特
徴
だ
け
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
が
(
実
質
的
に
)
前
註
(
捌
)
で
レ

l
ン
法
一
一
・
二
と
の

関
連
で
触
れ
た
、
ま
た
、
や
が
て
レ
l
ン
法
六
0
・
一
と
の
関
連
で
改
め
て
触
れ
る
「
定
期
金
レ

l
ン
」
で
あ
る
可
能
性
も
決
し
て
小
さ
く
は
な

い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
煩
を
避
け
る
た
め
、
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
こ
の
間
題
に
は
そ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

(
捌
)
な
お
、
レ

l
ン
法
六
九
・
六
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
捌
)
・
①
で
も
触
れ
た
。

(
却
)
前
註
(
別
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
レ

l
ン
法
六
九
・
八
に
お
け
る
「
定
義
」
(
の
発
見
)
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
閉
山
)
を
参
照

さ
れ
た
い
。

(m)
こ
れ
も
旧
稿
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
は
、
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
と
参
審
自
由
人
の
犯
罪
を
裁

く
た
め
に
は
、
裁
判
権
レ

l
ン
と
し
て
(
上
級
の
裁
判
官
か
ら
)
授
封
さ
れ
た
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
ほ
か
に
、
国
王
か
ら
直
接
に
「
国
王
の
罰
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令
権
」
を
(
「
臣
従
礼
な
し
に
」
)
受
領
す
る
必
要
が
あ
り
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
こ
れ
ら
二
つ
の
事
案
を
含
む
「
す
べ
て
の
訴
え
」
に
つ
い
て

裁
く
権
限
を
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
の
中
で
、
ま
さ

し
く
レ

i
ン
法
六
九
・
八
の
「
定
義
」
通
り
、
ア
イ
ゲ
ン
と
(
特
に
参
考
自
由
人
を
含
む
)
す
べ
て
の
者
の
生
命
(
刑
)
に
関
す
る
裁
判
権
が
特
に
重

要
な

(
H
枢
軸
的
な
)
位
置
を
含
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
が
「
国
王
の
(
も
つ
)
権
力
」
の
核
心

に
位
置
す
る
こ
と
は
、
「
国
王
」
の
週
間
(
が
「
(
最
高
の
)
裁
判
官
」
・
「
(
最
高
の
)
裁
判
権
者
」
・
「
国
王
罰
令
権
の
授
与
者
」
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
る
用
例

が
全
用
例
の
半
ば
に
達
す
る
、
と
い
う
そ
)
の
用
語
法
に
も
反
映
し
て
い
る
(
「
前
稿
」
(
二
)
、
人
O
五
1
八
O
六
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
却
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ

i
ピ
1
ゲ
ル
に
お
い
て
、
自
説
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
た
め
に
(
力
を
こ
め
て
)
「
議
論
」
を
展
開
し
て
い
る
場
合
に
、
本
文
で

述
べ
た
よ
う
な
想
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註

(m)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
本
文
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
レ
ー
ン
法
七
三
・
二

(
H
「彼

(
H
「
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
客
人
」
、
具
体
的
に
は
「
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
」
)
は
そ

れ
(
H
小
作
地
)
を
も
と
に
凹
g
n
F
S
(
H
世
俗
の
裁
判
所
、
具
体
的
に
は
(
主
に
)
ゴ

l
グ
ラ
l
ク
の
そ
れ
)
お
よ
び
E
E
(
H
教
会
裁
判
所
、
具
体
的
に
は
主

任
司
祭
の
そ
れ
)
に
参
集
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
)
の
中
の
な
ユ
n
z
m
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
を
指
し
、
し
か
も
こ
の
法
文
が
「
ラ
ン
ト
法
」
(
一
-

二
・
一
と
四
)
に
対
応
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
却
)
以
上
、
「
レ
l
ン
法
」
で
「
改
一
訂
」
・
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
に
開
E
S
B
お
よ
び
ユ
n
Z
8
8
の
語
が
現
れ
る
ケ
l
ス
に
つ
い
て
は
、
註
で
検
討
し
た

も
の
を
も
含
め
る
と
、
レ
ー
ン
法
六
0
・
一
を
徐
き
す
べ
て
検
討
を
す
ま
せ
た
こ
と
に
な
る
が
、
残
さ
れ
た
レ

l
ン
法
六
0
・
一
に
つ
い
て
は
、

便
宜
上
、
後
註
(
加
)
で
取
り
上
げ
る
。

(
邸
)
前
註
(
加
)
・
(
捌
)
・
(
加
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
本
稿
で
の
「
作
業
仮
説
」

を
前
提
に
す
れ
ば
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」

(
H
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
1
ゲ
ル
・
レ

l
ン
法
」
の
ラ
テ
ン
語
原
本
)
に
は
、
そ
れ
を
ラ
テ
ン
語

か
ら
ド
イ
ツ
語
へ
移
す
に
際
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
」
の
ラ
テ
ン
語
原
文
が
成
立
し
た
後
に
も
、
(
少
な

く
と
も
)
何
が
し
か
の
「
補
筆
」
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
(
「
序
章
」
、
(
四

γ
@を
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l

ト
ウ
ス
」
の
末
尾
近
く
に
位
置
す
る
A
V
二
・
六
七
と
二
・
六
八
、
お
よ
び
、

A
V
三
・
二
一

b
l
三
・
一
四
に
つ
い
て
は
、
常
に
そ
の
可
能
性

を
念
頭
に
置
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
確
か
な
見
通
し
を
立
て
る
た
め
に
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

の
全
面
的
・
体
系
的
検
討
が
必
要
に
な
る
の
で
、
本
稿
で
は
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
止
め
ざ
る
を
え
な
い
。

(m)
前
註
(
加
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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(
捌
)
こ
の
こ
と
が
国
制
の
(
積
極
的
)
構
成
要
因
と
し
て
の
レ

l
ン
法
の
限
界
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
三
)
、

八
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
仰
)
で
述
べ
た
レ
l
ン
法
七
一
・
一
二
(
と
対
応
す
る
A
V
二
・
六
八
と
の
相
違
)
を
も
う
一
度
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
前
註
(
加
)
・
(
加
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
が
石
川
「
裁
判
(
権
こ
の
主
題
で
あ
っ
た
が
、
特
に
そ
の
「
結
び
」
に
当
た
る
三
(
一
一
一
一
丁
一
一
一
一
一
一
頁
)
を
参
照

さ
れ
た
い
。

(
仰
)
「
前
稿
」
(
一
一
一
)
(
三
、
特
に
そ
の
(
四
)
|
|
一
一
八
六
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
拙
)
本
文
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
「
レ
l
ン
法
」
に
は
も
う
一
つ
、

A
V
に
対
応
条
項
の
な
い
条
項
で
明

g
s
g
の
語
が
現
れ
る
条
項

が
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
レ
l
ン
法
六
0
・
一
が
そ
れ
で
あ
る
。

レ
i
ン
法
六
0
・一

H

「
誰
で
あ
れ
授
封
(
を
受
け
る
こ
と
)
な
し
に
不
法
な
占
有
の
中
に
い
る

(
H
所
領
を
不
法
に
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
し
て

い
る
)
(
g
E
E
2
Z
R
宅
向
町
田
三
者
が
あ
り
、
彼
が
そ
れ

(
H
不
法
な
占
有
)
を
、
こ
の
所
領
は
彼
の

(
H
彼
に
借
地
と
し
て
貸
し
与
え
れ
た
)
小
作
地

(
円
吉
田
空
同
)
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
(
立
証
・
)
保
持
し
よ
う
と
し
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
彼
が
そ
れ
に
つ
い
て
(
証
人
と
し
て
)
引
き

プ

ル

ク

合
い
出
す
(
な
い
し
、
出
し
た
)
者
も
承
認
す
る
場
合
、
人
は
次
の
こ
と
を
承
知
す
べ
き
で
あ
る
、
(
す
な
わ
ち
)
な
ん
ぴ
と
も
城
塞
を
、
ま
た
都
市

も
、
ま
た
凹

gnzsも
、
ま
た
家
臣
の

(
H
家
臣
に
授
封
さ
れ
た
)
所
領
に
も
と
づ
く
勤
務
を
も
、
と
り
わ
け
彼
の
(
レ
i
ン
法
上
の
)
同
身
分
者

(
H

彼
と
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者
)
や
自
分
よ
り
(
ヘ
|
ル
シ
ル
ト
制
の
上
で
)
上
位
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
賃
料

(
H
小
作
料
)
と
引
き
か
え
に
貸
し
出
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
主
君
が
、
ま
た
そ
の
伺
E
n
E
8
が
及
ぶ
人
々

(
H
裁
判
管
区
民
)
ま
た
は
そ
の
勤
務
が
及
ぶ
家
臣
が
、
彼
に
つ
い
て
そ
れ

(
H
不
法
な
占
有
・
支
配
)
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
と
い
う
こ
と
を
こ
。

こ
の
条
項
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
条
項
の
主
旨
が
そ
の
前
段
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
こ
で
著
者
ア
イ
ケ
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
あ
る
所
領
を
(
主
君
か
ら
の
)
授
封
を
受
け
る
こ
と
な
く
(
レ
l
ン
と
し
て
)
占
有
・
支
配
す
る

こ
と
は
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
前
提
に
し
て
、
あ
る
家
臣
が
そ
の
(
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
)
の
か
ど
で
主
君
か
ら
問

責
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
所
領
は
(
第
三
者

l
l後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
多
く
の
場
合
、
同
じ
主
君
の
家
臣
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
ー
ー
か
ら
)
賃
料

(
H
小
作
料
)
と
引
き
か
え
に
借
り
受
け
た
「
小
作
地
」
で
あ
る
、
と
言
い
逃
れ
を
し
、
さ
ら
に
彼
が
証
人
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た
者

(
H
第
三

者
)
も
彼
の
主
張
を
裏
づ
け
る
証
言
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
家
臣
の
主
張
は
却
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

J¥ 
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こ
の
点
は
、
レ

l
ン
法
六
0
・
一
の
後
段
を
暫
く
措
い
て
、
そ
の
直
後
に
つ
づ
く
レ

l
ン
法
六
0
・
二
H

「
し
か
し
(
む
し
ろ
、
ま
た
て
水
車

場

(
H
粉
磁
場
)
お
よ
び
造
幣
所
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
税
関
(
か
ら
の
収
益
)
お
よ
び
賃
料

(
H
小
作
料
)
ま
た
は
賃
租

(
1
a
o
)
と
引
き
か
え
に

貸
し
出
さ
れ
て
い
る
フ

l
フ
エ

(
H
耕
地
)
ま
た
は
土
地
を
、
な
ん
ぴ
と
も
も
う
一
度
賃
料
(
も
ち
ろ
ん
小
作
料
を
含
む
)
と
引
き
か
え
に
、
人
が
そ

れ
を
法
(
の
定
め
)
に
よ
っ
て
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
に
、
貸
し
出
す
こ
と
を
え
な
い
。
誰
で
あ
れ
適
正
に

(
8
a巳
共
同
)
小
作
地

主
目
前
官
同
)
を
受
領
し
よ
う
(
あ
る
い
は
、
も
と
う
)
と
す
る
者
は
、
そ
れ
を
自
分
で
耕
作
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
彼
の
下
僕

(rssg)
が
(
そ
れ
を

耕
作
す
る
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
下
僕
に
そ
れ
を
耕
作
さ
せ
る
)
べ
き
で
あ
る
。
彼
が
そ
れ
を
他
の
者
た
ち
に
賃
料
(
H
小
作
料
)
ま
た
は
賃
租
と
引
き
か

え
に
貸
し
出
す
な
ら
ば
、
彼
自
身
が
そ
の
土
地
に
つ
い
て
不
法
な
小
作
人

(
5
8
n
Z
E
5
2
)
(と
い
う
こ
と
)
に
な
る
」

l
ー
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
は
っ
き
り
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
条
項
で
「
レ

l
ン
」
と
「
小
作
地
」
の
峻
別
が
説
か
れ
、
「
小
作
地
」
の
「
定
義
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
レ
ー
ン
法
六
0
・
一
で
問
責
の
事
由
と
さ
れ
て
い
る
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
が
、
主
君
か
ら
の
授

封
な
し
に
あ
る
所
領
を
(
単
に
占
有
・
支
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
)
レ

l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
こ
と
(
つ
ま
り
、
そ
れ
を
自
分
の
家
臣
に
又
授
封

す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
小
作
人
に
「
小
作
地
」
と
し
て
貸
し
出
す
こ
と
)
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
判
る
で
あ
ろ
う
。
(
序
に
一
言
す
る
と
、
レ
ー

ン
法
六
0
・
一
で
、
た
と
え
「
そ
の
こ
と
を
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
れ
に
つ
い
て
引
き
合
い
に
出
す
者
が
承
認
」
し
で
も
彼

(
H
家
臣
)
の
主
張
は
通
ら
な
い
、
と

さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
家
臣
が
「
そ
れ

(
H
そ
の
土
地
)
を
自
分
で
耕
作
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
彼
の
下
僕
が
(
そ
れ
を
耕
作
)
」
し
て
い
な
い
こ
と
は
周
知

の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
四
人
1
一五
O
頁
を
、
ま
た
、
「
レ
i
ン
」
と
「
小
作

地
」
の
峻
別
に
つ
い
て
は
、
向
上
、
一
五
一
一
一
1
一
五
四
頁
、
お
よ
び
、
次
註
(
初
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
0

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
留
保
し
て
お
い
た
レ

l
ン
法
六
0

・
一
の
後
段
で
、
「
城
塞
」
や
「
都
市
」
や
「
胸
骨
丘
町
宮
町
」
に
言
及
さ
れ
て
い

る
の
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
「
同
身
分
者
」
や
ま
し
て
「
自
分
よ
り
上
位
に
あ
る
者
」
に
対
し
て
「
賃
料
」
と
引
き
か
え
に
貸
し
出
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
う
る
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
、
(
自
分
の
)
家
臣
の
勤
務
を
伴
、
つ
所
領
の
(
つ
ま
り
、
レ
l
ン
と
し
て
の
)
占
有
・
支
配
を
そ
う
し
た
お
よ
そ
あ
り

そ
う
も
な
い
こ
と
と
同
列
に
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
鎮
の
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
「
小
作
地
」
と
言
い
逃
れ
を
す
る
こ
と
が
い
か
に
馬

鹿
げ
て
い
る
か
を
端
的
に
論
証
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
自
ず
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
(
な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
i

ゲ
ル
に
お
い
て
(
力
を
こ
め
て
)
「
議
論
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
現
実
か
ら
の
距
離
を
示
す
指
標
に
な
る
、
と
い
う
私
見
と
の

関
係
で
、
念
の
た
め
に
次
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
レ
l
ン
法
六
0
・
一
で
説
か
れ
て
い
る
原
則
に
反
し
て
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
の
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説

は
、
家
臣
が
主
君
か
ら
の
授
封
を
受
け
ず
に
あ
る
所
領
を
レ
!
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
を
「
小

作
地
」
で
あ
る
と
し
て
言
い
逃
れ
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
城
塞
」
・
「
都
市
」
・

zanyg」
が
賃
料
と
引
き
か
え
に
同
身
分
者
や
自
分
よ
り
上
位
の
者

に
貸
し
出
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
)
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
レ
ー
ン
法
六

0
・
一
は
な
ぜ
問
題
の
所
領
を
「
小
作
地
」
で
あ
る
と
言
い
逃
れ
を
し
、
ま
た
(
場
合
に
よ
っ
て
は
)

第
三
者
が
そ
の
主
張
を
支
持
す
る
証
言
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
レ

l
ン
」
と
「
小
作
地
」
の
区
別
が
(
現
実
に
は
)
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
(
だ
か

ら
こ
そ
レ
l
ン
法
六
0
・
こ
の
よ
う
な
「
補
足
」
が
必
要
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
必
要
と
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
(
本
稿
で
の

わ
れ
わ
れ
の
主
題
で
あ
る
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
(
の
原
則
)
と
も
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
家
臣
が
自
分
の

家
臣
仲
間
(
つ
ま
り
、
同
じ
主
君
の
他
の
家
臣
)
か
ら
所
領
を
授
封
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
(
少
な
く
と
も
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
っ
て
て
も
し
そ
れ
を
家
臣
が
「
公
然
と
」
認
め
れ
ば
(
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
原
則
に
従
っ
て
)
自
分
の
シ
ル
ト
が
下
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
は
と
も
か

く
と
し
て
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

m
g
n
uお
に
関
し
て
レ

l
ン
法
六
0
・
一
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
本
文
で
述
べ
た
こ
と

以
外
に
新
し
い
認
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
な
お
、
こ
れ
も
念
の
た
め
に
付
言
す
る
と
、
前
註
(
郷
)
で
指
摘
し
た

m
E
n
z
g
が
「
定
期

金
レ
l
ン
」
と
し
て
授
封
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
レ
ー
ン
法
六
0
・
一
は
|
|
そ
こ
で
は
常
ユ
n
E
B
が
「
城
塞
」
や
「
都
市
」
な
ど
特
別
な
「
防
備
」
を

施
さ
れ
た
も
の
と
肩
を
並
べ
て
登
場
し
て
く
る
か
ら
ー
ー
そ
の
手
が
か
り
に
は
な
り
え
な
い
)
。

論

北法51(2・110)484
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SUMMARY OF  CONTENTS 

Die Heerschildordnung irn Sachsenspiegel (3) 

- 1m Zusammenhang mit der Entstehung des Rechtsbuchs一

Takeshi ISHlKA WA * 

111. Exkurs -Zusammenhangende Probleme (Fortsetzung) 

C. egen im Sachsenspiegel-Lehnrecht 

1. Das Eigen im Sachsenspiegel stellt， im Gegensatz zur Leihe wie len oder tinsgut， 

ein eigenes Gut dar， und zwar eigentlich ein von den V詰ternererbtes， und weiter auf 

die Nachkommen zu vererbendes Gut. Dessen Hauptinhaber， Schoffenbarfreie， sind 

verpflichtet， das Gericht des Grafen aufzusuchen， um es zu unterstutzen， sie sind Mit-

位agerdes Granfengerichts. Nach der “Definition" unseres Spieglers selbst bildet die 

Gerichtsbarkeit uber das Eigen， neben der uber jedermanns Leben， eine Hauptsaule 

des “lantrecht"-Begriffs. Kein Wunder ist also， das das Eigen zu den Hauptthemen des 

Ssp-Landrechts gehり此

Die Inhaber des Eigens kりnnenes ihren Vasallen zu Lehen verleihen， d. h. namlich 

Eigenlehen. Infolgedessen erscheint das Wort egen auch im Ssp-Lehnrecht (in der 

Hauptsache) im Zusammenhang mit dem Eigenlehen. Ferner ist das Eigenlehen， wie 

eben in 111， B erw詰hnt，nicht nur， dem gemene lenrecht (substantiell dem recht len) 

gegenubergestellt， sondern das Wort egen kommt auch in den Artikeln vor， die sich 

auf den Heerschild beziehen. Wollen wir also nunmehr den Gerrauch dieses Worts im 

* Professor (emeritus) an der Hokkaido Universit詰t.
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Ssp-Lehr】rechtsuberprufen! 

2. 1m Ssp-Lehnrecht ist das Wort egen (im eben erklむtenSinne) an 16 Stellen in 8 

Artikeln gebraucht.95) Davon haben zwar 4 Artikel (8 Stellen) im AV eine ParaIle-

le，96) aber in 2 Artikeln (an 3 Stellen) erscheint das Wort an der im Lehnrecht erg泊zte

Stelle.97) Infolgedessen hat das Wort egen substantiell nur an 5 Stellen in 2 Artikeln 

ein entsprechendes in AV，98) an ubrigen 11 Stellen in 6 Artikeln hat es kein solches in 

AV.剛 DieseZiffer zeigen deutlich genug， das es sich auch b巴imEigen um ein erst 

im Ssp-Lehnrecht betrachtlich erganztes Thema handelt. 

3. Zunachst uber das Eigenlehen im Auctor v巴tusund in denjenigen Artikeln des Ssp-

Lehnr官chts，die im A V eine ParaIlele haben. 

1) AV II 5 und 11 6 (= Lnr. 65 g4)， die sich rnit der Frage besch己ftigen，wohin der 

Herr seinen Vasallen， um diesen zu beschuldigen， vorladen soll. Diese beiden Artikel 

sowie der entsprechende Artikel Lnr. 65 g4， der A V II 6 etwas korrigiert hat， sind aber 

bereits oben in III， B， 3， 3) nicht nur angefuhrt， sondem auch eingehend behandelt. 

2) AV II 69 und 11 70 (= Lnr. 71 g6)， die Unterschiede des Eigenlehens vom vulgare 

beneficium erklaren. Auch diese beiden Artikel sowie der entsprechende Artikei Lnr. 

71昔6sind bereits oben in III， B， 2， 2)， b) behandelt. 

3) Das ist schon alles， was der AV uber das Eigenl巴hen(unmittelbar) beschreibt. Zu-

sammenzufassen sei vorsichtshalber was daran besonders zu bemerken ist. 

a) Nach A V II 70 kann der Herr， der seine proprietas zu Lehen verliehen hat， faIls er 

es bedarf， sie beliebig zurucknehmen， nur wenn er sie dem Vasallen in Gestalt von 

Belehnung mit den Reichsgutem erstattet. Dies zeigt uns selbstverstandlich eine star-

kere Herrschafts-od. VerfugungsgewaIt des Herren uber sein Eigen， aber es fehlt nicht 

auch an Erwagungen der Vasallenrechte. 

95) Lnr. 54 ~I ， 65 ~4 (3mal)， 69 ~8 (5mal)， 71 ~6 (2mal)， ~7， ~15 ， ~17 ， 76 ~3 (2mal) (in einem 

nach-臼kischenTexte erscheint das Wort ubrigens 2mal in 2 ~7). In 2 Artikeln davon bezieht es sich 

auf borch. 1m ubrigen ist das Wort einmal (Lnr. 24 ~8) im Si即時間mLeibeigenen (wahrscheinlich 
vom unfreien Dienstmann) gebraucht. 

96) Lnr. 54 ~I = AV 1124， 65 ~4 (3mal) = II 5，6， 71 ~6 (2mal) = II 69， 70. 76 ~3 (2mal) = III 15. 

97) Lnr. 54 ~ 1， 76 ~3 (2mal). 

98) L町.65 ~4 (3mal) = AV II 5， 6， 71 ~6 (2mal) = II 69， 70 

99) L町 54~l ， 69 ~8 (5mal)， 7I ~7 ， ~15 ， ~17 ， 76 ~3 (2mal) 

北法51(2・491)865 H 
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b) Was das Erbrecht des Vasallen angeht. so konnen wir wohl schHesen. das er es 

auch am Eigenlehen innehat. obwohl keine ausdruckliche Bestimmung daruber zu白nden

ist.'曲)Auch das Erbrecht kann selbstverst泊ldlichim Sinn巴 derSicherstel¥ung der 

Vasallenrechte wirken. 

c) Dagegen ist ausdrucklich gesagt. das der Vasa¥l bein Herrenwechsel keinen 

Anspruch auf die Erneuerung der Belet】nungdamit hat. Soweit die Falle. wo das Gut an 

den Oberherren zuruckgeht.IOJ) anbelangt. so ist dies nur logisch. weil es in Bezug auf 

das Eigenleh巴nkein Oberhe町 existiert.Aber falls der Herr. der einen Lehnserben hat. 

stirbt. ware auch eine andere W油1logisch nicht ganz ausgeschlossen. ln Bezug auf 

solch einen Fa¥l kann sich soger eine Frage erheben. warrum man (nur) in diesem Fall 

Sicherstellung der Vasallenrechte uberhaupt nicht zu erw託gengebraucht hat. 

d) Diese Eig巴nschaftend巴sEigenlehens. a) und c). gelten aber nur insoweit. a¥s der 

Vasall. der das Eigen unmittelbar vom Herren zu Lehen巴rhaltenhat. in Frage kommt. 

Falls es von diesem Vasa¥len weiter v巴rliehenworden ist. gelten sie nicht mehr， viel-

mehr ist eine Tendenz oder Neigung zu erkennen， das Eigenlehen mふglichstan das 

Reichsgut如 zugleichen，wie es bereits ob巴nin III， B 3， 3) hingewiesen worden ist. 102) 

4. Nunmehr uber das Eigenlehen an den korrigierten Stellen und in den erg誌nzten

Artikeln des Ssp-Lehnrechts. 

1) Zunachst besch詰ftgenwir uns mit dem erg加ztenA口ikelLnr. 71 !i15， der oben 

in Fn. 79 angefuhrt ist. 

a) Jn der ersten H託lftebesagt der Artikel ausdrucklich， das (borch)man (beim Her-

renwechsel) die erneute Belehnung mit dem borchlene verlangen und (beim Mannfall) 

es vererben k飢 n.Das ist in AV III 1 (sowie in Lnr. 71 !i9)， der， wie oben in III， B， 2， 

2)， c) erwahnt， (prinzipiell) die Afterbelehnung mit dem urbanum beneficium untersagt， 

ω0) Vgl. dazu o. Fn. 78. Ubrigens sei zu bemerken. das AV II 70 (sowie Lnr. 71 *6) zu denjenigen 

Artikeln gehort. die zur Erklarung der Unterschiede der Sonder1ehen vom vulgare beneficium (od. 

recht len) bestimml sind. Vgl. dazu aber auch den unten in 4，2)， a) zu behandelnden Artikel Lnr. 76 

~3 ， 

101) Konkret gesagt， falls der Herr ohne Lehnserben st凶t，fa1ls er das Lehen dem Oberh聞叩

zuruckgibl， fa1ls ihm das Lehen mit Urteil des Lehngerichts (des Oberherren) abgesprochen wird， 

falls er， indem er seines Standesgenossen Vasal1 wird， seinen Schild herabsetzt und falls er seinem 

Vasa1len (die vasallistische Beziehung) aufkundigt 

102) Vgl. dazu auch o. Fn. 93. 
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noch nicht ausdrucklich gesagt.103) 

b) lndem in der zweiten H益lfteder Satz: al si beide borch unde borchlen egen des 

herren， de it eme gelegen hevet oder er ander hinzugefugt worden ist， ist aber die 

Eigenschaft des Eigenlehens insoweit verlorengegangen， weil ein Vasall， wie oben 

wiederholt hingewiesen， im allgemeinen eine emeute Belehnung mit dem Eigenlehen 

nicht verlangen darf. 

c) Hier mussen wir jedoch ganz genau uberdenke目、 wasin diesem Fall der Anspruch 

auf die Belehnungsemeuerung ko凶cretbedeutet， oder， auf welche konkreten Falle sich 

der Anspruch in diesem Artikel bezieht 

aa) Zunachst uber den Fall， das Burg und Burglehen beide Reichsgut sind. In diesem 

Fall verftigt der Burgmann freilich (das Afterbelehnungsrecht ausgenommen -dies ist 

auch allen anderen Fallen gemeinsam) sowohl uber das Erbrecht am Burglehen als auch 

uber den Anspruch auf die emeute Belehnung damit (und zwar im Var凶ltnisnicht nur 

zum Lehnserben des Herren， sondem auch zem Oberherren sowie zum anderen neuen 

Heπ巴n).

bb) Dann uber den Fall， das nur die Burg das Eigen des Herren ist. Auch in diesem 

Fall verfugt der Burgmann ebenfalJs sowohl uber das Erbrecht arn Burglehen als auch 

uber den Anspruch auf die emeute Belehnung darnit (und zwar im VerhaItnis nicht nur 

zum Lehnserben des Herren， sondem auch zum Oberherren)， weil es， soweit es das Burg-

lehen (:Reichsgut) angeht， fur den Burgmann einen Oberherren gibt. Insoweit gilt also 

jedenfaJ1s im Grunde dasselbe wie fur den Fall aa). Nur faJ1s der Burgherr aber ohne 

Lehnserben stirbt， ist die Burg， die sein Eigen gewesen ist， (infolgedessen auch die Stel-

lung des Burgherren) nach den landrechtlichen Regeln auf die landrechtlichen Erben 

(meistens auf seine Tochter) vererbt，l04J In diesem FaJI wird also der Kreis der He汀'en，

von denen der Burgmann unmittelbar die Belehnungsemeuerung verlangen soll， anders 

103) Vgl. dazu o. Fn. 100. Auch der Artikel AV III 1 (sowie der entsprechende Lnr. 71 *9) geh凸口zu

de泊IjenigenArtikeln， die zur Erklarung der Unterschiede der Sonderlehen vom vulga町 beneficium

(od. recht len) bestimmt sind 

ω4) V gl. dazu den in der 2. deutschen Fassung gleich danach erg加ztenArtikel Lnr. 71 *16 (=おe

aver borge unde borgere he附 ，Sllポhe，de恥ilesine kindere oder andere sine erven 10 lantechle 

oder臼 lenrech配 umbedeletsin mit der bo陀h，de borge陀 sintplichtich en al.伽加抑制問e，truwe 

附 deholt師附sene，alse en boge陀 simeherren附 senscal， se sin wif oder man， unde ere bo町hen 
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a1s im Fall鈎 ).105)

cc) Dann uber den Fa1I， daB umgekehrt nur das Burglehen das Eigen des Burgh巴汀en

ist， die Burg selbst dagegen zu den Reichsgutem geh谷氏.Dazu sei vor a1len Dingen zu 

bemerken， daB der Burgmann nunmehr in Bezug auf sein Burglehen keinen Oberherren 

hat. Deshalb kann sein Anspruch auf die emeute Belehnung mit dem Burglehen trotz 

des Wortlauts des Artikels keinesegs vollstandig sein， sondem er ist hochstens auf den 

Fall beschr白水t，daB der Burgherr Sるhneoder andere landrechtlichen Erben (meistens 

Tochter) hat und sein Eigen， das dem Burgmann zu Burglehen verliehen ist，昌ufsie vef-

巴rbtwird.I06) 

dd) Schlieslich uber den Fall， daB die Burg und das Burglehen beide das Eigen des 

Burgherren sind. Fur diesen Fall gilt eben das gleiche wie fur den Fall cc). Denn， 

einmal， auch in diesem FaU hat der Burgmann in Bezug auf sein Burglehen keinen 

Oberherren， zum anderen ist der Kreis der Herren， von denen der Burgmann， fa1ls der 

Herr seiner Eigen-Burg ohne Lehnserben (= Sるhne)stirbt， emeute Belehnung mit dem 

Burglehen verlangen k如 n，bereits im Fa11 cc) mit einbegriffen ist (s. oben den Fal! bb)). 

d) Durch diese Uberprufung ist also folgendes klargestellt : Fa1ls das Burglehen das 

Eigen des Burgherren ist， kann namlich der Burgmann trotz des Wortlauts des Artikels 

emeute Belehnung mit d巴mBurglehen v巴rlangenkann， nur von den Erben des Burg-

he町巴n，aber nicht nur von s巴inenSるhnen，sondern auch von den anderen landrecht-

to haldene weder al/er manlekeme na borgeres rechte. Dit scal dun iewelk， de wi/e he sin borgere 

wesen wel. Sin borchlen ne daヴheaνer nicht mer denν'an er eneme untva). Hier ist vorausgesetzt， 

das die Burg nach den landrechtlichen Regeln auf eine Frau vererbt werden kann. In diesem Fall mus 

die Burg das Eigen des gestorbenen Herren gewesen sein 

105) Noch eine Frage bleibt ungelost ubrig: Wenn namlich der Herr， dessen Eigen die Burg ist， auch 

ohne landrechtliche Erben stirbt? In Ldr. IJI 80 ~ 1 isi zwar eine Bestimmung zu lesen， das d田 Eigen

ohne (landr配ht1iche)Erben je nach seiner Grose einem (landrechtlichen) Richter (meistens dem 

Grafen) (sozusagen als Vertreter des Fiskus) zufallt. Femer lautet Lnr. 71 ~7 ・ 01egen des rikes gut 

wert， so dat it 仰向trike irstirft， cder dat men it in en goddeshus g机 denman de itωlene hevet ne 

mach men van der νolge nicht wisen. Diese beiden Art主el(bes. aber Ldr. III 80 ~ 1) beschaftigen sich 

aber mit dem (gewohnlichen) Eigen， das Grund und Boden ist. Auch wenn wir annehmen， das diese 

Regel auch fur das Eigen-Burg gelten， ist es sehr fragwu吋ig，ob der Oberhe町denneuen Burgherren 

(meistens den Grafen) nach wie vor mit dem Reichsgut belehnen konnte. So mus ein Fragezeichen 

auch daruber ubrigbleiben， ob der Burgmann namlich auch in diesem Fell wirklich nach wie vor die 

erneute Belehnung mit dem Burgleh四回denOberherren verlangen konnte 

106) Vgl. dazu nochmals o. Fn. 104 u. 105 
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lichen Erben. Auch hier ist also die Eigenschaft als Eigen nicht ganz geschwunden.107) 

2) Dann wollen wir uns den 2 Artikein zuw開化n，wo das Wort egen， obwohl in 

ihrer Parallele im A V nicht von proprietas gesptochen ist， erst飢 dener民ztenStellen 

des Ssp-Lehnrechts vorkommt. 

a) Lnr.76 ~3 (: AV III 15). In der ersten HaJfte lautet d町Artikelwie folgt (im 

folgenden Zitat sind die ko町igiertenoder erganzten Stellen mit Unterstrich ver-

deutlicht) : of de man sime herren untseget， dat gut si sineme herren ledich dat he van 

eme hadde. Untseget ok de herre deme manne， he h官同tdat gut v官rlo巾)n108) dat de 

man van eme hadde，t ne si d，り herrenegen， unde de man volge dar mede an den 

overen herren， a:lse dit buk hir vo陀 leret.109)Die Erganzung: it ne si des herren egen 

leitet eine weitere， 1詰ng釘eErganz町gwie folgt ein: 

Is it aver enes herren egen， oder horet it in en goddeshus， dar it nicht ut ko慨 nne 

附 ch.unde de man nicht vo功。tvolgen ne mach， dat gut scal de man behalden ane 

denest to si附 live，unde erft it an sine kint， unde mach dar lenrechte附 dedun， ofde 

herre deme manne untseget unde de deme herren nicht. 

b) Lnr. 54 ~ (: AV 1 124 u. 126)110)・Sw官nde herre sinen scilt mit manscap nederet， 

al siner manne len hevet he verlo問n，lll)d，'atsin egen nicht n 'is，" unde de man scolen er 

gut van deme overen herren untvan， oder he scal se wisen an eres herren genot. Dat 

selve do de man， of sin herre sin gut nederet閥 devan eneme nederme herren untvet， 

dan he it er hadde. 

Der Artikel soll also， etwas verstandlich町umgeschrieben，etwa folgendes besagen: 

Nicht nur falls der Herr d凶 Gut，da温erdem betreffenden Vasallen zu Lehen verliehen 

hat， (巴m，氾t)von einem Oberherren， der sein Standesgenosse ist， zu Lehen erhalten hat， 

sondem auch削lsder Herr (wenn auch unabh託ngigvon dem Gut des betreffenden 

Vasallen)記inesStandesgenossen Vasall wird und damit seinen Schild herabsetzt， 80 

107) Ubrigens sei zu bemerk回，das die Frage in o. 3， 2)， c) (= w置umin Beug auf das Eigenlenen im 

a1lgemeinen kein Anspruch削.fdie Belehnungsemeuerung anerkannt ist) damit um 50開 lsterwird 

108) Vgl. dazu u. Fn. 111. sowie 2)， c)ーii)

109) V gl. dazu die vom im Lnr. stehenden ArtikeJ 20 ~4 25 ~ 1 (= A V II 57 u. 58) und 54 ~ 1 (s. gleich 

unten). 

110) Vg1. dazu o. Fn. 17. 

11 I) Vgl. dazu o. Fn. 17 (sowie u. 2)， c)， i). 
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hat巴rdie Guter， die er sein暗nVasallen zu Lehen verliehen hat， alle verloren， diese 

G品terwerden dem Oberhe汀enledich (= gehen an ihn zuruck). Deswegen sollen (und 

konnen) alle Vasallen von d巴mOb釘h巴町enern叩 teBelehnurg damit verlangen. Zu-

gleich ist auch die gleiche Ausnahme uber das Eigen wie im Lnr. 76 ~3 hinzugefugt. 

c)Was ωs diesen beiden Artikeln klarzust怠llenist， sei etwa wie folgt zusamm巴n-

zufassen. 

i) Wie bereits oben hingewiesen， hat Lnr目 54~ 1 zwei entsprechend巴Artikelim A V 

(II 124 u， 126) vereinigt， die weder rniteinander ganz harmonisch noch juristish ganz 

konsequ巴nt臼nd，um besonders den rechtlich叩 Grunddafur， das die Vasallen in solch 

einem Fall gerade beim Oberherren die Belehnungserneuerung verlangen sοllen， 

juristisch konsequenter klarzumachen: das gehゆ，rtalso den Beispielen der inhaltlichen 

Verbesserung im Ssp-Lehnrecht.112J Nebenbei sei auf die Mりglichkeithingewiesen， das 

die Erg話nzungdes Satzes: dat sin egen nicht n 'is auch durch diese Verbesserung 

veranlast worden ist. Sie fuhrt doch d位u，das auch das Lehen， das das Eigen des 

He汀巴nist， nunmehr， ohne diesen Zusatz， dem Oberherren hatte ledich werden konnen. 

ii) Auch in Lnr. 76 ~3 ist dieselbe Verbesserung zu finden. W滋賀endim ent-

sprechenden AV III 15 namlich von folgendem gesproch叩 ist:Dominus... perdat 

beneficium， guodαb eo habet ho叩 0，…sistatim a superiori do叩inipetit secundum ius 
iUlud bebeficium， so beschreibt Lnr. 76 ~3 ， wie oben angefuhrt， stattdessen ganz einfach 

und klar wie folgt: he hevet dat gut verlor( e)n dat de man νan eme hadde...， unde de 

men volge dar mede an den overen herren. Auch hier konnte also der Zusatz: it ne si 

des herren egen durch diese Verbesserung unentbehrlich geword巴nsein 

iii) Lnr. 76 ~3 zufolge darf der Vasall， falls der Herr ihm die vasallistisch巴Be-

ziehung aufkundigt und er dem Herren nicht， das Lehen， das das Eigen des H巴rrenist， 

ni心htnur lebenslang， ohne dem H巴汀官nzudi印刷1，behalten， sondern auch es auf seinen 

Sohn vererben sowie seinen Vasallen weiter verleihen. Die Aufkundigung der 

Vasallit話tkonnte in der damaligen Wirklichkeit immer der Ansag巴derFehde gleichen. 

Diese strenge Vorschri負kommtalso sicher aus dem Interesse des Spieglers fur den 

Frieden hぽ， das ubrigens erst im Ssp-Land陀chtdeutlich gestaltet iSt."3J Aus dem 

112) Vgl. dazu 0.1，2，8)， a) mit Fn. 17 sowie!， 3， 3) u. 4). 

113) V gl. dazu meinen Aufsatz，附o.Fn. 1 (deutsche Zusarnmenfassung， S. III -IV u. S目XXV，sowie， 
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Artikel ist aber zu entnehemn， auch das der Vasall im allgemeinen am Eigenlehen nicht 

nur uber das A食erbelehnungsrecht，sondern auch泊berdas Erbrecht verf泊gt，weil dieser 

Artikel eigentlich dazu bestimmt ist， um die Vasallenrechte unver詰dertzu bewahren， 

keineswegs ab巴rum sie zu erweitern.114l 

iv) Dagegen schweigt Lnr. 54 ~ 1註berdas weitere Schicksal des Eigenlehens. Trotz-

dem durfem wir auch fur den Fall dieses Artikels di巴selbeMasnahme wie im Lnr， 76 

~3 annehmen. Denn sonst h如.eman die Vasallenrechte nicht 印刷tzenkonnen， obwohl 

der Vasall (dem Herren die VasalJit語tnicht aufgekundigt， sondern auch) uberhaupt nichts 

gegen seine Treuepflicht getan hat.115) Bein ersten Anblick konnte einem dieser Schlus 

fur den Herren a1lzusehr streng scheinen. Man erinnere sich aber nochmals dar如， das 

auch die Erg泊zungdes Lnr. 54 ~l ， wahrscheinlich durch die Verbesserung (oder wie 

oben in i)巴同誌hnt，fur den Herren s回 ngenKorrigierung) in dem Artikel veranlast 

worden iSt.116l 

3) Nun uber 4 Artikel， wo das Eigenlehen im Verhaltnis zum Reichsgut erscheint. 

a) Lnr. 65 ~4 (:: AV II 5 u. II 6). Wie bereits oben in III， B， 3， 3) eingehend unter-

sucht， benhandelt der Artikel die Frage， wohin der Herr den Vasallen， den er mit dem 

Eigen des Oberherren afterbelehnt hat， vorladen soll. Dem Artikel zufolge darf der Herr 

in solch einem Fall seinen Vasallen vor Lehngericht nicht nur auf dem Lehnsgut， das 

D田 innereS佐ukturdes mittelalterlichen Rechts. D国 Beispieldes Sachsenspiegels， in: Funktion und 

Form. Quellen-und Methodenprobleme der mittelalterlichen Rechtsgeschichte， hrsg. v. K. KROE. 
SCHELL u. A. CO収DES，1996らS.146 ff. 

114) So gegen die Ansic恥 vonC. G. HOMEYER， Des Sachserspiegels zweiter Theil， nebst den ver-

W四dtenR配h匂buchem，2. Bd.， 1844， S. 527 f. V gl. dazu o. Fn. 100 u. Fn. 78. Auch seine Ansicht 

uber Lnr. 71 ~ 15 u. 71 F (als Ausnahme)， S. 528， ist n日htuberzeugend (man vergleiche dazu meine 
Ansicht in oden 1) und gleich unten). 

115) Dabei hilft unS出 chder Zusatz: alse dit buk hir vore lerel. Er zeigt doch deutlic札 dasbei der 

E培晶nzungdies国 Satzesunserem Spiegler auch der Zusamm四 hangmit Lnr. 54 * 1 bewust war (V gl. 
dazu剖cho. Fn. 109) 

116) 1m ubrigen ist die gleiche Masnahme be問1臼inLnr. 22 ~3 (= A V I 48) zu finden. Der Arikellautet 

n泊ηIichwie folgl: 01 de herre (beim M叩nfall，aber w油rsch白nlich叩 chbeim Herrenfall)附 igert

mitun陀chte，dat he ene {= Lelmserben des g郎防rbenenVasall四 od.(beiffi Herrenω1) den Vasall叩

selbst) 10 manne附 tva，de man scal beh回Idendat gUI， dar he sine manscap umme geboden he叫

besllte剖 edenest， unde ne daゲnimmerdes gudes g四 innen，de wile he is le附 ldeork叩 ψ(=削ch，

Zeugen) he附，削deerft d，αt gut an sine kinde何 ，unde mach dar mede生担竺 sme附凡.(Dabei 
kommt dle neue Bedingung (= de附 lehe is levende orkunde hevet) wahrsch白nlichdesweg回1hinzu， 

weil in diesem Fall der Herr noch nicht den Vasallen belehnt h剖).
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das Eigen des Oberherren ist， vorlad巴n，sond巴mauch auf dem Rrichsgut. D閣制 haben

wir also eine Tendenz od町 Neigungerkennen k品nnen，das Eigenlehen， falls es weiも.er

verliehen ist， mるglichstan das Reichsgut anzugleichen. 

b) Lnr. 71 ~6 (= AV II 6θu. II 70). Wie oben in III， B， 2， 2)， b) und IH， C， 3， 2) 

ausgefuhrt， erkl員rtder Artikel den Unterschied des Eigenlehens vom gemene lenrecht 

(oder recht len). D巴rArtikel beginnt wie folgt: Swe egenωlene hev官t，dar n 'is nen 

volge an. Dりchgeit de lenunge bit an de sevende hant， alse ander len dat des rikes gut 

is. Dabei ist der letzte Satz im Ssp-Lehnrecht erganzt und das Wort se附 lde(hant) lost 

das Wort sextam (manum) im AV ab， indem man， nicht vom obersten Herren aus， 

dessen Eigen das Gut ist， sondern vom Konig aus zahlt. 1 J 7) Daraus ist also ebenfalls 

dieselbe Tendenz oder Neigung wie in Lnr. 65 ~4 zu entnehmen. 

c) Lnr. 71 g7. Der Artikel， der gleich nach dem Lnr. 71 g6 erganzt i幻， ist bereits 

oben in Fn. 105 zitiert. Dazu sei nur folgendes zu bemerken: Das Wort volge in diesem 

Artikel mus namlich mit dem in Lnr. 71 96 gleichbedeutend sein.J1的1mubrigen ist es， 

soweit es das dem Reich zugefall巴neGut angeht， selbstverst詰ndlich，das der Vasal¥ 

daran volge (= Anspruch auf di巴Belehnungsemeu巴ru昭)hat. 

d) Lnr. 71 S 17 (= Van des rikes gude mut man wol borchlen lien， al si de borch egen). 

D町Artikelist ursprunglich gleich nach dem Lnr. 71 915 erganzt word巴niSt."9) Auιh 

das， was darin dargestel¥t ist， ist sachlich ber巴itsim vorangehenden Lnr. 71 g15 mit 

einbegriffen， wie es durch die eingeh巴ndeAnalyse oben in 3，1) b巴wies氾nworden ist. 

4) Es gibt noch einen im Ssp-Lehnrecht erganzten Artkel， dぽ巴ineTendnz oder 

Neigung， das Eigenle批nmoglichst佃 dasReichsgut anzugleichen， deutlich zeigt: 

namlich Lnr. 69 S8， der die Urteilsschelte betreffs des Eigenlehens behandelt. Hier sei 

zunachst die zweite Half匂desArtikels zu untersuch氾:n，um auf dessen erste Halfte， wo 

die "Definition" der Begriffe lant-und lenrecht zu finden ist， noch unten (1V， 4， 3)) 

117) Dazu sei zu bcmerken， das das Wort hant in diesem Artikel infolge der Korrigierung mit dem 

Wort scilt gleichbedeutend geworden ist. 1m Vergleich dazu ist der Ausdruck sextαmanum im AV 

eigentlich mangelhaft gewesen， w白Ider oberste He民 dessenEigen das Gut ist， nicht immer den 2. 

Schild hat und auch sein Eigen infolgedessen nicht immer bis an die sexta manum gehen kann. In 

diesem Sinne stellt auch diese Korrigierung eine Verbesserung dar. 

118) Val. dazu o. Fn. 114. 

119) Vgl.dazuo.Fn.104(uberLnr. 71916) 
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emeut einzugehen. 

Lnr. 69 ~8 besagt in dessen 2. H証lftefolgendes: Dat selve denest is ok de man 

plichtich van sineme (= des Herren) egen sime herren to dunde， of he it ωlene van eme 

(= dem He汀'en)hevet， dat he eme plichtich is to dunde van des rikes gude. Ne scolde 

man vor deme koninge len an egen nicht besceden， so ne muste he nen ordel vinden de 

mit egene belent is， over den de des rikes gut to lene hevet， nochjene over dissen. 

In der ersten Halfte des Artikels ist die Ansicht entwickelt， das auch die Schelte des 

Urteils uber das Eigenlehen zuletzt vor dat rike gezogen werden soll. Auch die 2. H詰lf-

te des Artikels will (neben der 1. Argumentation in der 1. H滋fte)als 2. Argumentation 

diese Ansicht begrunden. Ob sie so uberzeugend (wie die 1. Argumentation) ist， ist 

zwar etwas仕agwurdig.120)Fur unsere FragesteIlung ist aber folgendes entscheidend: 

unser Spiegler behauptet n品mlich，das der Vasall auch vom Eigenlehen d巴mHerren 

denselben (Gerichts-)Dienst wie vom Reichsgut leisten sollte. 1m ubrgen sei zu be-

merken， das er dabei dies mit (ungewるhnlichem)Nachdruck (sogar mit dem -in unse-

rem Rechtsbuch sehr seIten gebrauchten -Ko吋unktivII) behauptet. Das mus doch ein 

Anzeichen dafur sein， das dort entwickelte Ansicht nicht (ganz) der damaligen Wircklich-

keit entspricht.121) 

5) Schlieslich woIlen wir uns hier auch mit enem Artikel besch昼食igen，der ebenfaIls 

im A V keine Parallele hat， abぽ teilweiseauch nach-eikische Erganzung enthalt. 

Lnr. 2 ~7 lautet in der 1. H語lfte，die zur 1. d以ltschenFasωng gehort， wie folgt: 

Borchlen aνer u判決 ke成en，聞 dealle len，ぬren m仰 d'emerike nen denest plichtich 

n'isafωd附 ，dat mach lien pape unde wif， al ne hebben se des herschildes 町 ht，un由

deme mach men (= ihr VasaIl) volgen an enen anderen herren. Die 2. H員lfteaus einem 

nach-eikischen Texte fuhrt dies wie folgt weiter: Er egen aver dat mogen seνerlien， 

unde dem mach men (= ihr Vasall) volgen an enen仰 derenherren， unde of egen勾W

se阿 rsti杭 dememach men (= ihr Vasall)叩 1gen，unde dat scolen se lien 

Aus der 2. H話l白edes Artikels， die uns hier zun岳εhstinteressiert (auf die 1. H泡f胞.sei

noch unten in IIl， D， emeut einzugehen)， ist zwierlei zu entnehmen: 

a) Zuerst mussen wir uns仕agen，warum der Abschreiber dieses nach-eikischen 

120) V g/. dazu meinen Aufsa包 (wieo. Fn. 1). S. XXIV u. Fn. 12 

121) A.a.O. S. XXlII f. 
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Textes eben an dieser Stelle obere Satze uber das Eigenlehen ergarzen wollte. Damit 

sei klazustellen， da~ das Eigenlehen， jedenfa1ls seiner Ansicht zufolge， genau wie borch-

len und kerken (als Lehnsobjekt) keinen Reichsdienst (im Sinne vom Mi1itardienst) 

mit sich bringt. (22) Denn auch im etwas dahinten stehenden Lnr. 4 ~3 ， so hatte er 

hinzufugen konnen， ist (zwar uber die Romfahrt， doch) ausdrucklich wi巴 folgtdar-

gelegt: Ok scal dar (= nach Rom) varen iewlk mall mit sime herren， de des rikes gut to 

lene he附 oderhe scal de vart losen mit deme tegeden pUllde dat he ja地 kesvan eme 

heνet.(23) 

b) Es ware aber noch wichtiger fur uns folgendes: In der 2. Ha1ft巴desArtikels ist 

vorausgesetzt， nicht nur das pape unde wif ihr Eigen ihren Vasallen zu Lehen veri巴ihen

kann， sondem auch das ihn巴ndas zu Lehen verliehen gewesene Eigen durch den Tod 

des “Eigentumers" zufallen kann.(24) 1m Bezug auf den letzteren Fa!l ist femer 

hinzugefugt， das ihr Vasallen dabei nicht nur von ihnen emeute Belehnung mit dem 

Eigen verlangen kるnnen，sondem auch sie es ihnen nicht v巴rweig巴mdurfen. Damit ist 

auch unsere oben in U， 3， 5) angestellte Vermutung unterstutzt.125) 

5. Durch bisherige Ausfuhrungen ist etwa folgendes festzustellen. Im Vergleich zum 

Auctor v巴tusist die Beschreibung uber das Eigenlehen im Ssp-Lehnrecht vermehrt， an 

den Korrigierungen und Erganzungen im Ssp-Lehnrecht ist femer im grosen und 

ganzen eine Tendenz oder Neigung zu erkennen， das man， einerseits seine Eigenschaft 

als Eigen bewahrend， das Eigenlehen doch m均lichstan das Reichsgut angleichen wil1. 

Die Tatsachen， das die Beschreibung uber das Eigenlehen merklich korrigiert und 

erg如ztist， und， das dabei seine Eigenschaft a1s Eigen mit in Betracht gezogen ist， 

k品nnenwir ohne weiteres auf Uber1egungen bei der Beschredung des Ssp-Landrechts 

zuruckflぬren.Aber die Tendenz oder Neiguug， es m句Iichstan das Reichsgut anzu・

122) Vgl. zum Ausdruck des rikes denest im Ssp. a.a.O. S. X. 

123) 1m ubigen sind die Worte des rikes denest auch in der eben in 4) angeftihrten 2. Ha1fte des Lnr. 69 

~8 (nur) im Sinne vom Gerichtsdienst gebraucht 

124) Vgl zum Wort verstervell (= erste何回)0.Fn. 51. 

125) 1m ubigen sei zu bemerken， das auch in diesem nach-eikischen Zusatz， der eigens dem Vasallen 

den Anspruch auf den neuen， 1ehnsunfahigen Herren anerksannt hat， das Erbrecht des VasalIen am 

Eigenlehen uberhaupt nicht in Frage kommt. Wahrscheinlich ware同 demAbschreiber selbst-

ve円landlich，das der Vasall (im allgemeinen)剖nEigenlehen uber d田 Erbrechtverfugt (vgl. dazu 0 

4，2)， c)， iii) u. Fn. 114) 
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gleichen， steht auch mit dem Problem der landrechtlichen Gerichtsbarkeit im Zu-

sammenhang， wie es Lnr. 69 ~8 andeutet. So wollen wir uns w巴itermit dem gerichte 

im Ssp-Lehnrecht beschaftigen. 

D. gerichte im Sachsenspiegel-Lehnrecht 

1. Das Wort gerichte， das im Sachsenspiegel， wie in meinem ander巴nAufsatzl26l ein-

gehend untersucht， im Sinne von Gerichtsbarkeit， Gerichtsbezirk， Ding oder Gerichtshof， 

Richter und Urteil oder Strafe gebraucht ist， be'zieht sich kein einziges Mal auf das Ge-

richt zu Lehnrecht， sondem (soweit es das weltiche Recht angeht) ausschlieslich auf 

das zu Landrecht. Dasselbe gilt (im Grunde)127l auch fur die damit eng zusammenh品n-

genden Worter richtere， richten und ungerichte. ln diesem charakteristischen Wort-

gebrauch sind bereits der Vorrang des Landrechts gegenuber dem Lehnrecht und die 

entscheidende StelJung oder Rolle der landrechtlichen (Blut-)Gerichtsbarkeit im ganzen 

Recht sowie in der “Verfassung" symptomatisch angedeutet 

2. 1) Auch im Lehnrecht unseres Rechtsbuchs erscheint das Woロgerichte(im oben 

erklarten Sinne)128)削 21Stellen in 16 Artikeln. 129) Davon haben die 6 A目ikel(8 Stellen) 

zwar im Auctor vetus eine Parallele，130l aber in einem Artikel davon kommt das Wort 

an der im Ssp-Lehnrecht erg加ztenStelle vor.131) Infolgedessen macht das， was im AV 

eine Parallele hat， substantiell nur noch 5 Artike1 (7 Stellen) aus， w誌hrenddas， was 

darin keine Paralle hat， vるJligdas DoppeIt davon (14 Stellen in 11 Artikeln) be佐誌が 132)

Anders gesagt， gehるrtauch das gerichte zu den Hauptthemen， die erst im Ssp-

Lehnrecht betrachtlich巴rg加ztworden sind. 

126) Das Gericht im Sachsenspiegel， in: Wirkungen europaischer Rechtskultur. Feslschrift f. K. 

Kro回chellzum 70. Geburtstag， hrsg. v. G. KOBLER u. H. NEHLSEN， 1997. 

127) Vgl. dazu den Gebrauch des Worts richtere in der noch u. 4， 4) zu behandelnden 1. Halfte des Lnr 

69 ~8. 

128) D. h.: das Wort gerichte in Lnr. 69 ~6 (2mal im Sinne von Speise oder Gang der Speise) ausge-

nommen. 

129) Lnr. 11 ~2， 12 ~2 ， 19 ~2 ， 23 ~I ， 26 ~7 ， 55 ~6， 60 ~I (2maJ)， 61 ~I ， ~2 (2mal)， 69 ~12， 71 ~2， ~3 

(3mal)， ~4， ~5 (2mal)， 73 ~2， 76 ~ 1 

130) Lnr.11 ~2(=AVI34)， 23~1 (=150)，61 ~I (=1 129)， 71 ~2(= Il 67) ， 71 ~3(3mal)(=II68)， 76 

~I (=III 13). 

131) Lnr. 23 ~I 

132) Auser Lnr. 23 ~1: Lnr. 12 ~2， 19 ~2， 26 ~7， 55 ~6， 60 ~I (2maJ)， 61 ~2 (2ma!)， 69 ~12， 71 ~4， ~5 

(2rnal)、7H2‘
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Was das Wort in den parallelen Artikeln im AV， das dem gerichte im Ssp-Lehnrecht 

entspricht， angeht， so ist ohne weiteres folgendes festzustellen: In 2 Artikeln ist es namlich 

iudicandi beneficium (AV I 129 = Lnr. 61 ~1 ， II 67 = 71 ~2)， in weiteren 2 A此keln

iudicium(AV 1 34 = Lnr. 11 S2， II6& (2mal) =71 ~3). I33)Zudementsprechen ineinemAr-

tike1 des AV (IlI 13) die Worte in iudicio denen vor gerichte im Ssp-Lehrecht (76 ~1). 

Auserdem ist das Wort iudicium in weiteren 2 Artikeln mit dem gerichte gleich-

bedeutend gebraucht. Einmal erscheint namlich derselbe Ausdruck in iudicio wie in III 

13 im gleich dahinten stehenden Artikel (III 14). 1m entsprechenden Artikel des Ssp-

Lehnrechts (76 ~2) ist der Ausdruck aber (nicht inνor gerichte wie in 76 ~1 ， sondem) 

in vor sime lantrichtere ubertragen. Damit ist巴inwandfreifestzustellen， das es sich 

beim Wort iudicium um das Gericht zu Landrecht hand巴lt.Di巴sesBeispiel veranlst uns 

aber zugleich dazu， im folgenden auch d巴nGebrauch des Worts richtere mit in Betacht 

zu ziehen. 

2) 1m Ssp・Lehnrechterscheint das Wort richtere je einmal in 3 Artikeln.J34) Von 

diesen 3 Artikeln hat nur einer im A V eine Parallele， wo das羽10rtaber an der im 

Ssp-Lehnrecht erg誌nzteSt巴llevorkommt.135) Auserdem hat das Wort lantrichtere， das 

ubrigens mit den des landes richtere gleichbedeutend ist，J36) wie ber巴itsoben巴rw滋1Ot，

das iudicium im p紅allelenArtikel im AV abgelost (oder korrigiert). Kurz gesagt， er-

scheint das Wort richtere also alles an der im Ssp-Lenrecht ko汀igiertenoder erganzten 

Stelle. ln 2 von einschlagigen 4 Artikeln ist auch das羽'ortgerichte gebraucht. Es sind 

also substantiell 2 Artikel (Lnr. 55 S8， 69 ~8)， die im folgenden wegen des Worts 

richtere mit in Betracht zu ziehen sind. 

Im Auctor vetus erscheint demgegeuber das Wort iudex， das d巴mrichtere im Sach-

senspleg巴1entsprechen sollte， (an 5 Stellen) in 4 Artike1n.137) ln A V II 67 und II 6& 

davon sind， wie oben erw託hnt，auch die Worte iudicandi beneficium oder iudicium 

gebraucht. ln den beiden Artikeln d巴sSsp-Lehnrechts， die diesen巴ntsprechen(Lnr. 71 

133) An einer Stelle in AV 1I 68 entspricht dem Wort gerichte im Ssp-Lehnrecht (71 li3) nur noch d国
析。nomeniIlud. 

134) Lnr.23脅し55g8， 69 s8 

135) Lnr. 2391 (5. o. F. 130) 

136) Sowohl des landes richtere in Lnr目 2391 als auch lantrichtere in Lnr. 76 S2 er5cheint im 

Zusammenhang mjt dem landrechtlichen Gericht， um roloder ander ungerichte zu richten 
137) AV Il 51 (= Lnr. 68 !l5)， II 61 (= 69 !l6)， 1167 (= 71 !l2， s.o. Fn. (29)， II 68 (= 71 S3， s.o. Fn. (29). 
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~2 und 93)， ist jedoch， wie es bald em巴utzu behandeln sei， das Wort iudex nicht zu 

finden.1381In weiteren 2 Artikeln， AV  II 51 und II 61， erscheint das Wort iudex in solch 

einemZus創nme油ang，wie der Oberherr uber den Herren oder anstatt des Herren iudex 

iSt.1391 Der Wortgebrauch， das Wort iudex = richtere auf den landrechtlichen Richter 

zu beschranken， ist a1so noch nicht im Auctor vetus zu finden， sondem erst im Ssp-

Lehnrecht oder in der ersten deutschen Fassung unseres Rechtsbuchs hergesfellt.140J 

3. Wollen wir nunmehr die einschlagigen Artikel im Aucton vetus uberprufen. 

1) AV  1 34 (= Lnr. 11 92): Si dominus villamνel vin叩 m，iudicium vel decimam， vel 

huiusmodi alquid integrum concesserit， vel omne quod in al勾uosoh山 m habet loco; 

haec beneficia homo sequitur et hereditat， quamvis demonstratione careat. 

138) Vg1. dazu unten 3， 3) 

139) a) Vg1. z川erstzu AV n 61 (= Tunc iudicetur， 似odillius beneficii叩 eriordominus argutae 

sententiae iudex esse debeat) Lnr. 69 96 (= So vinde men加 rechte:Vor den herren de de 0崎町

herre des gudes is). Damit ist aber zugleich festzustellen， das der Ausdrck臼 rechtevinden im Ssp 

dem Wort iudicari im A V entsprichl (eigentlich als旧kein叩 besonderenSinn， wie ihn Fr. KERN den 

Worten“R配 hltinden" zuschreiben m旧chle，gehabl h剖)

b) Vgl. dann zu AV n 51 (= Si h回nwlnlUr.削 urhomini in b明日 dominisui.一.， et laesus si 

q凶酢'emoniaiust'aacto陀 mcoram domino prosequitur， domino pro his c加 sisvud凶reiudicetur. Sed 

su帥 hominih旧帥onon陀 spondebitcoram domino suo， nisi probetur， quod coram suis hominibus 

lustlt，凶milli renuerit dominus. Dominus n回 'lnisi praedictae四回四eoffensionis iud，白 eritlaesi sui 

hominis) Lnr. 68 g4 (= Underwint sek ok en man sines husgenoten lenes mit附町hte，...dar um畑e

mut he deme herren wedd，何，oder he mut sek der scult untseggen呼脚‘nhilgen) und Lnr. 68 95 (= 

Doch n 'is de herre nicht plichtich印刷twardenesime manne vor deme overen herren， he ne hebbe 

eme er陀，ch削 geweigertvor sinen manne). Im ubrig印刷 zubem町'ken，das die Wo巾， died回 en
quaeremonia i山師inAV II 51 enls四chensoUte， in Lnr. 68 94 nichl zu tinden isl. Auch d日 Worte

陀ch信 klage回nddoch im Ssp， m田nぽAnsichlnach， nur何回igslenshauplsachlich) in Bezug副 fdie

Klage， die vor Gericht zu Landrecht geschiet oder geschehen soll 

140) AuchfurdieW品目，errichten und ungerichte gilt dasselbe 

a)D田 Wortungerichte ersch白ntJe白nmalin 3 Artikeln des Ssp-Lehnrechts (23 ~I ， 72 97， 76 g2) 

Diese Artikel haben zwar alle im AV eine Parallele， in Lnr. 23 ~I und 76 92 (s. o. Fn. 129， 135) isl 

das Wort aber血 derkorrigierten oder erganzl叩 Stellegebrauchl. Auch in Lnr. 72 97 hal das Wort 

ungerichte d出 iniurioin A V III 10 abgelosl 

b) Das Wort richten erscheinl nur in 2 Artikeln (叩3Slellen) des Ssp-Leh町'echts，die im A V keine 

Parallele haben (Lnr. 61 92 und 71 95.民o.Fn. 131)， und zwar immer im Zusammenhang mil dem 

gerichte (zu L組合田ht).W，酷dasWort iudicare im AV皿 bel阻 gt，回 istes auch im Zusammenhang 

mit dem Gerichl zu Landrechl (= iudicandi beneficium in A V I 129 u. II 67， s. o. 1) gebrauchl. Ab町

es ist dort nicht n町 imallgemeineren Sinne (司be)urteilen)gebraucht (A V 1 40， I 130)， sondem auch 

im Zusammenl閥均 mitdem Lehngericht im Sinne von "enlscheiden" oder凶Urteiltreffen od. vor-

schlagen" (AV I 29， U 18， 22， 28，51，61， III 14). 
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In einem vorang巴hendenArtikel A V 1 30 (= Lnr. 10 ~3) ist etwa folgendes bestimmt: 

Wenn ein He汀 (durchden Dritten = Einweiser) seinen Vasallen in das Gut， das er 

diesem zu Lehen verl巴iht(oder verliehen hat)， einweisen 1泌t仰citdemonstrari od 

bewisen let)， so hat der VasaIl sofort die Gewere (warandiam) an dem Gut， die dem 

He汀enzustand， ehe er es diesem verlieh. Diese aIlgemeine Verfahrensregel品berdie 

Besitznahme des Lehens vorausgesetzt， nimmt der Artikel davon den FaIl aus， das das 

Lehen ein Bezirk ist oder doch etwas， was eine r誌umlicheGrose hat. So¥ch ein Lehen 

darf der VasaIl namlich auch ohne Einweisurg vom Herren in Besitz nehmen. Dazu 

geh谷氏auchiudicium (= Gerichtsbezirk).141) Aus diesem Artikel ist auch zu entnehmen， 

das der damit Belehnte daran sowohl das Erbr巴chtals auch den Anspruch auf emeute 

Belehnung an einen neuen Herren gehabt hat. Was uns etwas beunruhigen konnte， ist 

nur die Frage， warum iudicium hier in eirer Reihe mit dem kleineren Bezirk wie villa 

oder decima erscheint.142) 

2) A V 1 129 (= Lnr. 61 ~ 1): ludicandi beneficium habere non est licitum clerico vel 

mulieri， nec viro in iunヲdeficient.

Obwohl eingangs des R巴氾htsbuchsder Grundsatz: Clerici et mulieres. ... et iure 

carentes...， iure carent beneficiali hergestellt ist (A V 1 4 = Lnr. 2 ~ 1)， so ist doch in den 

gleich dahinten stehenden Artike¥n d巴rFaIl， das ein Herr einen von ihnen， besonders 

aber einen Paffen od巴reine Frau， mit einem Gut belehnt， geregelt.143) In diesem Sinne 

hat sich die Belehnung solcher Lehnsunfahigen beinahe in eine Regel verwandelt. Es 

ware uberflussig eigens zu erwahnen， das der Art. AV 1 129 in Bezug auf das Gerichts-

lehen diese beinahe zu einer Regel gewordenen Belehnung der Lehn印 nf五higen

ausschliesen will， um den oben genannten Grundsatz von Lehnsun出ligkeitstreng 

einzuhalten.I44) 

(41) Das Gericht zu Leh町民ht.das aufgrund der personlichen Beziehung zwischen Herren und 

Vasallen zusammengesetzt wird， hat freilich keinen Bezirk. Bei dem iudicium oder gerichte als 

Gerichtsbezirk handelt es sich also ausschlieslich um solchen zu Landrecht. 

(42) Arders gesagt: die Frage， ob das iudicium in diesem Artikel mIt dem len to burmesterscap in Lnr. 

77 nicht in ir耳目ldeinemZusammenhang steht. Auf diese Frage sei aber noch unten im IV. Kap 

einzugehen. 

(43) Vgl. dazu 0.1，2，6) u. 7) sowie 11， 2， 3)-5) 

(44) 1m Zusammenhang mit der Frage in o. Fn. 142 sei zu bemerken， das auch in di田emArtikel rustici 

nicht ausdrucklich genannt ist 
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3) AV II 67 und II 68. Diese beiden Artikel haben wir bereits oben in III， B， 2， 2)， b) 

behandelt. Vorsichtshalber woUen wir aber hier ihren ganzen Text wortlich an鉛hren.

a) AV II 67 (= Lnr. 71 ~2): /，"udicandi be問所cun1non descendit in quartam manum 

nisi sola praφctu叫 quaesuper iudices habet iura 

b) A V II 68 (= ebenfalls Lnr. 71 ~2): Dum iudex incusatur ab al匂uib叫 iudexsuper 

iudicem erit praefectus. Nec aliquis potest concederre alteri iudicium concessum sibi， 

nisi singulare sit iudicium， quod in illud pertineat， hoc saltem solutum no明 habere.

In diesen beiden Artikeln ist alωder Grundsatz dargel巴gt，das das iudicandi bene-

ficium oder iudicium nicht weiter verliehen werden darf. Davon ist aber das singulare 

iudicium， das zum iudicium gehort， ausgenommenn， das man vielmehr nicht bei sich 

solutum (= unverliehen) behalten darf. Dabei sei keineswegs zu ubers氾hen，das der 

“Leihezwang"， wie es aus den Worten concedere iudicium concessum sibi eindeutig 

klarzustellen ist， nur fur den mit dem iudicium belehnten iudex gilt， aber nicht fur den 

Konig，dぽ esnur verleihen kann.145) 

Im Zusammenhang damit ist auch dほrzweite Grundstz dargelegt， das das iudicandi 

benポciumnicht bis an die quarta問削 gehen(= weiter verliehen werden) darf. 

Davon ist zwar ausdrucklich praefectura (= Schultheistum)仰 sgenomm叩.Trotzdem 

mussen wir dazu auf folgendes hinweis閣・ AIsGrund fur diese Ausnahme ist es nicht 

ganz uberzeugend， das d釘 praefectusiudex super iudicem iSt.146) Auserdem bleibt die 

Frage immer noch unklar， wer d町III(auser praefectus) mit dem Wort iudex， oder was 

mit dem Wort singulare iudicium， konkret gemeint ist 

4) Zum Schlus uber die beiden Artikel A V III 13 und III 14. 

a) AV III 13 (einschlieslich III 12 b) (= Lnr. 76 ~1); Saれohonore suo I homo pro 

d旨biωdo明初iaccipiat vadium aut conqueratuアdehoc in iudicio illum; si eum primo 

iusta prosecutusルeritquaerimonia coram suis homi，'nibus， et iustitiam illi renuerit 

dominus， si in beneficiali esset iu陀"pro hoc facto non iudicetur vadire dom的。

b) AV III 14 (= Lnr. 76 ~2): Dominus etiam si suo homini vim intulerit， aut eum 

145) Vgl. zur Frage des “L白hezwangs"im Sachsenspiegel meinen Aufsatz wie o. Fn. 1， S. XVI f. 

sowie H.-G. KRAuSE， Der Sachsenspiegel und das Problem des sogenannten Leihezwangs， ZRG. 

GA. Bd. 93， 1976 

146) Z. B. konnte man sich doch (nicht ohne Grund) fragen， warum in solch einem Fall der obere 

Richter nicht iudex super iudicem sein kann. 
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spoliaverit et praedicto modo domiunm prosecutusβlel・itho明 0，si in iudicio四niens

spoli附 consequeraωrsuper dominum， et ille se d，売fendat，in hoc c側 lrafidem suam 

nihil faciat， quamvis domi.加 no明 contradixeritsuum ho明的iumnec resignaverit bene-

ficium 

Dar司usist ohne weiteres folgendes zu entnehmen: Die Rechtsverweigerung vom Herren 

in 記inemLehngericht vorausgesetzt， darf der Vasall wegen der Schuld des Herren diesen 

pf五nd町 oderin iudicio verklagen. Falls er von dem He汀'enmit Gewalt berωbt ist， darf 

er sich nicht nur dagegen wehren，147) sond巴m auch unter der gleich叩 Voraussetzung

den Herren wegen des s，polium in iudicio verklagen. Dabei w詰r官 eszwar nicht so 

schwierig， zu schliesen， das es sich bei diesem iudicium das Gericht zu Landrecht 

handelt. Davon 出 jedochder (rechtliche) Grund dafur kaum z品ぽschliesen，das der 

Vasall wegen solch氾rSach閣1eben vor iudicium zu Landrecht gehen darf oder soll. 148) 

4. Wollen wir uns nunmehr zur Korrigierung und Er民nzungin Bezug auf das gerichte 

imSsp司Lehnr巴:chtzuwend町l'
1) In den 2 Artikeln erscheint das Wort gerichte im Sinne von Gerichtsbezirk im 

Zusammenhag mit Verfestung und Acht. 

a) Lnr. 23 * 1 beginnt， dem p直rallelenArtikel im A Vσ50) entspechend， wie folgt: De 
h哩rrene scal nemandes manscap verspreken， ane des de herscildes向rvet.1柑 )Dahinten 

ist aber eine folgende langere Erganzung hinzugefugt: oder des de in des rikes achte is， 

oder in deme selven gerichte vervestet is， oder of ene de selve herre beklaget he問 tvor 

des landes richter，'e umme rof oder umme ander ungerichte， unde eme mit ordelen 

gedegedinget i，ιbinnen den degedingen ne darf ene de herre to manne nicht unn棚

b) Lnr. 12 ~2 (ein im Ssp-Lehnreecht erganzter Artikel) la岨tetwie folgt: Des ver-

bannen mannes oder問 rachtenmαnnes unde verfesteden mαnnes tuch mach m日1wol 

verleggen binnen deme gerichte， dar he gebannen is oder in achte gedan is oder vervestet 

is. Vorspreken ne mogen se nicht附 sen，klaget se op iemaη:de，た nedaぞfene nicht 

antwαrden， of he den ban oder achte oder vestinge getugen mach. Doch mute se ant-

147) Vgl. dazu auch Ldr. III 76 ~~ 5， 6. 

148) Vor allem mus sich eine folgende Frage erheben， warum der V副 Idabei nicht vor den 

Oberherren geht， indem man AV II 51 (0. Fn. 139) mit in Betracht zieht. 

149) Vgl. dazu o. Fn. 1¥ 
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warden hir binnen alle den de oppe se klageι150) 

ln diesen beiden Artikeln ist also vorausgesetzt， das die Rechtsstsllung des Vasallen 

durch seine 1組合町htlicheSteIlung b巴dingtist. Daraus sei ohne weiteres zu schliesen， 

das die Erg加zungin den beiden Artikeln auf Uberlegungen ub釘 dieRechtsstellung 

des Verfesteten und Gebannten im Ssp-Landrecht zuruckgeht 

c) Durch die Korrigierungen in Lnr. 71 ~2 und 71 ~315 1) sind ubrigens die oben (in 3， 

3)， uber AV II 67 und II 68 angeschnittenen Fragen klar geantwortet oder doch wesent-

Iich klarer gewor台n.Lnr. 71 ~2 ersetzt namIich das Wort iudices in AV II 67 dur油

das greve， anch in Lnr. 71 ~3 ist anstatt von singulare iudicium， quod in il/ud per‘ 

tineat in AV II 68 (etwas erg如zend)von en sunderlik gerichte d包tin sin gerichte hore， 

alse graves四Ipdut in de marke unde in andere vanlen gesprochen. Auch als Grund der 

Ausnahme油erdas Weiterverleinung des Gerchtslehens nennt Lnr. 71 ~2， (nicht mほhr

das praejactura...super iudices habet iura wie in AV 11 67， sοndem) das nen greve 

dingen ne mach ane belenden sculteiten.152) 

2) In den weiteren 2 Artikeln， Lnr. 55 ~6 und 19 ~2 (die beide im Ssp-Lehnrecht 

erganzt sind)， erscheint der Ausdruck vor geri・chte.Wie in meinem anderen Aufsatz unter-

sucht， bezeichnet das Wortgerichte in diesem Ausdruck immer das Gericht (= Gerichtshof) 

zu Landrecht.153) 

a) Lnr. 55 ~6 lautet: Gut mach de herre setten sunder manscap eneme manne. Dat 

steit oppe des herren truwe， dat he it deme manne stede late; wel he it eme breken mit 

siner unscult， dat mut he wol dun， de man ne moge en des vertugen. dat he it vor 

gerichte gesat hebbe. Daβdabei mit dem Woロgerichtedas landrechtliche Gericht ge-

meint ist， sei aus巴inemdahinten stehenden Artikel klarzusteIlen: Lnr. 55 ~8 besagt 

namlich wie folgt: Swe seget gut to sattunge gelegen. de seget unrechte， went sattunge 

日0)Hier時，tauch von ban (= Ki民chenbann)gesprochen， info1gedessen国 dasWort gerichte四gleich

auch im Sinne von Gerichtsbezirk zu Kirchenrecht gebra山cht.Aber wir beschranken uns in diesem 

Aufsatz auf das weltliche Recht. 

151) Lnr. 71 ~2 = S附立主位 tolene hevet v，訓 de附 koninge即叫』刊叫げdarne脚ぽhnicht ko附nin 

de virde hant， ane sculteidum. dO町古datnen greve dingen ne mach ane belenden scuJteit，en. Lnr. 71 

~3 = lt ne mach ok neman getichte lien dat eme gelegen is. it ne si ensunderlik gerichte dat in sin 
gerichte ho陀 ，aIsegraves四'pdut in de marke削 deinandere van len. dat mut he附 d阿rlien.間!dene

mut it san mit陀chtenicht behalden 0ver en jar. AIso ne mut de koning nen vanlen 

152) Vgl. d田uLdr. III 52 ~3 回wieeine konkrete Beschreibung d副 b町 inLdr. 1 59 ~2. 

153) Vgl. dazu mei出 nAufsatz wie o. Fn. 126. 
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ne mach neman lien. Scal men gut setten， alse it helpende si， dat mut gescen vor des 

l捌 desrich的 r，so dりtmen is de dingplichtegen to tuge hebbe; scal aver lenunge 

gescen， de scal gesc官nvor des herren mannen， an den men is getuch hebbe. Gelegen 

sattunge dat n 'is附 derlen noch sat，ωnge. Nach der Ansicht unseres Spieglers soll also 

die Verpfゐldungeines Guts， um rechtsgultig zu sein， vor Gericht zu Landrecht 

geschehen.154) 1m ubrigen sei zugleich zu bemerken， das er auch diese Ansicht mit 

besonderem N飢 hdruckargumentiert.1551 

b) Lnr. 19 ~21autet: De man mach aller sculdegunge (durch den Herren)156) mit siner 

開 scultuntg仰 ，de neman getugen ne mach， dat it vor gerichte gescen si. Wie in m直mem

anderen Aufsatz eingehend訂'gumentiert，handelt es sich auch hier bei dem Wort 

gerichte um das zu Landrecht. Als das， was vor gerichte (zu Landrecht) geschehen ist 

und zur Besch凶digung(durch den Herren) gefuhrt hat， w益reau加 deroben (Lnr. 23 

~1 ， 12 ~2， 55奇6)dargelegten Sachen vor allem etwa folgende zu nennen: die Sachen， 

die die Geburtl57) oder das (angeboren巴)recht betreffen oder (vor allem wegen des 

ungerichte) zur Rechtslosigkeit fuhren， 158) sowie die gerichtliche Auflassung des 

Eigens und des Leibeigenen.159) 

Diese Beispiele (in 1) und 2)) belegen alle mehr oder weniger deut¥ich die Voηang-

st巴lIungdes Landrechts gegenuber dem Lehnrecht oder Grenzen der lehnrechtlichen 

gegenuber der landrechtlichen Gerichtsbarkeit. 

3) In d巴n3 weitem Artikeln， die keine Paralle im A V hab巴n，sind weitere Sonderregel 

betreffs des len an gerichtel60) erganzt. 

a) Lnr. 71 ~4 bestimmt， das twene manne mogen an eneme geric古tenen gemene 

154) Vgl dazu mein四 Aufsatzwie in o. Fn. 126， S. S458 f. 1m ubrigen besagt Lnr. 76 ~2 ， wo d国 Wort

lantrichtere mit d目 landesrichtere gleichbedeutend gebraucht i氏 denentsp四chendenA V III 14 
korrigierend， folgendes : Rovet aver de her陀 sinenman， he mut da川 01unde iewelk ungerichte (erst 

im Lnr. erg如zt)η'ppeene klagen vor Sl附 lantrichtere(statt in iudicio im AV)， unde mut sek eme 

比01weren， unde ne daぞfeme sin gut nicht laten， of he eme rechtes geweigert h凸et.
155) Vgl. dazu o. IIl. C， 4， 4) 

156) Vgl. dazu den vorangehenden A口Lnr.18

157) Vgl. dazu auser Lnr. 2 ~I (= AV 1 4 (0. 1， 2， 4)) z. B. Lnr. 21 ~I (noch unten im IV. Kep.) sowie 

20 ~3. 

158) Vgl. dazu auser Lnr. 2 ~ 1 (= AV 1 4) (ebd.) z. B. Lnr. 61 ~ 1 (= AV 1 129) (0‘3，2)). 

159) Vgl dazu Ldr. 1 匁喜I.Hi町'Zugehort副chder Fall in Ldr. II 43 ~ 1 

160) Vgl. dazu Lnr， 61 ~ 1 (wahrscheinlich nach Ldr. III 54 ~ 1). 
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lenrecht hebben; dat gedinge mach men aver dar an verlien肌1，al.“se an and，旨rmelたenが"
obwohl叫1die gemein】sa担meBele巴hm叩IUngmehr，陀er，閃'erVa俗saIle叩nmit einem Gut oder die 

Beleぬhnu】lU削un昭】洛gmlげtge釘samederhant im allgemeinen (besonders aber in Bezug auf das recht 

len) erlaubt iSt.161) 

b) L町.61 ~2 lautet wie folgt: It mut ok neman richten， er he dat gerichte untvangen 

hebbe. Swen he it aver enes untvet， stiポsinherre， oder let he it op， he mut wol richten 

binnen siner jartale， dat he dat gerichte untvan scal， obwohl der Lehnserbe beim 

Mannfall im allgemeinen wahrend seiner Jahresfrist de were (== Besitzrecht) des gudes 

mit sament deme gude (des verstorbenen Vaters) ubemehmen d訂f.162)

c) Lnr. 71 ~5 f品gtfolgandes hinzu: Swene de kening in achte gedan havet， de ne mach 

nicht richten mit rechte， noch sweme sin gerichte verdelt is， de wile he it nicht ut 

getogen ne hevet...， 163) obwohl wenigstens die Acht als Zwangsmittel， um einen fluch-

tigen Verklagten sich vor Gericht steIlen zu lassen， nicht sofo此巴inenVerlust seines 

Rechts am Gut rnitbringt (Vgl. dazu Ldr. 1 38 ~2). 

Es liegt also nahe， zu schliesen， das diese Artikel dazu bestimmt sind， das System 

der landrechlichen Gerichtsbarkeit als Gerichtslehen， seinen“るffentlichen"Charakter 

bewahrend， wirksam funktionieren zu lassen.'64) 

4) Lnr. 69 ~8 (wo zwar nicht das Wort gerichte， aber das richtere zu finden ist) 

besagt in der ersten H詰lftefolgendes: Wert en ordel besculden umme len dat des herren 

egen is， men scal d匂rmede op it leste vor出trike ten ; went de koning to richtere geko-

ren IS 0ver iewelkes mannes hald的 undeover eg印刷deover len. Dar umme so hevet 

d lant陀 chtunde lenrecht begtn an eme， went de herscilt an eme begint. 

1m Ssp-Lehnrecht ist， mit dem vorangehenden Lnr. 69 ~l (== AV II 57)166) be-

ginnend， das Verfahf'叩 d巴rUrteilsschlte im Lehngericht konkret beschrieben. Nぉh

161) Vgl. dazu Lnr.8 ggl，2印刷e32 sl 

162) Vgl. dazu Lnr. 6 gl sowie meinen Aufsatz‘Die Gewere im Sachsenspiegel， in : Festsch口ftfur H 

ηlieme zu seinem 80. Geburtstag， hrsg， v. K. KROESCHE比， 1986， S. 71 ff. 

163) Darauf setzt sich der Artikel fort wie folgt : noch neman oppe den必tgerichte irs峨 dewile he it 

nicht untvangen ne hevet. Damit ist geradeaus gesagt， w出 ausdem eben behandelten Lnr. 61 g2 uber 

diesen Fal¥ (= Mannfall) nur mittelbar zu entnehmen ist 

164) Vg¥. dazu meinen Aufsatz wie o. Fn. 1， S. XX ff. 

165) Vgl. dazu Ldr， III 52 g2 : Den koning kuset men加 richtereover eg印刷delen間 deover 附 velken

mannes lif. 
166) Vgl. dazu o. Fn. 12. 
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dem Lnr. 69 ~6 (= AV II 61) soll sie im a1lgemeinen vor den herren de de overe herre 

des gudes is gezogen werden.167) Soweit es des herren egen betifft， so gibt es keinen 

Oberherren， vor den man sie h治teziehen konnen. Lnr. 69 ~8 will eben diese Lucke 

erfullen. Die Antwort selbst， die unser Spiegl巴ruber diesen Fa11 gegeben hat， ist 

eindeutig: man so11 凶michauch die Urteilsschelte betreffs des Eig巴nlehenszuletzt vor 

dat rike (= vor Kるnigsgericht)ziehen. 

Fur unsere Fragestelluug w託renoch wichtiger zweifelsohne die Begrundug dieser 

Ansicht. Um sie richtig zu vestehen， soll jedoch zweierl巴iklargestellt werden. i) Hier 

ist eine“Definition" der beiden Begriffe lant-und lenrecht zu finden‘Wahrend das 

lenrecht namlich die Gerichtsbarkeit over len darstellt， ist das lantrecht nichts anders 

a1s die Gerichtsbarkeit 0νer egen und over iewelkes mannes hals (oder 1の168)ii) 

Obwohl der herscilt an sich ein lehnrechtliches Rechtsinstitut ist， will der Spiegler 

rrut der von dem K加igausgehenden Heerschildordumg begrunden， das nicht nur al 

lenrecht， sondem auch allantrecht (im oberen Sinne) vom Kるnigbeginnt. Ihm war klar 

bewust also， das die Heerschildordnung zugleich a1s Trepp巴fungiert，wodurch die 

landn巴chtlicheGerichtsbarkeit als Gerichtslehen (im Grundsatz) bis an die dritte Hand 

herabsteigt. Kurz gesagt， will der Spiegler so behaupten， das der Konig als oberster 

Richter zu Landrecht imstande sein sollte， auch die Urteilsschelte泊berdas Eigen(lehen) 

zu richten.169) Darin ist der Vorrang des Landrechts gegenuber dem Lehnrecht be-

sonders deutlich gezeigt. Dieser Fall uberschreitet doch ber巴itsden Bereich des 

Lehnrechts， es mus hier dem Landrecht weichen.170) Dabei seijedoch nicht zu ubersehen， 

das auch diese Behauptung mit besonderem Nachdruck argumentiert iSt.171) 

5. Ausd巴nbisherigen Untersuchungenl72) sei etwa folgendes fl巴stgestellt.

167) Vgl. dazu o. Fn. 139 

168) S. o. Fn. 165 

169) Es ware nicht ganz ausge叫 lossen，aus dem Wortlaut d問問Artikelszu entnehmen， das der Konig 

auch zum obersten Lehnsherren gew油ltist. Das ist aber falsch. Die Vasallen konnen ihren He町志n

uberhaupt nicht“w油len"，sondem nur目nemvon ihnen， die bereits uber die lehnrechtliche Ge-

richtsbarkeit verfugt haben， die Mannschaft叩bieten.Zu neuem Herren wird bei einem Herrenfall 

selbstverst量ndlichder Lehnserbe des Verstorbenen， der Oberherren (selbst) oder derjenige，組den

dieser einen Vasallen weist 

170) Vgl. dazu meinen Aufsatz wie o. in Fn. 1， S. XXI f. 

171) Vgl. d田uo. Fn， 152 

172) Der einzige einschlagige Artikel， der bisher noch nicht behandelt ist， isl L町 60~ J. Der Artikel 

besagl in der ersten Halfte wie folgt : Swe in unrechter were sit sunder lenunge， wel he se behalden 
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1) 1m Auctor vetus erscheint bereits das iudicandi beneficium als ein Sonderlehen， 

das vom vulgare beneficium unterschieden ist. Es darf nicht im Prinzip (d. h. konkret: 

das Schultheistum ausgenommen) bis an die 4. Hand weiter verliehen werden， aber das 

singulare iudicium， das dem Gerichtslehen zugehる目， darf nicht vielmehr solutus 

( = unverliehen) bei sich behalten， sondem der dantit belehnte Richter mus es weiter 
verleihen. Ausdrucklich erwahnt ist femer， nicht nur das man einen Pfaffen， eine Frau 

oder einen， dem es an ius (zu Landrecht) fehlt， nicht dantit bel巴hnend紅f，sondem auch 

das ein Vasall (im Fall der Rechtsverweigerung durch den Herren) um die肝'andung

(z町 Erfu!!ungder Schuld) sowie wegen vis oder spolium seinen He町'enin iudicio ver-

klagen darf. Aber die Anzahl der Artikel， die sich auf das Gerichtslehen beziehen， ist 

noch sehr gering. Auch die Worter， die das Gerichtslehen bezeichnn soJlen ( = iudicandi 

beneficium und iudicium)， sind noch nicht vereinheitlicht. Zudem sind die Worter iudi-

cium und iudex auch in Bezug auf Gericht oder Richter zu Lehnrecht gebraucht. 

Infolgedessen ist uber die landrechtliche Gerichtsbarkeit oder ihre Beziehung zur 

lehnrechtlichen aus dem W ortlaut des Re氾htsbuchsetwas Bestimmtes kaum zu 

erschliesen. 

2) Demgegenuber ist die Beschreibung im SSP-Lehnrecht uber das gerichte durch 

Korrigierung und Erganzung wesentlich vermehrt ist， so das die Vorrangstellung des 

L組 d-gegenuber dem Lehnrecht klar zum Ausdruck kommt. Nach dem Ssp-Lehnrecht 

ist n'anJlich nicht nur die pfandung des Herren durch seinen Vasallen zuletzt vor gerichte 

zu Landrecht entscheiden， sondem auch die Verpf五ndungeines Guts durch den Herren 

so!!， um rechtsgultig zu sein， vor des land.り richteregeschehen. (Nicht nur Gewalt und 

Raub， sondem) Auch jedes ungerichte ist vor lantrichtere endgultig zu richten. Femer 

dar mede， dat he seget， dat gut si sin 但笠'!!'unde of is ok jene bekant，側 denhe is tut.... Soweit wir 

daraufhin nur den nachsten Artikel， L町.60 ~2， lesen， ware es nicht so schwer， die Weiterfuhrung der 

Argumentation zu verfolgen. In Lnrω~2 sind doch die “Definition" des Begriffs tinsgut und die 

strenge Trennung des Lehens vom tinsgut entwickeil. Davor lesen wir aber auch die folgende 2. 

Halfte des Lnr. 60 ~ 1 : so wete men， dat borge noch stede noch gerichte noch denest over manne gut 

neman to tinse d，削 nemach. nemeleke sime genote oder manne bovell sek， alse it sin herre van eme 

dulden dorve. noch de lude noch de刷 n.over de dat主主主位geit.Vorlaufig v町stehe凶 sieetwa 

wie folgt : Mit diesen Beispielen， die jedem vollig ausgeshlossen scheinen sollt回、wil¥der Spiegler 

d時間rechteBeh阻 ptungdes Vasallen in absurdum fuhren. 1m V町gleichzu Lnr. 11 ~2 (= AV I 34， 

o. in 3. 3) u. Fn. 141) sei ubrigens daraufhinzuweisen. das d回 gerichtein Lnr. 60 ~ 1 in einer Reihe 

mit borge und stede erscheint 
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darf der Vasal1 jeder Beschuldigung durch den Herren mit seinem Unschuldseid 

entgehen， davon ist jedoch， was vor gericht (zu Landrecht) geschehen ist， ausgenmmen. 

Auch die Urteilsschelte uber das Eigenlehen so]] zuletztνor dat rike gezogen werden， 

obwohl der Konig dabei in Bezug auf das Lehen keineswegs ein Oberherr ist 

Auserdem sind im Ssp-Lehnrecht mehrere Sonderregel uber das Gerichtslehen von 

neuem hinzugefugt， die dazu bestimmt sind， die landrechtliche Gerichtsbark巴itals 

Gerichtslehen wirksam funktioieren zu lassen.173) 

3) Dieser Wandel vom Auctor vetus zum Ssp-Lehnrecht spiege1t sich auch im Woル

gebrauch in den beiden Rechtsbuch巴mwider. Die Bezeichnung des Gerichtslehens， das 

im AV noch in zwei ( = iudicandi beneficium und iudicium) getrennt sind， im Ssp-

Lehnrecht alles zum einen Wort gerichte vereinheitlicht， das ubrigens nur in Bezug auf 

das Gericht zu Landrecht gebraucht ist. Wahrend die Worter iudex und iudicare auch 

im Zusammenhang mit dem Lehngericht erscbeinen， kommen die Worter richtere und 

richten im Ssp-Lehnrecht ebenfalls nur im Zusammenhang mit dem Gericht zu Land-

recht vor. Wahrend im AV von iniuriae gesprochen ist， tritt im Ssp-Lehnrecht das Wort 

ungerichte auf， was d巴rzusammengesetzten Form nach eine Negation des Gericl】ts

oder einen Gegensatz dazu darstellt. Dies巴rWand巴1im Wortgebrauch geht freilich auf 

die Uberlegung und Beschreibur沼化sLandrechts im Ssp-Landrecht zuriick. Die 

Auffassung， das das gerichte (= Gerichtsbarkeit) zu Landrl巴cht，um Gottes Zom und 

sein gerichte in dieser Welt ergehen zu lassen， von Gott dem Kaiser anvertraut ist und 

eben deshalb nur das gerichte zu Landrecht， das jedes unger，帥 tebekampfen sollte， den 

Namen des Gerichts wert ist， ist erst im Ssp-Landrecht entstanden.n4) 
4) Zugleich sei jedoch keineswegs zu ub町民hen，das diese Auffassung und das 

darauf beruhende Verfassungsbild im Sachsenspiegel mehr oder weniger einen 

Charakter als ldealbild des Spieglers annehmen mussen. Sie entsprechen namlich der 

damaligen Wirklichkeit Gedenfalls) nicht g加 Z.175)

173) 1m Zusammenha略 mitder Lehre vom“Leihezwang" sei ubrigens besol由 rsauf folgendes 

hinzuweisen. Auch der Satz : AIso ne mul de 初ningnen vanlen in Lnr. 71 ~3 (0. Fn. 151) ist namlich 

erst im Ssp-Lehnrecht erg加zt.Das sol1 heisen， das auch der Konig， der an der Spitze der 

Heerschildordung steht， nunmehr ins System der landreεhlichen Gerichtsbarkeit als Gerichtslehen 

oder in den (damaligen)“S凶 t"(tiefer als je) cingegliedert ist 

174) Vgl. dazu meinen Aufsatz wieo. Fn. 114， b町田S.464 f. 

175) Vgl. dazu meinen Aufs込tzwic o. Fn. 1， S. XXII ff. 
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